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（一般労働者用；常用、有期雇用型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 

          殿 

事業場名称・所在地 

使 用 者 職 氏 名 

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 
１ 契約の更新の有無 

 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（  ）] 

２ 契約の更新は次により判断する。 
  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力 
  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 

・その他（                              ） 
３ 更新上限の有無（無・有（更新  回まで／通算契約期間  年まで）） 
【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が５年を超える有期労働契約の締結の場合】 

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約（無期労働契約）の締結の申込みをすること
により、本契約期間の末日の翌日（ 年 月 日）から、無期労働契約での雇用に転換することができ
る。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無（ 無 ・ 有（別紙のとおり） ） 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（   年  か月（上限 10 年）） 
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所 （雇入れ直後）           （変更の範囲） 

従事すべき 

業務の内容 

（雇入れ直後）           （変更の範囲） 

 
【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 
・特定有期業務（            開始日：    完了日：    ） 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換((1)～(5)
のうち該当す 

るもの一つに

○を付けるこ

と。)、所定時

間外労働の有

無に関する事

項 

１ 始業・終業の時刻等 

 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 

 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間

の組み合わせによる。 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から  時 分、 
（終業） 時 分から  時 分、 

                     ｺｱﾀｲﾑ         時 分から  時 分） 

 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分） 

 (5) 裁量労働制；始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ね

る。 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ） 

休   日 ・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（         ） 

・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ） 
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 
         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 
         → か月経過で  日 

         時間単位年休（有・無） 
２ 代替休暇（有・無） 

３ その他の休暇 有給（          ） 

         無給（          ） 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

（次頁に続く）  



賃   金 １ 基本賃金 イ 月給（     円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 時間給（    円）、 

       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ホ その他（     円） 

       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等 

 
２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

    ハ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ニ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

    イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（   ）％ 

              月６０時間超 （   ）％ 

          所定超 （   ）％ 

  ロ 休日 法定休日（   ）％、法定外休日（   ）％ 

  ハ 深夜（   ）％ 

４ 賃金締切日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

５ 賃金支払日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

６ 賃金の支払方法（            ） 

 ７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ）） 

８ 昇給（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

９ 賞与（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

10 退職金（ 有（時期、金額等        ） ， 無 ） 

 

 

退職に関す 

る事項 

１ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ） 
３ 創業支援等措置（ 有（  歳まで業務委託・社会貢献事業） ， 無 ） 
４ 自己都合退職の手続（退職する  日以上前に届け出ること） 

５ 解雇の事由及び手続 

 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 
・中小企業退職金共済制度 

（加入している ， 加入していない） （※中小企業の場合） 
・企業年金制度（ 有（制度名           ） ， 無 ） 

・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 
  部署名       担当者職氏名        （連絡先         ） 
・その他（                                  ） 
 

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。 
  
 労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するも
の）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か
ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない
労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合
は、無期転換申込権の発生については、特例的に本通知書の「契約期間」の「有期雇
用特別措置法による特例の対象者の場合」欄に明示したとおりとなります。 
 

以上のほかは、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法（             ） 
※ 本通知書の交付は、労働基準法第１５条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者及び有期雇用労働者

の雇用管理の改善等に関する法律（パートタイム・有期雇用労働法）第６条に基づく文書の交付を兼ねる

ものであること。 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 

 



 
【記載要領】 

１．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成し、本人に

交付すること。 
交付の方法については、書面による交付のほか、労働者が希望する場合には、ファクシミ

リを利用する送信の方法、電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達す

るために用いられる電気通信の送信の方法（出力して書面を作成できるものに限る）によっ

ても明示することができる。 

２．各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。 

３．下線部、破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付等の方法（上記１参照）に

より明示することが労働基準法により義務付けられている事項であること。また、退職金に

関する事項、臨時に支払われる賃金等に関する事項、労働者に負担させるべきものに関する

事項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助

に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項については、当該事項を制度

として設けている場合には口頭又は書面等により明示する義務があること。

網掛けの事項は、短時間労働者及び有期雇用労働者に対して書面の交付等により明示する

ことがパートタイム・有期雇用労働法により義務付けられている事項であること。 

４．労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内とすること。 
また、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合には、契約の更新の有無及び

更新する場合又はしない場合の判断の基準（複数可）並びに更新上限の有無を明示すること。 
労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が５年を超える有期労働契約の

締結の場合には、無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件を明示すること。無期転換後

の労働条件を明示するに当たっては、本契約からの労働条件の変更の有無（変更がある場合

はその内容を含む。）を明示するか、本契約からの変更の有無にかかわらず明示すべき事項

ごとにその内容を明示すること。  
（参考） 労働契約法第１８条第１項の規定により、期間の定めがある労働契約の契約期間

が通算５年を超えるときは、労働者が申込みをすることにより、期間の定めのない

労働契約に転換されるものであること。この申込みの権利は契約期間の満了日ま

で行使できること。  
５．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、雇入れ直後のもの及び将

来の就業場所や従事させる業務の変更の範囲を明示すること。 
  また、有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合は、同法に基づき認定

を受けた第一種計画に記載している特定有期業務（専門的知識等を必要とし、５年を超える

一定の期間内に完了することが予定されている業務）の内容並びに開始日及び完了日も併

せて記載すること。なお、特定有期業務の開始日及び完了日は、「契約期間」の欄に記載す

る有期労働契約の開始日及び終了日とは必ずしも一致しないものであること。 

６．「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する事項」の欄

については、当該労働者に適用される具体的な条件を明示すること。また、変形労働時間制、

フレックスタイム制、裁量労働制等の適用がある場合には、次に留意して記載すること。 

・変形労働時間制：適用する変形労働時間制の種類（１年単位、１か月単位等）を記載する

こと。その際、交替制でない場合、「・交替制」を＝で抹消しておくこと。 
・ フレックスタイム制：コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合はその時間帯の開

始及び終了の時刻を記載すること。コアタイム及びフレキシブルタイムがない場合、

かっこ書きを＝で抹消しておくこと。 

・事業場外みなし労働時間制：所定の始業及び終業の時刻を記載すること。 
・裁量労働制：基本とする始業・終業時刻がない場合、「始業··········を基本とし、」の部

分を＝で抹消しておくこと。 

・交替制：シフト毎の始業・終業の時刻を記載すること。また、変形労働時間制でない場合、

「（  ）単位の変形労働時間制・」を＝で抹消しておくこと。 

７．「休日」の欄については、所定休日について曜日又は日を特定して記載すること。 



８．「休暇」の欄については、年次有給休暇は６か月間継続勤務し、その間の出勤率が８割以

上であるときに与えるものであり、その付与日数を記載すること。時間単位年休は、労使協

定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するものであり、その制度の有無を記載するこ

と。代替休暇は、労使協定を締結し、法定超えとなる所定時間外労働が１箇月６０時間を超

える場合に、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給の休暇を与えるも

のであり、その制度の有無を記載すること。 

また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、日数（期

間等）を記載すること。 

９．前記６、７及び８については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、

所定時間外労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日

等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的

に示すことで足りるものであること。 

10．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。ただし、就業規

則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定し得る場合、当該等級等を明確に示す

ことで足りるものであること。

・ 法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、法定超えとなる所定時間外労働

が１箇月６０時間を超える場合については５割、法定休日労働については３割５分、深夜

労働については２割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合につい

ては５割、法定超えとなる所定時間外労働が１箇月６０時間を超え、かつ、深夜労働とな

る場合については７割５分、法定休日労働が深夜労働となる場合については６割以上の

割増率とすること。 

・ 破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。ただし、

網掛けの事項は短時間労働者及び有期雇用労働者に関しては上記３のとおりであること。 
11．「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を具体的に記

載すること。この場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、当該労

働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。 

（参考） なお、定年制を設ける場合は、６０歳を下回ってはならないこと。 
また、６５歳未満の定年の定めをしている場合は、高年齢者の６５歳までの安定

した雇用を確保するため、次の①から③のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措

置）を講じる必要があること。加えて、高年齢者の６５歳から７０歳までの安定し

た就業を確保するため、次の①から⑤のいずれかの措置（高年齢者就業確保措置）

を講じるよう努める必要があること。 

①定年の引上げ  ②継続雇用制度の導入  ③定年の定めの廃止 

④業務委託契約を締結する制度の導入 ⑤社会貢献事業に従事できる制度の導入 

12．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用保険の適

用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、

職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関す

る事項、休職に関する事項等を制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。 
中小企業退職金共済制度、企業年金制度（企業型確定拠出年金制度・確定給付企業年金制

度）により退職金制度を設けている場合には、労働条件として口頭又は書面等により明示す

る義務があること。 
「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」は、事業主が短時間労働者及び有期雇

用労働者からの苦情を含めた相談を受け付ける際の受付先を記入すること。 
13．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で就業規則を

交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しないこと。 

14．就業規則については、労働基準法により労働者への周知が義務付けられているものであり、

就業規則を備え付けている場所等を本通知書に記載する等して必要なときに容易に確認で

きる状態にする必要があるものであること。 

＊ この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式どおり

とする必要はないこと。 





中小企業の事業主の皆さまへ

月６ ０ 時間を超える時間外労働の
割増賃金率が引き上げられます

２ ０ ２ ３ 年４ 月１ 日から

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 25%

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 50%

（2023年３月31日まで）

月60時間超の残業割増賃金率
大企業は 50％（2010年４月から適用）

中小企業は 25％

（2023年４月１日から）

月60時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに50％
※中小企業の割増賃金率を引き上げ

◆改正のポイント
中小企業の月６０時間超の時間外労働に対する割増賃金率が５０％になります

➢2023年４月１日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。

業種 ① 資本金の額または出資の総額 ② 常時使用する労働者数

小売業 5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 １億円以下 100人以下

上記以外のその他の業種 ３億円以下 300人以下

（※）中小企業に該当するかは、①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます。



深夜・休日労働の取扱い

代替休暇

月60時間を超える時間外労働を深夜（22:00〜5:00）の時間帯に行わせる
場合､深夜割増賃金率25％＋時間外割増賃金率50％＝75％となります。

月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれま
せんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

深夜労働との関係

休日労働との関係

月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50％以上の率
で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

（※）法定休日労働の割増賃金率は、35％です。

（割増賃金）
第○条 時間外労働に対する割増賃金は､次の割増賃金率に基づき､次項の計算方法によ

り支給する。
（１）１か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この

場合の１か月は毎月１日を起算日とする。
①時間外労働６０時間以下・・・・２５％
②時間外労働６０時間超・・・・・５０％
（以下、略）

（就業規則の記載例）

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するた
め引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇（代替休暇）を
付与することができます。

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があ
ります。

｢モデル就業規則｣も参考にしてください。

就業規則の変更



具体的な算出方法（例）

働き方改革推進支援助成金の活用方法（例）

法定休日労働 月60時間を超える時間外労働

➢１か月の起算日は毎月１日
➢法定休日は日曜日
➢カレンダー中の青字は、時間外労働時間数

割増賃金率

♦時間外労働（60時間以下）
♦時間外労働（60時間超）
♦法定休日労働

カレンダー白色部分 ＝25％
カレンダー緑色部分 ＝50％
カレンダー赤色部分 ＝35％

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
５時間 ５時間 ２時間 ３時間 ５時間

7 8 9 10 11 12 13
５時間 ２時間 ３時間 ５時間 ５時間 ５時間

14 15 16 17 18 19 20
３時間 ２時間 ３時間 ３時間 ３時間

21 22 23 24 25 26 27
３時間 ３時間 ２時間 １時間 ２時間 １時間

28 29 30 31
３時間 １時間 １時間 ２時間

➢時間外労働の割増賃金率
60時間以下･･･25％
60時間超･････50％

●勤怠管理システムを導入
各自の労働時間を 把握し、
業務を平準化

●就業規則に月60時間超の
割増賃金率の規定を改正

労務管理の報告業務が非効率な状
況で、時間外労働時間が月60時間
を超える労働者が複数名存在した

勤怠管理システム導入費用
と就業規則の改正費用に、
働き方改革推進支援助成金
を活用
助成率 75％
一定の要件を満たした場合 80％

上限額 最大250万円
事業場内賃金の引き上げ等の
一定の要件を満たした場合
最大490万円

取り組みの結果、時間外労働時間
が月60時間を超える者がいなく
なった

算出例

［活用例］

1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計して60時間を超えた時点
から50％以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

「働き方改革推進支援助成金」は、働き方改革に取り組む中小企業事業
主に、環境整備に必要な費用の一部を国が助成する制度です。



助成金のご案内

労働基準監督署
労働時間相談・支援コーナー

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などの法令に関する知識や
労務管理体制についてのご相談に、窓口・電話で対応・支援して
います。
また、ご希望があれば、個別訪問での相談・支援も行っています。

都道府県労働局
・パートタイム労働者、有期雇用労働者関係
︓雇用環境・均等部(室)

・派遣労働者関係︓需給調整事業部(課･室)

正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用労働
者・派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応じます。

働き方改革推進支援センター
働き方改革関連法に関する相談、労働時間管理のノウハウや賃金制度
等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、
社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。

産業保健総合支援センター 医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、
産業保健の専門家が相談に応じます。

よろず支援拠点 生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる課題につい
て、専門家が無料で相談に応じます。

ハローワーク 求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会な
どを実施しています。

医療勤務環境改善支援センター
医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関のニーズに応
じて、総合的なサポートをします。
▶「いきサポ」で検索

相談窓口のご案内

働き方改革推進支援助成金 生産性を向上させ、労働時間の縮減等に取り組む中小企業事業主に
対して、その実施に要した費用の一部を助成

業務改善助成金
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定
以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を
助成

（2022.4）
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早めに確認して安心︕

労働条件明示事項が追加されます。明示のタイミングにもご注意ください。

「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正されました。

対象 明示のタイミング 新しく追加される明示事項

すべての
労働者

労働契約の締結時と
有期労働契約の更新時 1．就業場所・業務の変更の範囲

有期
契約

労働者

有期労働契約の
締結時と更新時

2．更新上限の有無と内容
(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)
＋更新上限を新設・短縮しようとする場合、
その理由をあらかじめ説明すること

無期転換ルールに基づく
無期転換申込権が

発生する契約の更新時

3．無期転換申込機会
無期転換後の労働条件
＋無期転換後の労働条件を決定するに当たり、
他の正社員等とのバランスを考慮した事項の
説明に努めること
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１. 労働契約締結及び有期労働契約の契約更新のタイミング
雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、

▶ 就業場所・業務の「変更の範囲」の明示
【改正労基則第５条第１項第１号の３】

ｚ働く方すべてに対して（有期契約労働者を含みます。）

巻
頭

１

▶詳細は
P３〜

「労働基準法施行規則」（以下「労基則」）と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに
関する基準」（以下「雇止めに関する基準」）の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更
されることとなりました（2024年（令和６年）４月１日施行）。
これを機に、事業場の方や働く方ご自身でも、労働条件の明示事項やそのタイミング
について、改めて確認してみませんか。

２. 有期労働契約の締結時及び契約更新のタイミングごと
▶ 更新上限（有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限）
の有無とその内容の明示 【改正労基則第５条第１項第１号の２】

▶ 更新上限を新設・短縮する場合は、
その理由をあらかじめ（新設・短縮をする前のタイミングで）
説明することが必要になります。【改正雇止めに関する基準第１条】

有期労働契約で働く方に対して

３. 「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新の
タイミングごと
労働基準法第15条に基づく労働条件の明示に加え、

▶ (1) 無期転換を申し込むことができる旨（無期転換申込機会）
の明示

＋
▶ (2) 無期転換後の労働条件明示【改正労基則第5条第５項・第６項】

▶ 無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって他の通常
の労働者（正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者）

とのバランスを考慮した事項（例︓業務の内容、責任の程度、異動の有無

・範囲など）の説明に努めなければならないことになります。
【改正雇止めに関する基準第５条】

▶詳細は
P７〜

用語については次のページで解説します。

は じ め に （改正事項とその対象者）

▶詳細は
P９〜



○ 同一の使用者（企業）との間で、有期労働契約が５年を超えて更新された場合、有期契約労働
者（契約社員、アルバイトなど）からの申し込みにより、無期労働契約に転換されるルールの
ことをいいます。有期契約労働者が使用者（企業）に対して無期転換の申し込みをした場合、
無期労働契約が成立します（使用者は無期転換を断ることができません）【労働契約法第18条】。
（例）契約期間１年場合︓５回目の更新後の1年間に無期転換の申込権が発生します。

○ 無期転換ルールの適用を免れる意図をもって、無期転換申込権が発生する前の雇止めや契約期
間中の解雇等を行うことは、「有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図
る」という労働契約法第18条の趣旨に照らして望ましいものではありません。

無期転換ルール

○ 労働契約を結ぶ（更新の場合も含む）際、使用者が労働者に対し、契約期間、就業場所や業務、
労働時間や休日、賃金、退職などに関する事項を明示することです。
無期転換ルールにより無期労働契約が成立する際、無期転換後の労働条件を明示する必要があ
ります【労働基準法第15条】。

○ 労働条件のうち、特定の事項については、書面の交付による明示が必要です。なお、労働者が
希望した場合は、書面の交付によらず、ファクシミリの送信、電子メール等の送信により明示
することも可能です。
労働条件を明示する書面の様式は自由です。厚生労働省では、モデル様式を作成・公開してい
ますので、P20のモデル労働条件通知書やウェブサイトをご参照ください。

労働条件の明示

有期労働契約／無期労働契約

○ 有期労働契約とは、契約期間に定めのある労働契約のことをいいます。
１回の契約期間の上限は、原則として３年です。

なお、専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、
上限が５年となります【労働基準法第14条第１項】。

○ 無期労働契約とは、契約期間に定めのない労働契約のことをいいます。
なお、定年が定められている場合は、その年齢に達するまで雇用が継続されます。

巻
頭

２

＜ 用 語 の 解 説 な ど ＞

明示事項【労基則第5条】
①〜⑥（昇給は除く）については、書面を交付して明示しなければなりません。
なお、⑦〜⑭については、使用者がこれらに関する定めを設ける場合は、明示す
る必要があります。
①労働契約の期間
②期間の定めのある労働契約を更新する
場合の基準

③就業の場所及び従事すべき業務
④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等
⑤賃金、昇給
⑥退職

⑦退職手当
⑧臨時に支払われる賃金（退職手当を除く）、

賞与及び最低賃金額等
⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他
⑩安全及び衛生
⑪職業訓練
⑫災害補償及び業務外の傷病扶助
⑬表彰及び制裁
⑭休職

５年

1年
無期労働

契約1年1年1年1年1年

無期転換申込権発生締
結
ま
た
は
更
新

転
換

更新 申込み更新 更新 更新 更新
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１ 就業場所・業務の変更の範囲

すべての労働者が対象となります。
（無期契約労働者だけでなく、パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再
雇用された労働者などの有期契約労働者も含みます）

変更の範囲の明示が必要となるのは、2024年（令和６年）4月１日以降に契約締結・契約
更新をする労働者となります。
トラブル防止のため、制度改正以前から労働契約を結んでいる労働者についても、変更の範囲を明
示することを、検討してください。

対象となる労働者

▶ 改正によって追加される明示事項

改正の内容、注意すべきポイント

「就業場所と業務の変更の範囲」 について、労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時
に、書面による明示が必要になります。

「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労
働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します。
配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所や業務は含まれ
ますが、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が一
時的に変更される際の、一時的な変更先の場所や業務は含まれません。
「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従
事する業務の変更の範囲のことをいいます。

労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務、いわゆるテレワークを雇入れ直後か
ら行うことが通常想定されている場合は、「雇入れ直後」の就業場所として、また、その
労働契約期間中にテレワークを行うことが通常想定される場合は、「変更の範囲」として
明示してください。具体的には、労働者の自宅やサテライトオフィスなど、テレワークが
可能な場所を明示するようにしましょう。

労働契約締結・更新時だけではなく、職業安定法上、労働者の募集を行うなどといった場
合にも、求職者に対して労働条件の明示が必要となります。追加される事項は、改正労基
則で追加となる、①就業場所の変更の範囲、②従事すべき業務の変更の範囲のほか、③有
期労働契約を更新する場合の基準（通算契約期間または更新回数の上限を含む）となります。

詳細はP22の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。

▶ 募集時等に明示すべき労働条件の追加【改正職業安定法施行規則第４条の２第３項】

１．就業場所・業務の変更の範囲の書面※明示
【改正労基則第5条第１項第１号の3】※労働者の希望によりメール等で明示が可能です。詳細はP2をご参照ください。
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労 働 条 件 通 知 書 の 記 載 例

「変更の範囲」の明示は、就業場所・業務がどの程度限定されるかにより記載が異なります。
下記は、限定の程度ごとの記載例ですので、雇用している労働者または働く皆さんご自身の
状況に近い例を参考にしてください。
記載の際には、P20のモデル労働条件通知書をご参照ください。

▶ 従事すべき業務

▶ 就業場所

（雇入れ直後）
本店及び労働者の自宅※

（変更の範囲）本店及び全ての支店、営業所、労働者
の自宅での勤務

（雇入れ直後）仙台営業所 （変更の範囲）会社の定める営業所

（雇入れ直後）広告営業 （変更の範囲）会社内での全ての業務

（雇入れ直後）原料の調達に関する業務 （変更の範囲）会社の定める業務

（雇入れ直後）店舗における会計業務 （変更の範囲）全ての業務への配置転換あり

① 就業場所・業務に限定がない場合

② 就業場所・業務の一部に限定がある場合

就業場所や業務の変更範囲が一定の範囲に限定されている場合は、その範囲を明確にしましょう。

▶ 就業場所

（雇入れ直後）東京本社 （変更の範囲）東京本社、大阪支社及び名古屋支社

（雇入れ直後）豊橋 （変更の範囲）愛知県内

（雇入れ直後）十三出張所 （変更の範囲）淀川区内

（雇入れ直後） 山科事業所

（変更の範囲）原則、京都市内
( た だ し 、 関 西 圏 内 に 事業 所 が 新設 さ れ た場 合 、 希望 に 応
じ て 当 該 事 業 所 に異 動 す るこ と が ある 。 関 西圏 と は 、京 都
府 ・ 大 阪 府 ・ 兵 庫県 ・ 滋 賀県 ・ 奈 良県 ・ 和 歌山 県 で あ
る 。 )

就業場所・業務に限定がない場合は、すべての就業場所・業務を含める必要があります。
「会社の定める○○」と記載するほか、変更の範囲を一覧表として添付することも考えられますが、
予見可能性の向上やトラブル防止のため、できる限り就業場所・業務の変更の範囲を明確にすると
ともに、労使間でコミュニケーションをとり、認識を共有することが重要です。

（雇入れ直後）
広島支店

（変更の範囲）海外（イギリス・アメリカ・韓国の3か
国）及び全国（東京、大阪、神戸、広島、高知、
那覇）への配置転換あり

※ あらかじめ就業規則でテレワークについて規定されているなど、テレワークを行うことが通常想
定されている場合は、就業場所としてテレワークを行う場所が含まれるように明示してください。

（雇入れ直後）福岡事務所及び
労働者の自宅※

（変更の範囲）会社の定める場所(テレワークを行う場
所を含む)
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▶ 従事すべき業務

（雇入れ直後）商品企画

（変更の範囲）本社における商品又は営業の企画業務、
営業所における営業所長としての業務
（ た だ し 、 出 向 規 程 に 従っ て 出 向を 命 じ るこ と が あり 、 そ

の 場 合 は 出 向 先 の 定 める 業 務 ※）

※ いわゆる在籍出向を命じることがある場合であって、出向先での就業場所や業務が出向元の会社
での限定の範囲を超える場合には、その旨を明示するようにしてください。

（雇入れ直後）介護業務
（変更の範囲）介護業務、介護事務

( 介 護 業 務 と は、 入 所 者の 着 替 え、 食 事 、入 浴 及 び排 泄 の
介 助 等 を 行 う も ので あ り 、介 護 事 務と は レ セプ ト の 作成
等 介 護 業 務 に 関 連す る 事 務作 業 一 切を い う 。)

（雇入れ直後）施設警備 （変更の範囲）施設・交通警備等の警備業務

（雇入れ直後）運送 （変更の範囲）運送及び運行管理

③ 完全に限定（就業場所や業務の変更が想定されない場合）

▶ 就業場所

（雇入れ直後） 品川オフィス及び
「テレワーク就業規則」第5条に規定
する在宅勤務の就業場所

（変更の範囲）品川オフィス及び
「テレワーク就業規則」第５条に規定する
在宅勤務の就業場所

テレワーク就業規則
第4条 テレワーク勤務とは、サテライトオフィス勤務及び在宅勤務をいう。
第5条 在宅勤務とは、従業員の自宅又は自宅に準じる場所（会社が認めた場所に限る。）に

おいて情報通信機器を利用して業務を行うことをいう。

（雇入れ直後）旭川センター （変更の範囲）旭川センター

（雇入れ直後）金沢駅西通り店 （変更の範囲）変更なし

▶ 従事すべき業務

（雇入れ直後）ピッキング、商品補充 （変更の範囲）雇入れ直後の従事すべき業務と同じ

（雇入れ直後）理美容業務 （変更の範囲）理美容業務

雇い入れ直後の就業場所・業務から変更がない場合は、その旨を変更の範囲で明確にしましょう。

労 働 条 件 通 知 書 の 記 載 例
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④ 一時的に限定がある場合（一時的に異動や業務が限定される場合）

就業の場所 （雇入れ直後）
松江支店

（変更の範囲）会社の定める支店
( た だ し 会 社 の 承 認 を 受 け た 場 合 は A ブ ロ ッ ク 内
の 支 店 。 詳 細 は就 業 規 則第 2 5 ､ 2 6 条 参 照 )

従事すべき業務 （雇入れ直後）
企画立案

（変更の範囲）就業規則に規定する総合職の
業務 ( た だ し 会 社 の 承 認 を 受 け た 場合 は 業 務を
限 定 す る 。 詳 細 は 就 業 規 則 第 2 7 ､ 2 8 条 参 照)

就業規則 第25条 労働者が希望し、承認された場合は、一時的に勤務地域を限定する。
第26条 勤務地域を限定する場合は地域を下記のブロック単位とする。

Aブロック:島根県、鳥取県、兵庫県 Bブロック:岡山県、広島県、山口県
第27条 総合職は企画立案、折衝調整、営業、管理業務にわたる総合的な業務を行う。
第28条 労働者が希望し、承認された場合は、一時的に総合職の業務を一部限定する。

▶ 就業規則で詳細を定める場合

▶ 就業規則以外で限定内容を明示する場合

就業の場所 （雇入れ直後）
飯田事業所

（変更の範囲）会社の定める事業所
( 育 児 ・ 介 護 に よ る 短 時 間 勤 務 中 は 、 原則、勤務地の

変更を行わないこととする。ただし、労働者が勤務地の
変更を申し出た場合はこの限りではない。)

従事すべき業務 （雇入れ直後）
品質管理、事務

（変更の範囲）会社の定める業務
( 育 児 ・ 介 護 に よ る 短 時 間 勤 務 中 は 、 原則、業務の変

更を行わないこととする。ただし、労働者が業務の変更
を申し出た場合はこの限りではない。)

コラム パートタイム・有期雇用労働者や派遣労働者の労働条件

○ パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたとき(労働契約の更新時を含む)、事業主は速やかに、
労働基準法第15条の明示事項に加えて①〜④の事項を文書の交付※1により明示し【パート・有期労働法
※2第6条第1項】、⑤〜⑩の雇用管理の改善に関する措置の内容を説明する必要があります【パート・有期
労働法第14条第1項】。
①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④相談窓口、⑤不合理な待遇の禁止、⑥通常の労働者と同視すべ
きパートタイム・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止、⑦賃金、⑧教育訓練、⑨福利厚生施設、⑩通常の労
働者への転換
※1 パートタイム・有期雇用労働者が希望した場合はメール等でも可 ※2 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

○ 派遣労働者の雇入れ時、派遣元事業主はあらかじめ、労働基準法第15条の明示事項に加えて①〜⑤
の事項を文書の交付※3により明示し、⑥〜⑧の不合理な待遇差を解消するために講ずる措置を説明
する必要があります【労働者派遣法※4第31条の2第1項、第2項】。
①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か(対象である場合
には、労使協定の有効期間の終期)、⑤派遣労働者から申し出を受けた苦情処理に関する事項、⑥派遣先均等・均衡
方式によりどのような措置を講ずるか、⑦労使協定方式によりどのような措置を講ずるか、⑧職務の内容、職務の成
果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案してどのように賃金(職務の内容に密接に関連して
支払われる賃金以外の賃金を除く(通勤手当、家族手当等))を決定するか(協定対象派遣労働者は除く)
※3 派遣労働者が希望した場合はメール等でも可 ※4 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

○ このほか、派遣労働者の派遣時、派遣元事業主はあらかじめ、労働者派遣法第34条1項の就業条件の明示※5に
加えて、派遣先均等・均衡方式の場合は、賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く)の決定等に関する
事項、休暇に関する事項及び上記①〜④を、労使協定方式の場合は上記④を文書の交付※3により明示し、また、
派遣先均等・均衡方式の場合は、上記⑥、⑧を、労使協定方式の場合は上記⑦を説明する必要があります【労働
者派遣法第31条の2第3項】。労働者派遣契約を締結する前に、派遣先事業主はあらかじめ、派遣元事業主に比較対
象労働者の待遇などに関する情報を提供する必要があります。
※5 主な内容は、①従事する業務の内容、②労働に従事する事業所の名称、所在地その他就業の場所及び組織単位、③就業中の指揮命令者に関する事項、④労
働者派遣の期間及び派遣就業をする日、⑤就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間、⑥派遣労働者からの苦情処理に関する事項、⑦派遣労働者の個人単位の
期間制限に抵触する最初の日、⑧派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日、⑨派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等
の支払費用を確保するための費用負担等、労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項、等です。

労 働 条 件 通 知 書 の 記 載 例
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▶ 更新上限の明示事項

▶ 更新上限を新設・短縮しようとする場合の説明事項

2 更新上限に関する事項

改正の内容、注意すべきポイント

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限（通算契約期間※または更新
回数の上限）がある場合には、その内容の明示が必要になります。 ※ 労働契約法第18条第1項参照

以下の場合について、あらかじめ（更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで）更新
上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明することが必要※１になります。

ⅰ 更新上限を新たに設けようとする場合
ⅱ 更新上限を短縮しようとする場合

・更新上限の明示の例 「契約期間は通算４年を上限とする」
「契約の更新回数は3回まで」 など

「更新上限の短縮」とは、例えば、通算契約期間の上限を５年から３年に短縮する、また
は更新回数の上限を3回から１回に短縮することです。

更新上限の新設・短縮の理由をあらかじめ説明する際は、文書を交付して個々の有期契約
労働者ごとに面談等により説明を行う方法が基本ですが、説明の方法は特定の方法に限ら
れるものではなく、説明すべき事項をすべて記載した労働者が容易に理解できる内容の資
料を用いる場合は当該資料を交付して行う等の方法でも差し支えありません。また、説明
会等で複数の有期契約労働者に同時に行う等の方法によっても差し支えありません。

トラブルや紛争防止のため、新たな更新上限の内容については、事業主だけでなく働く方
も一緒に、書面等により確認するようにしましょう。

パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契
約労働者が対象となります。

対象となる労働者

※１ 更新上限を撤廃する、または更新上限を延長する場合は、雇止めに関する基準にある義務の対象外となり、その
理由を説明する義務はありませんが、労働契約の内容を明確化するために説明することも検討してください。

「更新上限の内容」のほかにも、労働契約締結時に書面で明示する必要がある事項※２につ
いては、労働契約の内容を変更するタイミングで、変更の内容をできる限り書面等で労使
で確認し、労働契約関係を明確化するようにしましょう。

※２ 詳細はP2をご参照ください。

１．更新上限の書面※明示 【改正労基則第5条第1項第1号の2】と更新
上限を新設・短縮する場合の説明 【改正雇止めに関する基準第１条】
※労働者の希望によりメール等で明示が可能です。詳細はP2をご参照ください。
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更新上限に関する記載例

Q＆A

2回目の1年契約1回目の1年契約

○ 労働契約締結時に労働条件を明示

・変更の範囲
・更新上限
・その他の明示事項※１

○ 労働契約更新時に労働条件を明示

明示事項は１回目の１年契約と同じ

・更新の上限の明示内容 『通算契約期間の上限は2年間とする』

※１ P２をご参照ください。

○ 労働契約締結時に
労働条件を明示

・変更の範囲
・その他の明示事項※１

1回目の1年契約 4回目の1年契約2回目の1年契約 3回目の1年契約

Ｑ 最初に有期労働契約を結んだ時から更新上限を設定していますが、その場合
も労働者には説明をした方がよいのでしょうか︖

○ 労働契約更新時に
労働条件を明示

明示事項は１回目の
１年契約と同じ

○ 労働契約更新時に
労働条件を明示

１回目の１年契約時の
明示事項に以下を追加

・更新上限

Ａ 最初の契約締結より後に更新上限を新設・短縮する場合に、事前説明が必要
となります。最初の契約締結時点で更新上限を設定している場合であっても、
労働者が希望するときは、トラブル防止のためにその理由を説明することを
検討してください。

・更新の上限を新設する理由の事前説明
『当初予定していた出資が受けられず、
Aさんに担当していただく予定の事業が
縮小することになったため』

・更新の上限を明示する内容
『通算契約期間の上限は4年間とする』

○ 労働契約更新時に
労働条件を明示

１回目の１年契約時の
明示事項に以下を追加

・更新上限

第
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事例１：契約当初から更新上限が定められていた場合

事例２：契約当時は更新上限がなかったが、契約途中に更新上限
を定める場合

更新上限を新設する
就業規則の変更等
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▶ 無期転換申込機会の明示事項

▶ 留意点：相談体制の整備

３ 無期転換に関する事項

改正の内容、注意すべきポイント

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミング※ごとに、該当する有期労働契約の
契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨（無期転換
申込機会）を書面により明示することが必要になります。
初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する
場合は、更新の都度、上記の明示が必要になります。

※ 詳細はP12をご参照ください。

ｚ

コラム
無期転換ルールの取り組み
～労働者が安心して安定的に働きつづけるために～

対象となる労働者

無期転換申込権が発生する有期契約労働者が対象となります。

○ 無期転換の意向確認
無期転換申込権が発生する契約更新時に、労働者に無期転換が可能であることを明示する際
は、使用者から面談等の形で労働者の無期転換の意向の確認や疑問への対応を行うこと。

○ 無期転換に関する情報提供
無期転換申込権が発生する契約更新時に、過去に無期転換した働いている方の人数（実績）
や無期転換せず次回も有期労働契約を更新した場合の労働条件の周知。

○ 無期転換ルールの周知
無期転換申込権が初めて発生する契約更新より前のタイミングで、使用者から労働者に無期
転換制度の周知を行うこと（具体的には、初めて有期労働契約を締結する際など、無期転換
申込権が発生するより前のタイミングで、事業場における無期転換制度を周知すること等）。

事業主は、「有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項」に関し、その雇用する有期契
約労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこと
とされています【パート・有期労働法※第16条】 。

無期転換申込権についても、この「有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項」に当た
りますので、企業内で、無期転換についても相談できる体制を構築してください。

※短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

１．有期契約労働者に対する無期転換申込機会の書面※

明示 【改正労基則第5条第５項・第６項】

※労働者の希望によりメール等で明示が可能です。詳細はP2をご参照ください。
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２．（１） 無期転換後の労働条件の書面※明示
【改正労基則第5条】 ※労働者の希望によりメール等で明示が可能です。詳細はP2をご参照ください。

▶ 無期転換後の労働条件の明示事項

改正の内容、注意すべきポイント

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミング※１ごとに、無期転換後の労働条件を
書面により明示することが必要になります。明示する労働条件は、労働契約締結の際の明
示事項※２と同じものです。※１ 詳細はP12をご参照ください。※２ 詳細はP2をご参照ください。

明示方法は、事項ごとに明示するほか、有期労働契約の労働条件と無期転換後の労働条件
との変更の有無、変更がある場合はその内容を明示する方法でも差し支えありません。
2024年（令和６年）４月以降は、無期転換後の労働条件について、①無期転換申込権が生
じる契約更新時と、②無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時のそれぞれで明
示する必要があります。ただし、①の段階で、労基則第5条第5項の規定により明示すべき
労働条件を事項ごとにその内容を示す方法で行っており、かつ、②で成立する無期労働契
約の労働条件のうち、同条第１項の規定に基づき明示すべき事項がすべて同じである場合
には、②の段階では、すべての事項が同じであることを書面の交付等により明示すること
で対応することが可能です。
なお、①の段階で、書面の交付等によりパート・有期労働法第６条に定める事項の内容もあわ
せて明示した場合、②の段階での同条の対応は上述と同様の対応とすることが可能です。

▶ 留意点：無期転換後「別段の定め」を設ける場合

無期転換後の無期労働契約の労働条件（契約期間を除く）は、労働協約、就業規則、個々の労
働契約（無期労働契約への転換に従前の有期労働契約から労働条件を変更することについての
有期契約労働者と使用者との間の個別の合意）で「別段の定め」をしないかぎり、無期転換前
と同一の労働条件が適用されます。
職務の内容などが変更されないのに無期転換後の労働条件を従前よりも低下させることは、無
期転換を円滑に進める観点から望ましいものではありません。
別段の定めを設ける場合は、以下の点もご確認ください。

・無期転換によって業務内容や責任等が変わる場合、社内の他の労働者の業務内容や責任等を考
慮し、他の労働者との待遇の均衡が図られた労働条件にすることを検討してください。

・定年後の再雇用など、ほかの有期契約労働者には通常定められていない労働条件（定年など）
を適用する場合には、適切に労働条件を設定し、事前に就業規則等で明確化しておきましょう。

・就業規則の作成または変更に当たっては、労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴く
必要があり【労働基準法第90条】、パートタイム労働者に適用される就業規則の作成または変更に
当たっては、パートタイム労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くことが努
力義務とされています【パート・有期労働法第７条第１項】。これは有期雇用労働者の場合も同様です
のでご留意ください【同条第２項】。

無期転換申込権が発生する有期契約労働者が対象となります。

対象となる労働者

無 期 転 換 に 関 す る 事 項
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改正の内容、注意すべきポイント

▶ 待遇の均衡

労働契約法第３条第２項が規定する「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、
均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」との考え方は、すべての労働契約に適
用され、無期転換者の労働契約も含まれます。均衡を考慮した事項について、労働者の理解を深
めるため、労働者に十分な説明をするよう努めてください。
また、無期転換した短時間勤務労働者（いわゆる無期雇用のパートタイム労働者）については、
引き続きパート・有期労働法の対象になることにも留意するようにしましょう。

短時間正社員については、処遇が正社員としての実態を伴っていない場合には、パート・有期労働
法の適用があり、均衡・均等待遇が求められます。また、パート・有期労働法に基づき短時間・有
期契約労働者の処遇の見直しが行われる際には、均衡の観点から、フルタイムの無期転換者につい
ても、労働契約法第３条第２項も踏まえて処遇の見直しをすることを検討してください。

▶ 均衡を考慮した事項の説明
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミング※１ごとに、対象となる労働者に無期転換後
の労働条件に関する定めをするに当たって、労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえ、就業
の実態に応じ、他の通常の労働者（正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム
労働者）との均衡を考慮した事項（例︓業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など）につ
いて説明するよう努めることになります※２。
この説明は文書を交付して個々の有期契約労働者ごとに面談等により説明を行う方法が基本です
が、説明の方法は特定の方法に限られるものではなく、説明すべき事項をすべて記載した労働者
が容易に理解できる内容の資料を用いる場合は当該資料を交付して行う等の方法でも差し支えあ
りません。また、説明会等で複数の有期契約労働者に同時に行う等の方法によっても差し支えあ
りません。 ※１ 詳細はP12をご参照ください。 ※２ 以下の「対象となる労働者への説明例」をご参照ください。

○ どんなことを考慮するのか
比較対象 ︓他の通常の労働者（正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労

働者）の処遇
考慮する事項︓業務の内容、当該業務に伴う責任の程度、異動の有無・範囲、その他考慮した事項

▶ 具体的な説明内容などを確認したい場合は、

○ 労働者の理解を深めるために

上記の方法のほか、個々の待遇ごとに違いの有無とその内容及び理由を説明することは、無期転換
後の労働条件に対する理解を深めることにつながります。

で検索

２．（２） 均衡を考慮した事項の説明に努めること
【改正雇止めに関する基準第５条】

多様な働き方の実現応援サイト／ 同一労働同一賃金特集ページ

（上記「具体的な説明例」に加えて）Aさんの無期転換後の賞与額は、正社員の人と異なっています。
賞与制度が、功労報償、正社員の職務を遂行しうる人材確保を図る目的のためにあるからです。

▶ 具体的な説明例

Aさんは無期転換後も以前と変わらず、レジや接客が主な業務で、店舗の運営に責任は負いません。
一方、正社員の人は、レジや接客、発注に加え、店舗運営に責任があり、クレーム処理などの業務も
行います。こうした【業務の内容と責任の程度】の違いを考慮し、Aさんの給与水準を定めています。

▶ 具体的な説明例（正社員用と、無期転換後用の賃金テーブルの双方を提示しつつ）

▶ 対象となる労働者への説明例

無 期 転 換 に 関 す る 事 項
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無期転換に関する明示のタイミングと記載例

1回目の1年契約 5回目の1年契約 ６回目の1年契約

無期契約

無期転換を申し込んだ場合

５年

申し込みをせず契約更新した場合

申込期間

7回目の1年契約

▶ 記載例
・無期転換申込機会 「本契約期間中に無期労働契約締結の申込みをした時は、本契

約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる。」
・無期転換後の労働条件「無期転換後の労働条件は本契約と同じ」又は

「無期転換後は、労働時間を○○、賃金を○○に変更する。」

※ P２をご参照ください。

○ 労働条件を明示
・変更の範囲
・その他の明示事項 ※

申込期間

申し込みをせず契約更新した場合

申込期間

無期転換を申し込んだ場合

無期契約

○ 労働契約締結時に労働条件を明示
・変更の範囲
・その他の明示事項※

○ 労働契約更新時に
労働条件を明示

明示事項は

１回目の契約と同じ

＋
・無期転換申込機会
・無期転換後の労働条件

併せて
均衡考慮事項の説明

【努力義務】

○ 労働契約更新時に労働条件を明示

明示事項は６回目の契約と同じ

併せて均衡考慮事項の説明
【努力義務】

○ 労働契約締結時に
労働条件を明示
・変更の範囲
・その他の明示事項※

○ 労働契約更新時に労働条件を明示

明示事項は１回目の契約と同じ
＋

・無期転換申込機会
・無期転換後の労働条件

併せて
均衡考慮事項の説明

【努力義務】

○ 労働契約更新時に労働条件を明示

明示事項は２回目の契約と同じ

併せて均衡考慮事項の説明
【努力義務】

○ 労働条件を明示
・変更の範囲
・その他の明示事項※

無期転換申込権発生

５年

申込期間

2回目の3年契約1回目の3年契約

無期転換申込権発生

3回目の3年契約

事例１：契約期間１年の有期労働契約で、更新上限がない場合

事例２：契約期間3年の有期労働契約で、更新上限がない場合
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Q＆A

Ｑ１ 普段から当社では、有期労働契約の終了１か月前に、次回の有期労働締
結の手続き（契約更新）をしています。
無期転換申込権が初めて発生する５回目の契約更新時も、同じように事
前に契約更新の手続きを行い、その時に無期転換申込機会等の明示や、
均衡を考慮した事項の説明をすれば、法令に定める措置を行ったことに
なるのでしょうか︖

5回目の1年契約 無期契約６回目の1年契約

申込期間

無期転換の申し込み

Ｑ２ 法定の無期転換ルールとは別に、通算契約期間が3年になれば、試験によっ
て無期転換が可能な企業独自の無期転換制度を設けています。何か注意す
べきことはありますか︖

Ａ２ 企業独自の無期転換試験で不合格となった労働者であっても、通算５年を超
えて有期労働契約を更新した際には、労働契約法に基づき、当該労働者に無
期転換申込権が発生します。
なお、企業独自の無期転換制度については、法令に基づく無期転換申込機会
や転換後の労働条件の明示等の対象ではありませんが、トラブル防止のため
に、書面等での明示等についても検討してください。

○ 労働条件を明示

・P2の明示事項
・変更の範囲

明示事項は１回目の契約と同じ
＋

・無期転換申込機会
・無期転換後の労働条件
併せて均衡考慮事項の説明

Ａ１ 法令に定める措置を行ったことになります。
無期転換申込機会等の明示や均衡考慮事項の説明は、無期転換申込権が発生
する有期契約更新時に行っていただくものであり、有期労働契約の終了１か
月前に更新の手続きを行う運用をされているのであれば、その１か月前の契
約更新の際に無期転換申込機会等の明示などを行うことが必要になります。

無期転換申込権発生

○ 労働契約更新時に労働条件を明示契約の
更新

新たな
契約
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１．就業規則について

４ その他の留意事項

※本パンフレットのP20に就業規則の備え付け場所等を明示する例を掲載しています。

モデル労働条件通知書 厚生労働省

▶ モデル労働条件通知書における就業規則の周知の記載については

で検索

対応のポイント

▶ 就業規則とは

▶ 留意点：短時間労働者などからの意見聴取

就業規則とは、事業場における労働者の労働条件や働く上でのルールを定めたものです。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出
なければなりません【労働基準法第89、90条】。また、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、
又は備え付けること、書面を交付すること等によって、働く方に周知しなければなりませ
ん【同法第106条】。

具体的には、就業規則を備え付けている場所等を労働条件通知書や社内メールなどで働く
方に示すことなどにより、就業規則を必要なときに容易に確認できるようにする必要があ
ります。

実質的な周知がなされていないと、就業規則の定めが労働契約の内容にならないことがあ
りますので、就業規則を作成・変更する場合は、労働者に作成・変更の内容を周知しま
しょう。

労働者は、就業規則を使用者から受け取った場合、後日内容を確認する必要が生じる可能
性がありますので、大切に保管しておきましょう。

就業規則を変更して労働条件を変更する場合、個別の労働契約で、就業規則の変更によっ
て変更されない労働条件として労働者と使用者が合意していた部分については、その合意
の内容が就業規則で定める基準に達しない場合を除いて、合意の内容が優先されます。就
業規則の変更によって、労働条件のすべてを変えられるわけではない点に注意しましょう。

就業規則を作成するためには、その事業場の労働者の過半数で組織された労働組合があればそ
の労働組合、ない場合は事業場の全労働者の過半数を代表する者の意見を聞く必要があります
【労働基準法第90条】。
無期転換申込みに関する事項を就業規則に定める場合は、当該事業所において雇用する有期雇
用労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めることとされています
【パート・有期労働法第７条】 。
無期転換者に関する就業規則を作成する場合は、関係する労働者（無期転換者・有期契約労働
者）の意見を聴き、その意見が適切に反映されるように対応しましょう。



2．無期転換申込みに関する不利益取扱い

対応のポイント

▶ 無期転換申込みに係る不利益取扱い

▶ 雇止めについて

働く方が無期転換の申し込みをしたこと、その他無期転換の申し込みに関する行為を行っ
たことを理由として、無期転換申込権の行使を抑制し、無期転換申込権を保障した趣旨を
実質的に失わせることとなる解雇その他不利益な取り扱いをすることは許されず、そうし
た解雇や不利益な取り扱いは、その内容に応じて労働契約法、民法の一般条項、判例法理
等による司法（裁判など）での救済の対象となります。
無期労働契約への転換に当たり、「別段の定め」 ※で、待遇の引き上げとそれに見合った職
務の範囲や責任の程度などの変更を行うことは、一般的に司法（裁判など）での救済の対象
となるものとは解されません。

そのほか、使用者が有期労働契約の更新を拒否した場合（雇止めをした場合）、労働契約
法第19条の「雇止め法理」により雇止めが認められないことがあります。

※ 詳細はP10もご参照ください。

雇止めが認められるかは、労働契約法第19条の「雇止め法理」に基づき判断され、有期労
働契約が下記の①、②のいずれかに該当する場合に、使用者が雇止めをすることが、「客
観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、使用者は従
前と同一の労働条件で、労働者の有期労働契約の更新または締結の申し込みを承諾したと
みなされ、同一の労働条件の有期労働契約が成立します。

① 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念
上同視できると認められるもの

② 労働者において、有期労働契約の契約期間満了時にその有期労働契約が更新されるも
のと期待することについて合理的な理由があると認められるもの

この①、②に該当するか否かは、当該雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期
間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待を持たせる使用者の言動の有無などを総合考慮
して個別事案ごとに判断されます。

※都道府県労働局雇用環境・均等部（室）に設置されている相談窓口です。
※雇止めに関するトラブルは、都道府県労働局や労働基準監督署の総合労働相談コーナーでもご相談

を受け付けています。相談の内容やご希望に応じ、助言・指導やあっせんを行うこともできます。

無期転換ルール特別相談窓口 厚生労働省

▶ 不利益取扱いや雇止めでお困りの際は、

で検索

１５

そ の 他 の 留 意 事 項
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3．無期転換ルールにおける通算契約期間のリセット
（クーリング）

対応のポイント

▶ 通算契約期間のリセット（クーリング）とは

▶ 更新上限とクーリング

同一の使用者との間で、有期労働契約を締結していない期間（有期労働契約の存在しない
期間＝「無契約期間」）が一定以上続いた場合、それ以前の契約期間は通算対象から除外
されることを、クーリングといいます。
具体的にどのような場合にクーリングされることになるかは、無契約期間の前の通算契約
期間と無契約期間の長さによって異なります。

契約更新上限を設けた上でクーリング期間を設定し、クーリング期間経過後に再雇用する
ことを約束して雇止めを行うことは、「有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇
用の安定を図る」という労働契約法第18条の趣旨に照らし、望ましいものではありません。

無契約期間の
前の通算契約期間

契約がない期間
（無契約期間）

２か月以下 １か月以上

2か月超〜４か月以下 ２か月以上

４か月超〜６か月以下 ３か月以上

６か月超〜８か月以下 ４か月以上

８か月超〜10か月以下 ５か月以上

10か月超 ６か月以上

▶ 無契約期間以前の契約期間が通算されないケース

6か月以上の無契約期間

無契約期間が6か月以上であれば、それ以前の契約期間①〜③は通算の対象から除外
されます。

無契約期間前の
契約は

通算に含めない ２年

１年 １年 １年 １年 １年 １年

① ② ③ ⑤④ ⑥

無期転換申込権は
発生しない

▶ クーリングが可能となる無契約期間前の通算契約期間と無契約期間

そ の 他 の 留 意 事 項



１７

第
４
章

4．無期転換ルールの対象者と特例

▶ 対象と特例

対応のポイント

無期転換ルールは、原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の企業で
通算５年を超えるすべての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣
社員などの名称は問いません。
ただし、以下の特例があります。

① 高度な専門知識等を有する有期雇用労働者及び定年後引き続いて雇用される有期雇用
労働者に関する無期転換ルールの特例【有期雇用特別措置法※1】

② 大学等及び研究開発法人等の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの
期間を5年から10年とする特例【科技イノベ活性化法※2、任期法※3及び福島復興再生特別措置法】

※１ 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
※２ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
※３ 大学の教員等の任期に関する法律

無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主は、特例の対象労働者に関して、その能力
が有効に発揮できるよう、その特性に応じた適切な雇用管理に関する措置についての計画
を作成し、本社・本店の所在地を管轄する都道府県労働局に申請し、当該申請が認定され
れば、特例の対象労働者（ⅰ高度専門職とⅱ継続雇用の高齢者）について、無期転換ルー
ルに関する特例が適用される仕組みです。

① 高度な専門知識等を有する有期雇用労働者及び定年後引き続いて

雇用される有期雇用労働者の特例

ⅰ 高度専門職

ⅱ 継続雇用の高齢者

・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主に雇用され、
・高収入で、かつ高度の専門的知識等を有し、
・その高度の専門的知識等を必要とし、５年を超える一定の期間内に完了する業務（特定有期業務。以下

「プロジェクト」といいます。）に従事する

有期雇用労働者（高度専門職）については、そのプロジェクトに従事している期間は、無期転換申込権が発
生しません。ただし、無期転換申込権が発生しない期間の上限は、10 年です。

・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主（特殊関係事業主※含む）
の下で、

・定年に達した後、引き続いて雇用される
有期雇用労働者（継続雇用の高齢者）については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転
換申込権が発生しません。
一方、特殊関係事業主（いわゆるグループ会社）以外の他の事業主で継続雇用される場合には、特例の対象
にならず、無期転換申込権が発生することにご留意ください。

※ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第９条第２項参照

無期転換ルール 特例 厚生労働省

▶ 具体的な申請方法や、特例の対象者などの詳細は

で検索

そ の 他 の 留 意 事 項
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対応のポイント

無期転換や多様な正社員の制度については、雇用形態間の待遇の納得感が得られるように
するため、法律上明示が義務づけられる労働条件に当たらないものも含め、適切に労使間
の意思疎通（労使コミュニケーション）を図りながら制度の設計や運用を行いましょう。

その際は、労働組合がある場合には労働組合との間での協議を行い、労働組合がない場合
であっても、労使委員会をはじめとした労使協議組織や過半数代表者と協議することなど、
各企業の実情に応じて、様々な労働者の利益が広く代表される形での労使コミュニケー
ションを行うことが重要です。また、労働者間の納得感を高めるため、雇用形態の異なる
労働者間の情報共有やコミュニケーションも重要になってきます※1〜3。

有期労働契約から無期労働契約への転換時には、勤務地の限定性がなくなったり、時間外
労働が発生したりするなど、働き方に変化が生じる場合があります。このとき、労働者側
から不満や反発が出ることのないよう、自社の制度について丁寧な説明を心がけるととも
に、円滑に転換が行われているか把握し、必要に応じて改善を行うことを検討しましょう。

※１ 労働組合は、随時、使用者と労働者のニーズや諸問題に関する情報共有や議論を行うこと、無期転換や
多様な正社員等の多様な働き方の選択肢を労働者自らが適切に選択できるような支援を行うことが考え
られます。

※２ 労働組合・過半数代表者いずれにしても、その役割を果たすに当たっては、無期転換者や多様な正社員
を含むすべての労働者の利益を代表することが期待されます。

※３ 労基則第６条の２に基づき、過半数代表者については、公正性を担保するため、適正な手続で選任され
ることが必要であり、使用者は、過半数代表者に不利益な取り扱いをしないようにしなければなりませ
ん。また、使用者は、過半数代表者が労働基準法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行すること
ができるよう必要な配慮を行わなければなりません。

5．労使間の意思疎通（労使コミュニケーション）

② 大学等及び研究開発法人等の研究者、教員等の特例

研究者等であって大学等を設置する者又は研究開発法人との間で有期労働契約を締結した
ものや大学の教員等の任期に関する法律（任期法）に基づく任期の定めがある労働契約を
締結した教員等などが特例の対象です。

特例の対象者と有期労働契約を締結する場合には、相手方が特例の対象者となる旨等を、
原則として書面により明示し、その内容を説明すること等により、相手方がその旨を予め
適切に知ることができるようにするなど、適切な運用が必要です。

また、大学等と有期労働契約を締結した教員等であることをもって一律に特例の対象者と
なるものではないことに留意する必要があります。特例の対象者等の詳細は厚生労働省
ウェブサイトやパンフレットをご確認ください。

4．無期転換ルールの対象者と特例（続き）

そ の 他 の 留 意 事 項
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○ フルタイムの無期転換者について、パート・有期労働法第13条の適用はありませんが、
正社員化を支援する助成措置を活用する等により、希望する者の正社員への転換を推進
するための措置を併せて講ずるなど、キャリアアップを支援することは、人材の定着、
育成に資すると考えられます。

○ 無期転換者のキャリアアップに関する様々な支援を国は行っています。あなたの事業場
で円滑に制度導入を進める上で、ぜひ積極的にご活用ください。無期転換後のキャリア
プランについては、無期転換ポータルサイトの事例などを参考にしてご検討ください。

▶ 助成金措置や無期転換後のキャリアプランにご関心がある場合は

コラム

人材の定着・育成に向けて（事業者へ）

○ 多様な正社員とは、従来型のいわゆる正社員※と比べ、職務内容、勤務地、労働時間な
どを限定している正社員をいいます。

※いわゆる正社員とは、勤務地、職務、勤務時間がいずれも限定されていない正社員を指します。

○ いわゆる正社員と非正規雇用の労働者との働き方の二極化を緩和し、労働者一人ひとり
のワーク・ライフ・バランスと、企業による優秀な人材の確保や定着を同時に可能とす
るような、働く方と事業者双方にとって望ましい多元的な働き方の実現が求められてい
ます。そうした働き方や雇用の在り方の一つとして、職務、勤務地、労働時間などを限
定した「多様な正社員」が考えられます。

○ 労働契約法第３条第２項の「就業の実態に応じた均衡の考慮」には、いわゆる正社員と
多様な正社員間の均衡処遇も含まれます。

▶ 「多様な正社員制度」にご関心がある場合は

多様な正社員の種類

コラム

多様な正社員

で検索
厚生労働省 多様な正社員

厚生労働省 キャリアアップ助成金

無期転換ポータルサイト 導入企業事例

で検索

職務限定正社員 ︓担当する職務内容や仕事の範囲が他の業務と明確に区別され、限
定されている正社員をいいます。

勤務地限定正社員 ︓転勤範囲が限定されていたり、転居を伴う転勤がないまたは転勤
が一切ない正社員をいいます。

勤務時間限定正社員︓所定労働時間がフルタイムではない、あるいは残業が免除されて
いる正社員をいいます。



 

賃   金 １ 基本賃金 イ 月給（     円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 時間給（    円）、 

       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ホ その他（     円） 

       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等 

 
２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当   円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当   円 ／計算方法：           ） 

    ハ（  手当   円 ／計算方法：           ） 

  ニ（  手当   円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

    イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（   ）％ 

             月６０時間超 （   ）％ 

          所定超 （   ）％ 

  ロ 休日 法定休日（   ）％、法定外休日（   ）％ 

  ハ 深夜（   ）％ 

４ 賃金締切日（  ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

５ 賃金支払日（  ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

６ 賃金の支払方法（            ） 

 ７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ）） 

８ 昇給（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

９ 賞与（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

10 退職金（ 有（時期、金額等        ） ， 無 ） 

 

 

退職に関す 

る事項 

１ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ） 
３ 創業支援等措置（ 有（  歳まで業務委託・社会貢献事業） ， 無 ） 
４ 自己都合退職の手続（退職する  日以上前に届け出ること） 

５ 解雇の事由及び手続 

 

 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 
・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 
  部署名      担当者職氏名        （連絡先         ） 
・企業年金制度（ 有（制度名           ） ， 無 ） 

・その他 
 
 

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。 
  
 労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するも

の）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か

ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない

労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合

は、この「５年」という期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなり

ます。 

 

以上のほかは、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法（             ） 
※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 

モデル労働条件通知書 電子媒体
はこちら

2枚目

２０

（一般労働者用；常用、有期雇用型） 

労働条件通知書 

                                                               年  月  日 

         殿 

事業場名称・所在地 

使 用 者 職 氏 名 

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 
１ 契約の更新の有無 

 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（  ）] 

２ 契約の更新は次により判断する。 
  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力 
  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 

・その他（                              ） 
３ 更新上限の有無（無・有（更新  回まで／通算契約期間  年まで）） 
【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が５年を超える有期労働契約の締結の場合】 

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約（無期労働契約）の締結の申込みをすること
により、本契約期間の末日の翌日（ 年 月 日）から、無期労働契約での雇用に転換することができ
る。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無（ 無 ・ 有（別紙のとおり） ） 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（   年  か月（上限 10 年）） 
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所 （雇入れ直後）           （変更の範囲） 

従事すべき 

業務の内容 

（雇入れ直後）           （変更の範囲） 

 
【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 
・特定有期業務（            開始日：    完了日：    ） 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換((1)～(5)
のうち該当す 

るもの一つに

○を付けるこ

と。)、所定時

間外労働の有

無に関する事

項 

１ 始業・終業の時刻等 

 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 

 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間

の組み合わせによる。 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から  時 分、 
（終業） 時 分から  時 分、 

                     ｺｱﾀｲﾑ         時 分から  時 分） 

 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分） 

 (5) 裁量労働制；始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ね

る。 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ） 

休   日 ・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（         ） 
・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ） 

・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 

         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 
         → か月経過で  日 
         時間単位年休（有・無） 
２ 代替休暇（有・無） 
３ その他の休暇 有給（          ） 
         無給（          ） 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 
（次頁に続く） 

労働者全般に
関する項目

有期契約労働者
に関する項目

1枚目

労働者全般に
関する項目



２１

＜関係法令等（改正後）＞

○労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）
（労働条件の明示）
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定
める方法により明示しなければならない。

② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除すること
ができる。

③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者
は、必要な旅費を負担しなければならない。

○労働基準法施行規則（昭和二十二年厚生省令第二十三号）
第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるも

のとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約（以下この条において「有期労働契
約」という。）であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、
第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限り
でない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項（通算契約期間（労働契約法（平成十九年法律第百二十八

号）第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。）又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当
該上限を含む。）

一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項（就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。）
二〜十一 （略）

２〜４ 略
５ その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み（以

下「労働契約法第十八条第一項の無期転換申込み」という。）をすることができることとなる有期労働契約の締結の場
合においては、使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、第一
項に規定するもののほか、労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定
めのない労働契約の内容である労働条件のうち第一項第一号及び第一号の三から第十一号までに掲げる事項とする。た
だし、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち同項第四号の二から第十一号までに掲
げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

６ その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みをすることができることとなる有期労働契約
の締結の場合においては、法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第三項に規定するもののほか、労働
契約法第十八条第一項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である
労働条件のうち第一項第一号及び第一号の三から第四号までに掲げる事項（昇給に関する事項を除く。）とする。

○労働契約法（平成十九年法律第百二十八号）
（有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換）
第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約（契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条

において同じ。）の契約期間を通算した期間（次項において「通算契約期間」という。）が五年を超える労働者が、当
該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務
が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働
契約の内容である労働条件（契約期間を除く。）と同一の労働条件（当該労働条件（契約期間を除く。）について別段
の定めがある部分を除く。）とする。

２ 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の
有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間（これらの契約期間が連続する
と認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この
項において「空白期間」という。）があり、当該空白期間が六月（当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の
契約期間（当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の
有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。）が一年に満たない場合にあっては、当該一の有
期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間）以上であるときは、当該
空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。

○有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準（平成十五年厚生労働省告示第三百五十七号）
（有期労働契約の変更等に際して更新上限を定める場合等の理由の説明）
第一条 使用者は、期間の定めのある労働契約（以下「有期労働契約」という。）の締結後、当該有期労働契約の変更又

は更新に際して、通算契約期間（労働契約法（平成十九年法律第百二十八号）第十八条第一項に規定する通算契約期間
をいう。）又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、
その理由を労働者に説明しなければならない。

第二〜四条 （略）
（無期転換後の労働条件に関する説明）
第五条 使用者は、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第十五条第一項の規定により、労働者に対して労働基準

法施行規則（昭和二十二年厚生省令第二十三号）第五条第五項に規定する事項を明示する場合においては、当該事項
（同条第一項各号に掲げるものを除く。）に関する定めをするに当たって労働契約法第三条第二項の規定の趣旨を踏ま
えて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならない。



（2023年10月）

▶ 無期転換ルールに関する事項や労働契約に関する民事上の紛争についての
相談先 →都道府県労働局／雇用環境・均等部（室）

▶ 今回の制度改正の内容や労働条件明示がされないなど労働基準法違反と
思われる場合の相談先 →都道府県労働局／監督課、全国の労働基準監督署

▶ 働くための色々なルールを知りたい、厚生労働省の最新の情報を集めたい
→厚生労働省ウェブサイト

▶ 無期転換の取組事例を知りたい、改正に関する就業規則のモデル例を見たい
→無期転換ポータルサイト

▶ パートやアルバイトなどの有期雇用労働者に必要な措置について知りたい、
多様な正社員の導入方法を知りたい →多様な働き方の実現応援サイト

制度改正等について知りたい・困ったときの相談先

2２

労働局 雇用環境・
均等部 ( 室 ) 監督課

北海道労働局 011-709-2715 011-709-2057

青森労働局 017-734-4211 017-734-4112

岩手労働局 019-604-3010 019-604-3006

宮城労働局 022-299-8844 022-299-8838

秋田労働局 018-862-6684 018-862-6682

山形労働局 023-624-8228 023-624-8222

福島労働局 024-536-2777 024-536-4602

茨城労働局 029-277-8294 029-224-6214

栃木労働局 028-633-2795 028-634-9115

群馬労働局 027-896-4739 027-896-4735

埼玉労働局 048-600-6269 048-600-6204

千葉労働局 043-221-2307 043-221-2304

東京労働局 03-3512-1611 03-3512-1612

神奈川労働局 045-211-7380 045-211-7351

新潟労働局 025-288-3511 025-288-3503

富山労働局 076-432-2740 076-432-2730

石川労働局 076-265-4429 076-265-4423

福井労働局 0776-22-3947 0776-22-2652

山梨労働局 055-225-2851 055-225-2853

長野労働局 026-227-0125 026-223-0553

岐阜労働局 058-245-1550 058-245-8102

静岡労働局 054-252-5310 054-254-6352

愛知労働局 052-857-0312 052-972-0253

三重労働局 059-226-2318 059-226-2106

労働局 雇用環境・
均等部 ( 室 ) 監督課

滋賀労働局 077-523-1190 077-522-6649

京都労働局 075-241-3212 075-241-3214

大阪労働局 06-6949-6494 06-6949-6490

兵庫労働局 078-367-0820 078-367-9151

奈良労働局 0742-32-0210 0742-32-0204

和歌山労働局 073-488-1170 073-488-1150

鳥取労働局 0857-29-1709 0857-29-1703

島根労働局 0852-31-1161 0852-31-1156

岡山労働局 086-224-7639 086-225-2015

広島労働局 082-221-9247 082-221-9242

山口労働局 083-995-0390 083-995-0370

徳島労働局 088-652-2718 088-652-9163

香川労働局 087-811-8924 087-811-8918

愛媛労働局 089-935-5222 089-935-5203

高知労働局 088-885-6041 088-885-6022

福岡労働局 092-411-4894 092-411-4862

佐賀労働局 0952-32-7218 0952-32-7169

長崎労働局 095-801-0050 095-801-0030

熊本労働局 096-352-3865 096-355-3181

大分労働局 097-532-4025 097-536-3212

宮崎労働局 0985-38-8821 0985-38-8834

鹿児島労働局 099-223-8239 099-223-8277

沖縄労働局 098-868-4403 098-868-4303

▶ 職業安定法に基づき、募集時等で明示しなければならない労働条件も改正され
ることについて知りたい →厚生労働省ウェブサイト





働き 方改革関連助成金

令和７ 年（ 2025）

●センタ ーへの来所・ 電話・ メ ール

は随時受付

●オンラ イ ン　 専門家の企業訪問は

裏面申込書にて FAX 受付

・ 業務改善助成金

・ キャ リ アアッ プ助成金

育児・ 介護休業法改正により 令和７ 年４ 月１ 日と 1 0 月1 日から

所定外労働の制限（ 残業免除）の対象が拡大
柔軟な働き 方を実現するための措置が義務化

相 談 方 法

人手不足を

解消し たい

助成金について

知り たい

ハラスメ ント 防止
の事業所内研修
を開催し たい

育児休業、
産後パパ育休
の支援について

知り たい

残業を

削減し たい

福島働き 方改革推進支援センタ ー
（ 全国社会保険労務士会連合会）

〒960-8252 福島市御山字三本松19-3　［ 月～金 ９： 00am ～５： 00pm  祝日を 除く ］

TEL 0120-541-516　 FAX 024-533-2380
e-m ail　 fukush im a@w orkstylereform .net

https://hatarakikatakaikaku .m h lw .g o.jp/top/consultation/fukush im a.htm l

賃金を

引上げたい

その他
パート ・

有期雇用者の

処遇改善を

図り たい

◦ 就業規則を見直し たい。
◦ 定年を延長し たい。
◦ そ の他労働関係の悩

み・ 疑問について相談
し たい。

働き 方改革を 進める にあたり 、 無料で 専門家

の社会保険労務士が企業訪問によ る 相談、 事

業場内研修等のセミ ナー講師の派遣に応じ てい

ます。

専門家の社会保険労務士が対応 ! !

無料

中小企業・ 小規模事業者の皆さ ま

働働きき方改革方改革はは

進進んでいますかんでいますか

mailto:fukushima@workstylereform.net
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/top/consultation/fukushima.html


令和　 　 年　 　 月　 　 日

福島働き 方改革推進支援センタ ー行き

（ 福島県社会保険労務士会）

FAX 024-533-2380

相　 談　 等　 申　 込　 書

相談方法 □　 来所　 　 　 □　 オンラ イ ン　 　 　 □　 専門家の企業訪問

貴 社 名 代表者名

所属部署
役　 　 職

担当者名

住　 　 所
〒

電　 　 話

e-ma il
希望日時

月　 　 　 日　（ 　 　 　 ）

　 　 　 　 　 ： 　 　 　 　 　 〜

相談し たい内容（ いく つでも □でき ます）

　 □働き方改革の内容を知り たい □時間外労働を削減し たい

　 □パート ・ 有期雇用者の待遇改善を図り たい □就業規則を作成し たい

　 □賃金・ 評価制度を見直し たい □就業規則を見直し たい

　 □労働条件を見直し たい □変形労働時間制を検討し たい

　 □う つ病の社員の対応について相談し たい □療養と 仕事を両立さ せたい

　 □子育て・ 介護と 仕事を両立さ せたい □ハラ スメ ント 防止を図り たい

　 □70歳までの就業機会を検討し たい □安全衛生管理体制を強化し たい

　 □人手不足を解消し たい □助成金をも っ と 活用し たい

　 □その他労務管理

　 □事業所内研修を開催し たい

　 　 下欄に希望日時、 テーマを記入し てく ださ い

［ 具体的な相談内容］

関与し ている社会保険労務士が　（ 　 いる　 ・ 　 いない　 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  関与社会保険労務士にご相談く ださ い。

＊厚生労働省の委託事業ですから 安心です。

申し 込み頂いた会社、 個人情報は相談支援事業に関するこ と 以外には使用致し ません。



〜最近の変更点〜
○令和３年４月１日から、電子署名・電子証明書が不要になっています。
○令和５年２月27日から、１年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社

一括届出が開始されました。
○令和５年２月27日から、受付印が付いた控えをダウンロードできる手続が27の

届出・申請等に拡充されました。
○令和５年２月27日から、36協定届のエラーチェック機能が拡充されました。
○令和６年１月４日から、36協定届の新様式が追加されました。
○令和６年２月23日から、１箇月単位の変形労働時間制に関する協定届等の

本社一括届出が開始されました。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 １

労基法等 電子 検索

【労働基準法等の規定に基づく届出等の
電子申請について】

「ホーム」 > 「政策について」 >「分野別の政策一覧」
> 「雇用・労働」 > 「労働基準」 > 「事業主の方へ」
> 「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請
について」

電子申請で業務を効率化しまし ょ う

厚生労働省のホームページにe-Gov電子申請へのリンクなどを掲載しています。
ぜひ、ご利用ください。

「 36協定届」 や「 就業規則（ 変更） 届」 など

労働基準法などの電子申請が
さらに便利になり ました！



＜手続の概要＞ 事前準備から提出完了までの流れについて

２

e-Govの申請画面に沿って、
P３から「電子申請を行うための準備」、
P７から「36協定届（各事業場単位・特別条項付き）
の手続方法」をご紹介します。

手続の
流れなど

手続の検索 Ｐ６

事前準備（パソコンの設定など） Ｐ３〜４

申請案件の手続終了の確認※1 Ｐ10

申請書入力 ３.添付書類の添付 Ｐ８

申請書入力 ４.提出先選択 Ｐ８

申請書入力 ５.申請内容の確認 Ｐ９

申請書入力 ２.申請様式記入 Ｐ８

申請書入力 １.基本情報入力 Ｐ７

e-Govアプリ起動・マイページへのログイン Ｐ５

＜本社一括届＞ 複数事業場の分を本社で一括届出する方法について

本社一括届出手続※2 Ｐ11〜26

＜お問い合わせ先など＞操作方法や届出記載内容について

お問い合わせ先など Ｐ27

１

３

４

５

６

７

８

９

２

提 出 完 了 ︕ ︕

※1 令和５年２月27日から、受付印が付いた控えを
ダウンロードできる手続が27に拡充されました。

※2 令和６年２月23日から１箇月単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括届出が開始されました。



事前準備の流れ

電子申請を始めるのに必要な準備は３つだけ︕

e-Gov電子申請のホームぺージ

「e-Gov電子申請」のホームページには、電子申請についての利用案内が掲載されています。
まずは、e-Gov電子申請のウェブサイトへアクセス ⇒ https://shinsei.e-gov.go.jp/

３

アカウントの準備1

初めての方は「初めての方はこちら」をクリック
画面上の案内に沿って、利用準備を行ってください。

アプリのインストール、アカウントの作成
がお済みの方は「ログイン」をクリック

事前準備（パソコンの設定など）１

e-Govアカウントを登録する場合は、
「e-Govアカウントを登録」をクリック

https://shinsei.e-gov.go.jp/


４

ブラウザの設定２

アプリケーションのインストール３

これまで、労働基準法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律に基づく届出など
の電子申請については電子署名・電子証明書の添付が必須でしたが、令和３年４月１日か
ら電子署名・電子証明書の添付は不要になっています。

電子署名・電子証明書の取扱いについて

令和３年４月１日から社会保険労務士・社会保険労務士法人が労働基準法、最低賃
金法、賃金の支払の確保等に関する法律に基づく届出などの電子申請について提出代行を
行う場合は、
○提出代行に関する証明書（社会保険労務士証票のコピーを貼付したもの）
をPDF形式などで添付する必要があります。

※ 社会保険労務士証票の写しを添付していただくことにより、社会保険労務士などの電子署名・電子証
明書を添付することなく、電子申請による提出代行ができるようになります。

※  提出代行に関する証明書の見本は、厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html
の「社会保険労務士の皆様へ」の欄に掲載しています。
上記のホームページは「労基法等 電子」で検索できます。 労基法等 電子 検索

社会保険労務士などが提出代行を行うときに必要な添付資料について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html


e-Govアプリ起動・マイページへのログイン

５

「手続検索」をクリック

「e-Gov電子申請アプリケーションを
起動」をクリックしてアプリを起動

２

※インストールしたアプリから
でも直接起動できます。

e-Govアカウントでログイン
※e-Govアカウントの登録についてはP３をご参照ください。

GビズIDやMicrosoftアカウントでもログインできます。



手続の検索

６

※「時間外労働」と入力して検索した例 手続名をクリックする
と、手続の概要が記
載されたページに移
ります。

「申請書入力へ」
をクリックすると、
申請書作成ペー
ジに移ります。

３

キーワードを入力して「検索」をクリック

これで準備完了です。
次のページから、電子申請の手続例をご紹介します。



申請書入力 １.基本情報入力

36協定届（各事業場単位・特別条項付き）手続例

７

４

申請者が法人の場合は
法人番号の入力が必須で
す。法人番号を入力し、「法
人情報自動入力」をクリック
すると、名称等が自動入力
されます。

郵便番号を入力し、「住所
自動入力」をクリックすると、
該当する住所が自動で入力
されます。

法人番号

法人・団体の名称

法人・団体の名称のフリガナ

代表者氏名

代表者氏名のフリガナ

役職名

部門名称

部門名称のフリガナ

郵便番号

都道府県名

都道府県名のフリガナ

住所１（市区町村、行政区及び町名番地）

住所１フリガナ

住所２（ビル名、建物名、マンション名等）

住所２フリガナ

電話番号

FAX番号

電子メールアドレス

申請者情報 連絡先情報

「申請者情報を設定」をクリックし、
申請者（申請・届出等を行う法人
名など）の情報を入力

「連絡先情報を設定」をクリックし、
申請・届出等に関して労働基準
監督署から問い合わせなどを行う
際のご連絡先等の情報を入力

法人番号

法人・団体の名称

法人・団体の名称のフリガナ

代表者氏名

代表者氏名のフリガナ

役職名

部門名称

部門名称のフリガナ

郵便番号

都道府県名

都道府県名のフリガナ

電話番号

FAX番号

電子メールアドレス記入した情報を次回も使う
場合はチェックが入っている
ことを確認してください。

住所１（市区町村、行政区及び町名番地）

住所１フリガナ

住所２（ビル名、建物名、マンション名等）

住所２フリガナ



36協定届（各事業場単位・特別条項付き）手続例

８

申請書に必要事項を記入
（入力必須項目は黄色で示されます。）

労使協定書などを任意に添付する
場合は「書類を添付」をクリック

申請書入力 ２.申請様式記入５

申請書入力 ３.添付書類の添付６

申請書入力 ４.提出先選択７
「届出先を選択」をクリック
して、提出先の労働基準監
督署を選択します。

４〜７の入力が終わったら、
「内容を確認」をクリック︕エラーメッセージが表示された場合は、

入力漏れなどがないか確認し、修正してください。

提出先は事業場を管轄
する労働基準監督署です。

︕

特別条項の入力はこちらから

続紙の様式を
追加するには
「様式追加」をクリック



申請書入力 ５.申請内容の確認

36協定届（各事業場単位・特別条項付き）手続例

９

※ 令和３年４月１日から電子署名・電子証明書が不要と
なっているので、電子署名・電子証明書の添付画面は表示
されません。

８

・ 「提出」ボタンをクリックした後は、ご自身の画面だけでは取下げや添付書類
の差替えなどができませんので、 申請内容をよくご確認の上、「提出」ボタンを
クリックしてください。

・ 「提出」後に取下げ等を行う必要が生じた場合は、到達番号（次ページ参照）
をご確認の上、提出先の労働基準監督署にご連絡ください。
（提出先の労働基準監督署の承諾操作などが必要になります。）

︕

確認ができたら「提出」をクリック



36協定届（各事業場単位・特別条項付き）手続例

・ 「申請案件一覧」から、提出後の処理状況の確認や、電子公文書のダウン
ロードができます。

・ 「申請案件一覧」はスマートフォンからでも確認できます（電子公文書の
ダウンロードはできません）。

・ e-Gov上の「利用者設定変更」で「案件ステータス」を受信する設定にする
と、進捗状況がメール通知されるようになります。

10

※ 主な手続（令和５年２月27日から27種
類の届出・申請等に拡充）においては、受付印
のイメージが付いた控えをダウンロードできます。

※イメージ

以上で手続は完了です。

申請案件の手続終了の確認９

到達番号をクリック

ここをクリックして「利用者
設定」を選択すると、メール
通知の受信設定ができます。

「公文書をダウンロード」を
クリックすると、電子公文書
をダウンロードできます。



本社一括届出手続

36協定届 就業規則届 １年単位の変形労働時間制
に関する協定届

・労働保険番号
・事業の種類
・事業の名称
・事業の所在地（電話番号）
・労働者数（満18歳以上の
者）
・協定成立年月日
・（労働者側）協定当事者 ※

以外の協定内容が同一であ
ること

※電子申請の場合に限り、

協定の労働者代表が事業場
ごとに異なっていても本社一
括届出を可能としています

①本社で作成された就業規
則と各事業場の就業規則の
内容が同一であること

②各事業場分の労働者代
表の意見書が添付されてい
ること

のいずれも満たしていること

▪事業の種類
▪事業の名称
▪事業の所在地（電話番号）
▪常時使用する労働者数
▪該当労働者数（満18歳未満
の者）
▪協定成立年月日
▪（労働者側）協定当事者

以外の協定内容が同一で
あること

１箇月単位の変形労働時間
制に関する協定届

１週間単位の変形労働時間
制に関する協定届

事業場外労働に関する
協定届

▪事業の種類
▪事業の名称
▪事業の所在地（電話番号）
▪常時使用する労働者数
▪該当労働者数（満18歳未満
の者）
▪協定成立年月日
▪（労働者側）協定当事者

以外の協定内容が同一であ
ること

▪事業の種類
▪事業の名称
▪事業の所在地（電話番号）
▪常時使用する労働者数
▪該当労働者数（満18歳以上
の者）
▪協定成立年月日
▪（労働者側）協定当事者

以外の協定内容が同一であ
ること

▪事業の種類
▪事業の名称
▪事業の所在地（電話番号）
▪該当労働者数
▪36協定の届出年月日
▪協定成立年月日
▪（労働者側）協定当事者

以外の協定内容が同一で
あること

11

36協定届や就業規則（変更）届等については、事業場単位でそれぞれの所在地を管
轄する労働基準監督署（以下「所轄署」）に届け出る必要がありますが、以下の条件に
該当する場合には、本社において各事業場の届出を一括して本社の所轄署に届け出る
ことができます。

○本社一括届出とは

電子申請の場合のみ
本社一括届出可能です。

電子申請の場合のみ
本社一括届出可能です。

電子申請の場合のみ
本社一括届出可能です。

電子申請の場合のみ
本社一括届出可能です。



e-Gov電子申請の申請画面に沿って、P13から、「本社一括届出」の手続方法をご
紹介します。

専門業務型裁量労働制に関
する協定届

企画業務型裁量労働制に
関する決議届

企画業務型裁量労働制に
関する報告

・労働保険番号
・事業の種類
・事業の名称
・事業の所在地（電話番号）
・該当労働者数
・時間外労働に関する協定の
届出年月日
・協定成立年月日
・（労働者側）協定当事者

以外の協定内容が同一であ
ること

・労働保険番号
・事業の種類
・事業の名称
・事業の所在地（電話番号）
・常時使用する労働者数
・労働者数
・決議の成立年月日
・時間外労働に関する協定
の届出年月日
・委員会の委員数
・任期を定めて指名された労
働者側委員の氏名、任期
・その他委員の氏名
・委員会の委員の半数につ
いて任期を定めて指名した
労働組合の名称又は過半
数代表者の職名及び氏名

以外の決議内容が同一であ
ること

・労働保険番号
・事業の種類
・事業の名称
・事業の所在地（電話番号）
・常時使用する労働者数
・制度の適用労働者数
・同意した労働者数（同意を
撤回した労働者数）
・労働者の１か月の労働時
間の状況
・労働者の健康及び福祉を
確保するための措置の実施
状況

以外の報告内容が同一で
あること

12

１年単位の変形労働時間制に関する協定届の例 Ｐ19

電子申請における本社一括届出の注意事項 Ｐ13

36協定届（特別条項付き）の例 Ｐ14

ツール※の利用に当たり、トラブルがあった場合 Ｐ26
※一括届出事業場一覧作成ツール。次ページ参照。

就業規則（変更）届の例 Ｐ18

１箇月単位の変形労働時間制に関する協定届の例 Ｐ20

１週間単位の変形労働時間制に関する協定届の例 Ｐ21

事業場外労働に関する協定届の例 Ｐ22

専門業務型裁量労働制に関する協定届の例 Ｐ23

企画業務型裁量労働制に関する決議届の例 Ｐ24

企画業務型裁量労働制に関する報告の例 Ｐ25

電子申請の場合のみ
本社一括届出可能です。

電子申請の場合のみ
本社一括届出可能です。

電子申請の場合のみ
本社一括届出可能です。



○事業場一覧の作成・添付
一括届出事業場一覧作成ツールを使って、一括で申請する各事業場の名称や所
在地のリスト（CSV形式）を作成し、添付する必要があります。

○添付ファイルの上限
・ファイル数の上限︓99個
・１ファイルの容量の上限︓50MB ・総容量︓99MB

※イメージ

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法の詳細については、
P14~16をご参照ください。

CSVファイルの作成３

必要事項入力２

手続選択１
届出様式に適する手続を選択

エラーチェックを行い、不備の解消を行う

作成したファイルを添付して申請

○本社と支社における同一の協定事項について
本社一括届では、届出をする全事業場で同一の記載としなければならない事項は、
原則としてe-Govの電子申請様式上に記載いただき、「事業の名称」等の事業場
毎に異なる内容は一括届出事業場一覧作成ツールに記載してください。
※36協定の「業務の種類」は両方に記載いただく必要があります。

13

電子申請における本社一括届出の注意事項

電子申請 一覧作成ツール 検索

一括届出事業場一覧作成ツールの詳細な利用方法については
厚生労働省のホームページの下記URLからご覧いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000919899.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000919899.pdf


36協定届（本社一括届出）（特別条項付き）手続例

手続概要本社一括で検索
手続の名称をクリックすると、その手続の
概要を確認できます

基本情報の入力など、基本的な流れ
はP７〜10と同じです。

提出先は本社の所在地を管轄する
労働基準監督署です。

一括届出事業場一覧作成ツールに必要事項を入力し、作成した事業場一覧を添付

一括届出事業場一覧

１

４

２

申請書に必要な事項を入力３
一括届出事業場一覧作成
ツールは、手続概要のページ
からダウンロードできます。

以降は、事業場単位の届出と同じ（P９の ８ 以降をご参照ください。）５

検索キーワード例︓「本社一括」

利用方法等の詳細については
P14〜16をご参照ください。

一括届出事業場一覧作成ツールにより作成した
事業場一覧（CSV形式）を必ず添付してください。

こちらのリンクをクリックすると
ダウンロード完了です。

14



36協定届（本社一括届出）（特別条項付き）手続例

一括届出事業場一覧作成ツールについて１

手続選択１
e-Gov電子申請の「手続検索」において選択した手続名に適する手続をプルダウンより選
択してください。
適当な手続を選択したら、「入力シートを作成する」のボタンを押してください。
⚠ 対象手続選択後、再度選択から行っていただくことになりますのでご留意ください。

○対象手続○
・【時間外・休日労働協定（一般条項・研究開発）（医師・建設業・自動車運転者含む）】一括届出事業場一覧
・【時間外・休日労働協定（特別条項付き）（医師・建設業・自動車運転者以外）】一括届出事業場一覧
・【時間外・休日労働協定（特別条項付き）（医師）】一括届出事業場一覧
・【時間外・休日労働協定（特別条項付き）（建設業）】一括届出事業場一覧
・【時間外・休日労働協定（特別条項付き）（自動車運転者）】一括届出事業場一覧
・【時間外・休日労働協定（特別条項付き）（本社一括・適用猶予）】一括届出事業場一覧
・【就業規則（本社一括）】一括届出事業場一覧

なお、過去に作成した事業場一覧（CSV)から情報を転記することも可能です。
転記する場合には「ファイルから読み込み」のボタンを押し、過去に作成した事業場一覧
（CSV）を選択の上、不足する必須事項について入力してください。
⚠ 時間外労働・休日労働に関する協定届用は3.0版

例えば、e-Gov電子申請の「手続検索」において
時間外労働・休日労働に関する協定届（本社一括届）（特別条項付き）
を選択した場合、「一括届出事業場一覧作成ツール」では、
【時間外・休日労働協定（特別条項付き）（医師・建設業・自動車運転者
以外）】一括届出事業場一覧を選択することとなります。
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36協定届（本社一括届出）（特別条項付き）手続例

入力について（「入力シートを作成する」を選択した場合）２
必須項目の入力１

手続を選択すると次のような画面に遷移されます。必要な項目を入力してください。

⚠ 令和６年１月から、「（特別条項付き）」の手続については、
１シート目に「一般条項」の締結事項（続紙なしの場合の36協定届１枚目）
２シート目に「特別条項」の締結事項（続紙なしの場合の36協定届２枚目以降）

を入力していただくこととなります。ご留意ください。

必要項目の入力後、「事業場一覧」シートの左上にある「入力チェック」ボタンを押してください。
入力不備がある場合、「エラーメッセージ」シートに遷移されるので、メッセージを確認し、対象
シートの修正を行い、不備がないものとしてください。

２シート目１シート目

入力チェック２

🔍

※ 赤い箇所が不備です。

︕
36協定（本社一括届出）の記入画面では、「事業の
種類」、「事業の名称」、「事業の所在地（電話番号）」
および「（時間外労働をさせる）労働者数〔満18歳以上の
者〕」を入力することはできません。
⇒ これらの情報は「一括届出事業場一覧作成ツール」に
入力してください。
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36協定届（本社一括届出）（特別条項付き）手続例

CSV添付について３
申請ファイルの作成１

⬅事業場一覧（CSV）の入力内容の不備が解消されると
ポップアップが表示されます。

「OK」を押し、「申請ファイル作成」のボタンを押してください。

作成したCSVファイルを申請時に漏れなく添付の上、申請してください。
以下、CSVファイル作成時の留意点をまとめたものです。ぜひご活用ください。

ファイルの保存２
右のような画面に遷移したら、保存先を
選択します。
拡張子は変更せず、CSVファイルを保存
してください。
保存が完了すると下のポップアップが表
示されます。

申請３

事業場一覧の添付前チェックリスト

■ 一括届出事業場一覧作成ツールは、必ず各手続に対応したものを使用していること
→e-Govの各手続画面に、その手続に対応したツールのURLが掲載されています。

■ 最新の一括届出事業場一覧作成ツールで事業場一覧を作成していること
→旧バージョンでは使用できないことがあります。必ず厚生労働省ホームページまたはe-Govからダウンロードしてください。

■ 一括届出事業場一覧作成ツールに正しく支社管轄署の記載がされていること
→本差及び支社に係る管轄署に誤りがないか再度確認してください

■
事業場一覧を正しい方法で保存していること
→内容を保存する際は、一括届出事業場一覧作成ツールの「申請ファイル作成」ボタンを押下の上、処理を行ってください。

■ 一度作成した事業場一覧を、直接修正編集して上書き保存をしていないこと
→内容を修正する場合は、一括届出事業場一覧作成ツール上で修正して保存してください。

リストすべてにチェックが
ない場合は、申請後に
ファイルが正しく読み込め
ない可能性があり、受理
できない場合があります。
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就業規則（変更）届（本社一括届出）手続例

手続概要

一括届出事業場一覧作成ツールは、
手続概要からダウンロードできます。

本社一括で検索
手続の名称をクリックすると、その手続の
概要を確認できます。

基本情報の入力など、基本的な流れは
P７〜10と同じです。

提出先は本社の所在地を管轄する
労働基準監督署です。

申請書に必要な事項を入力

一括届出事業場一覧

意見書

A事業場
B事業場

C事業場

１ ２

３

※令和３年４月１日以降は
労働者代表の押印や署名は不要

一括届出事業場一覧作成ツールに必要
事項を入力し、作成した一括届出事業場
一覧と、各事業場分の意見書を添付

４

以降は、事業場単位の届出と同じ（P９の ８ 以降をご参照ください。）５

検索キーワード例︓「本社一括」

一括届出事業場一覧作成ツールにより作成した
事業場一覧（CSV形式）と、各事業場分の意見
書（PDF形式）を必ず添付してください。
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１年単位の変形労働時間制に関する協定届
（本社一括届出）手続例

手続概要本社一括で検索

提出先は本社の所在地を管轄する
労働基準監督署です。

申請書に必要な事項を入力

一括届出事業場一覧

１ ２

３

一括届出事業場一覧作成ツールに必要
事項を入力し、作成した「一括届出事業
場一覧」、「届出カレンダー一覧表」と「カレ
ンダー」を添付

４

以降は、事業場単位の届出と同じ（P９の ８ 以降をご参照ください。）５

基本情報の入力など、基本的な流れは
P７〜10と同じです。

過半数労働組合の場合

入力形式 入力不要 リスト選択 全角文字 全角文字 全角数字
（ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）

全角文字 半角数字
（xxxxx-xxxx-xxxx）

半角数字 半角数字 半角数字 半角文字 全角文字 全角文字 全角文字

入力可能
文字数

20 80 8 65 15 6 6 6 10 80 30 30

必須項目 必須入力
「その他の事業」
を選択した場合必

須
必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力

過半数代表者職名に
入力がない場合
必須入力

過半数労働組合の名称に
入力がない場合
必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力

1（本社）

2

3

常時使用する
労働者数

該当労働者数
該当労働者のうち
満18歳未満の者 協定成立年月日

通し番号

事業の種類

事業の名称

事業の所在地（電話番号）

事業の種類 郵便番号 所在地 電話番号自由入力

過半数代表の場合

過半数労働組合の名称 過半数代表者職名 過半数代表者氏名
（選出方法に自由入力を
選択した場合は、（）内
に直接選出方法を入力し

協定当事者・協定成立年月日

届出カレンダー一覧表

対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに
所定休日についての別紙（カレンダー）

カレン
ダーD

カレン
ダーC

カレン
ダーB

カレン
ダーA

一括届出事業場一覧作成ツールは、
手続概要からダウンロードできます。

検索キーワード例︓「本社一括」

手続の名称をクリックすると、その手続の
概要を確認できます。

届出カレンダー一覧表は、本社のカレンダーが複数
種類ある場合のみ、作成・添付が必要になります。
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１箇月単位の変形労働時間制に関する協定届
（本社一括届出）手続例

手続概要本社一括で検索

提出先は本社の所在地を管轄する
労働基準監督署です。

申請書に必要な事項を入力

一括届出事業場一覧を作成

１ ２

３

一括届出事業場一覧作成ツールに必要
事項を入力し、作成した「一括届出事業
場一覧」を添付

４

以降は、事業場単位の届出と同じ（P９の ８ 以降をご参照ください。）５

過半数労働組合の場合

入力形式 入力不要 リスト選択 全角文字 全角文字
全角数字

（ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）
全角文字

半角数字
（xxxxx-xxxx-xxxx）

半角数字 半角数字 半角数字 半角文字 全角文字 全角文字 全角文字

入力可能
文字数

20 80 8 65 15 6 6 6 10 80 30 30

必須項目 必須入力
「その他の事業」
を選択した場合必

須
必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力

過半数代表者職名に
入力がない場合
必須入力

過半数労働組合の名称に
入力がない場合
必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力

1（本社）

2

3

常時使用する
労働者数

該当労働者数
該当労働者のうち
満18歳未満の者

協定成立年月日

通し番号

事業の種類

事業の名称

事業の所在地（電話番号）

事業の種類 郵便番号 所在地 電話番号
自由入力

過半数代表の場合

過半数労働組合の名称 過半数代表者職名 過半数代表者氏名

協定当事者・協定成立年月日

一括届出事業場一覧作成ツールは、
手続概要からダウンロードできます。

検索キーワード例︓「１箇月単位」

手続の名称をクリックすると、その手続の
概要を確認できます。

基本情報の入力など、基本的な流れは
P７〜10と同じです。

【参考】桃色の部分は事業場ごとに異な
る部分になるため、一括届出事業場一
覧に記載してください。
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１週間単位の変形労働時間制に関する協定届
（本社一括届出）手続例

手続概要本社一括で検索

提出先は本社の所在地を管轄する
労働基準監督署です。

申請書に必要な事項を入力

一括届出事業場一覧を作成

１ ２

３

一括届出事業場一覧作成ツールに必要
事項を入力し、作成した「一括届出事業
場一覧」を添付

４

以降は、事業場単位の届出と同じ（P９の ８ 以降をご参照ください。）５

過半数労働組合の場合

入力形式 入力不要 リスト選択 全角文字 全角文字
全角数字

（ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）
全角文字

半角数字
（xxxxx-xxxx-xxxx）

半角数字 半角数字 半角数字 半角文字 全角文字 全角文字 全角文字

入力可能
文字数

20 80 8 65 15 6 6 6 10 80 30 30

必須項目 必須入力
「その他の事業」
を選択した場合必

須
必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力

過半数代表者職名に
入力がない場合
必須入力

過半数労働組合の名称に
入力がない場合
必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力

1（本社）

2

3

常時使用する
労働者数

該当労働者数
該当労働者のうち
満18歳未満の者

協定成立年月日

通し番号

事業の種類

事業の名称

事業の所在地（電話番号）

事業の種類 郵便番号 所在地 電話番号
自由入力

過半数代表の場合

過半数労働組合の名称 過半数代表者職名 過半数代表者氏名

協定当事者・協定成立年月日

一括届出事業場一覧作成ツールは、
手続概要からダウンロードできます。

検索キーワード例︓「１週間単位」

手続の名称をクリックすると、その手続の
概要を確認できます。

基本情報の入力など、基本的な流れは
P７〜10と同じです。

【参考】桃色の部分は事業場ごとに異な
る部分になるため、一括届出事業場一
覧に記載してください。
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事業場外労働に関する協定届
（本社一括届出）手続例

手続概要本社一括で検索

提出先は本社の所在地を管轄する
労働基準監督署です。

申請書に必要な事項を入力

一括届出事業場一覧を作成

１ ２

３

一括届出事業場一覧作成ツールに必要
事項を入力し、作成した「一括届出事業
場一覧」を添付

４

以降は、事業場単位の届出と同じ（P９の ８ 以降をご参照ください。）５

過半数労働組合の場合

入力形式 入力不要 リスト選択 全角文字 全角文字
全角数字

（ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）
全角文字

半角数字
（xxxxx-xxxx-xxxx）

半角数字 半角数字 半角数字 半角文字 全角文字 全角文字 全角文字

入力可能
文字数

20 80 8 65 15 6 6 6 10 80 30 30

必須項目 必須入力
「その他の事業」
を選択した場合必

須
必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力

過半数代表者職名に
入力がない場合
必須入力

過半数労働組合の名称に
入力がない場合
必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力

1（本社）

2

3

常時使用する
労働者数

該当労働者数
該当労働者のうち
満18歳未満の者

協定成立年月日

通し番号

事業の種類

事業の名称

事業の所在地（電話番号）

事業の種類 郵便番号 所在地 電話番号
自由入力

過半数代表の場合

過半数労働組合の名称 過半数代表者職名 過半数代表者氏名
（選出方法に自由入力を
選択した場合は、（）内
に直接選出方法を入力し

協定当事者・協定成立年月日

一括届出事業場一覧作成ツールは、
手続概要からダウンロードできます。

検索キーワード例︓「事業場外」

22

基本情報の入力など、基本的な流れは
P７〜10と同じです。

手続の名称をクリックすると、その手続の
概要を確認できます。

【参考】桃色の部分は事業場ごとに異な
る部分になるため、一括届出事業場一
覧に記載してください。



専門業務型裁量労働制に関する協定届
（本社一括届出）手続例

手続概要本社一括で検索

申請書に必要な事項を入力

一括届出事業場一覧

１ ２

３

一括届出事業場一覧作成ツールに必要
事項を入力し、作成した「一括届出事業
場一覧」を添付

４

以降は、事業場単位の届出と同じ（P９の ８ 以降をご参照ください。）５

基本情報の入力など、基本的な流れは
P７〜10と同じです。

過半数労働組合の場合

入力形式 入力不要 リスト選択 全角文字 全角文字
全角数字

（ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）
全角文字

半角数字
（xxxxx-xxxx-xxxx）

半角数字 半角数字 半角数字 半角文字 全角文字 全角文字 全角文字

入力可能
文字数

20 80 8 65 15 6 6 6 10 80 30 30

必須項目 必須入力
「その他の事業」
を選択した場合必

須
必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力

過半数代表者職名に
入力がない場合
必須入力

過半数労働組合の名称に
入力がない場合
必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力

1（本社）

2

3

常時使用する
労働者数

該当労働者数
該当労働者のうち
満18歳未満の者

協定成立年月日

通し番号

事業の種類

事業の名称

事業の所在地（電話番号）

事業の種類 郵便番号 所在地 電話番号
自由入力

過半数代表の場合

過半数労働組合の名称 過半数代表者職名 過半数代表者氏名
（選出方法に自由入力を
選択した場合は、（）内
に直接選出方法を入力し

協定当事者・協定成立年月日

一括届出事業場一覧作成ツールは、
手続概要からダウンロードできます。

検索キーワード例︓「裁量労働制」

手続の名称をクリックすると、その手続の
概要を確認できます。

【参考】桃色の部分は事業場ごとに異な
る部分になるため、一括届出事業場一
覧に記載してください。提出先は本社の所在地を管轄する

労働基準監督署です。
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企画業務型裁量労働制に関する決議届
（本社一括届出）手続例

手続概要本社一括で検索

申請書に必要な事項を入力

一括届出事業場一覧

１ ２

３

一括届出事業場一覧作成ツールに必要
事項を入力し、作成した「一括届出事業
場一覧」を添付

４

以降は、事業場単位の届出と同じ（P９の ８ 以降をご参照ください。）５

基本情報の入力など、基本的な流れは
P７〜10と同じです。

過半数労働組合の場合

入力形式 入力不要 リスト選択 全角文字 全角文字
全角数字

（ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）
全角文字

半角数字
（xxxxx-xxxx-xxxx）

半角数字 半角数字 半角数字 半角文字 全角文字 全角文字 全角文字 リスト選択

入力可能
文字数

20 80 8 65 15 6 6 6 10 80 30 30

必須項目 必須入力
「その他の事業」
を選択した場合必

須
必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力

過半数代表者職名に
入力がない場合
必須入力

過半数労働組合の名称に
入力がない場合
必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力

1（本社）

2

3

常時使用する
労働者数

該当労働者数
該当労働者のうち
満18歳未満の者

協定成立年月日

通し番号

事業の種類

事業の名称

事業の所在地（電話番号）

事業の種類 郵便番号 所在地 電話番号
自由入力

過半数代表の場合

過半数労働組合の名称 過半数代表者職名 過半数代表者氏名

選出方法
（選出方法に自由入力を
選択した場合は、（）内
に直接選出方法を入力し

てください）

協定当事者・協定成立年月日
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検索キーワード例︓「裁量労働制」

手続の名称をクリックすると、その手続の
概要を確認できます。

提出先は本社の所在地を管轄する
労働基準監督署です。

一括届出事業場一覧作成ツールは、
手続概要からダウンロードできます。

【参考】桃色の部分は事業場ごとに異な
る部分になるため、一括届出事業場一
覧に記載してください。



企画業務型裁量労働制に関する報告
（本社一括届出）手続例

本社一括で検索

一括届出事業場一覧

１

３

一括届出事業場一覧作成ツールに必要
事項を入力し、作成した「一括届出事業
場一覧」を添付

４

以降は、事業場単位の届出と同じ（P９の ８ 以降をご参照ください。）５

基本情報の入力など、
基本的な流れはP７
〜10と同じです。

過半数労働組合の場合

入力形式 入力不要 リスト選択 全角文字 全角文字 全角数字
（ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）

全角文字 半角数字
（xxxxx-xxxx-xxxx）

半角数字 半角数字 半角数字 半角文字 全角文字 全角文字 全角文字

入力可能
文字数

20 80 8 65 15 6 6 6 10 80 30 30

必須項目 必須入力
「その他の事業」
を選択した場合必

須
必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力

過半数代表者職名に
入力がない場合
必須入力

過半数労働組合の名称に
入力がない場合
必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力

1（本社）

2

3

常時使用する
労働者数

該当労働者数
該当労働者のうち
満18歳未満の者 協定成立年月日

通し番号

事業の種類

事業の名称

事業の所在地（電話番号）

事業の種類 郵便番号 所在地 電話番号自由入力

過半数代表の場合

過半数労働組合の名称 過半数代表者職名 過半数代表者氏名
（選出方法に自由入力を
選択した場合は、（）内
に直接選出方法を入力し

協定当事者・協定成立年月日

検索キーワード例︓「裁量労働制」

手続の名称をクリックすると、その手続の
概要を確認できます。

提出先は
本社の所
在地を管
轄する労
働基準監
督署です。

申請書に必要な事項を入力

一括届出事業場一覧作成ツールは、
手続概要からダウンロードできます。
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【参考】桃色の部分は事業場ごとに異なる部分になるため、
一括届出事業場一覧に記載してください。

手続概要２

入力の留意事項について
事業場ごとに業務の内容や労働者の範囲が異なる場合（例え

ば、決議において対象業務Ａ・Ｂを定め、事業場ＸではＡ業務
のみ、事業場ＹではＢ業務のみを実施している場合）に一括届
出を行うときは、決議に定めた対象業務等をすべて記入した上
で、実施していない業務の労働者数を「０人」と記入する必要
があります。詳細は、以下のURLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000919899.pdf

一括届出事業場一覧作成ツール 検索右記で検索結果からも
確認可能です

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000919899.pdf


ツールの利用に当たり、トラブルがあった場合

A
↑上記のエラーメッセージが表示される。

1．「ファイル」→「オプション」
2．オプションの「セキュリティセンター※」→「セキュリティセンターの設定」
3．「マクロの設定」→「警告を表示して全てのマクロを無効にする」→
「ＯＫ」
4．エクセルを終了し、再び起動。セキュリティの警告が出るので「コンテ

ンツの有効化」をクリック。
※Excelのバージョンが古い場合はトラストセンターという名前です。

セキュリティの警告が表示されるQ

ファイルサイズのエラーが発生し、申請ファイルが出力できないQ

↑上記のエラーメッセージが表示される。

A 出力されるCSVファイルのサイズが50MBを超えている場合には
申請ファイルの出力はできません。
ファイルを複数に分けて作成してください。
※ ファイルを分ける場合、別個に申請する必要があります。
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ツールの利用に当たり、トラブルがあった場合

A ①ＣＳＶファイルを誤った方法で作成した可能性があります。
※一括届出事業場一覧作成ツール.xlsmに内容を入力後、保存
する際にファイルの種類をCSVとして保存した。
→ステップ３の「申請ファイル作成」ボタンを押して、CSVファイルを作
成してください。

一括届出事業場一覧作成ツールに必要事項を記入したつもり
だが、エラーになってしまう。Q

CSVファイルを添付して電子申請したが、監督署からファイル
が確認できないとの説明を受けた。Q

①ハイフン「-」のところを伸ばし棒「ー」になっていないか、他の資料から
記載内容をコピー＆ペーストした際に、一括届出事業場一覧ツール
のExcelで、セルの範囲を間違えて貼り付けしていないか、誤って、該
当行でないところに、文字や数字を入力してしまっていないか等ご確認
をお願いします

A

②ＣＳＶファイルを正しく出力したものの、出力後に編集した。
→基準システムで正しく受け付けるためには、出力されたＣＳＶファイ
ルを編集してはいけません。内容の修正を行う場合には、もう一度ス
テップ３の「申請ファイル作成」ボタンを押して、CSVファイルを作成し
てください。

ツール内の「申請ファイル作成」ボタンを押すことで
作成したCSVファイルを保存して、利用してください。



電子申請に関するご不明な点については、
下記お問い合わせ先にお願いします。お問い合わせ先など

Q. e-Govアカウントの取得方法がわからない
Q. 操作方法がわからない

① 事前準備や操作方法などに関するお問い合わせ先
まずはe-Gov上の「ヘルプ」や「よくあるご質問」をご確認ください。

その上で、ご不明な点はe-Gov利用者サポートデスクにお問い合せください。
e-Gov ︓https://shinsei.e-gov.go.jp/

e-Gov利用者サポートデスク
■Webお問合せ︓https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact
■電話番号 ︓050-3786-2225 (通話料金はご利用の回線により異なります。)

受付時間 ４ ・ ６ ・ ７月 平日 午前９時から午後７時まで
土日祝日 午前９時から午後５時まで

５ ・ ８〜３月 平日 午前９時から午後５時まで
(土日祝日、年末年始は休止)

Q．労働基準法などの手続に関する電子申請について知りたい

③ 労働基準法などの手続に関する電子申請についてのホームページ
労働基準法などの手続に関する電子申請については、以下の厚生労働省ホーム

ページに電子申請が可能な申請の一覧、一括届出事業場一覧作成ツールなどを
掲載していますので、ご参照ください。

○ ホームページは「労基法等 電子」で検索︕ ⇒
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

○ 【厚生労働省ホームページトップページからの進み方】
「ホーム」 > 「政策について」 >「分野別の政策一覧」 > 「雇用・労働」 > 「労働基準」

> 「事業主の方へ」 > 「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」

Q．36協定届の記載内容について聞きたい

② 労働基準法などの手続に関するお問い合わせ先
労働基準法などの手続についてご不明な点があれば、お近くの都道府県労働局

または労働基準監督署にご相談ください。
※一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法についてもこちらにお問い合わせください。

【都道府県労働局および労働基準監督署の連絡先】
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

労基法等 電子 検索
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一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法

一括届出事業場一覧作成ツールとは、労働基準法に基づく届出におい
て本社一括届出を行う場合に、届出事業場ごとのデータを一覧として作成
するツールです。
ツールは以下の３種類があり、届出の種類に合わせてご利用ください。

★ 令和６年２月23日から、２の「変形制等協定届」のツールに、１か月
単位、１週間単位の変形制及び事業場外労働に係る協定届を追加し
ているほか、３の企画・専門型裁量労働制のツールを追加しています。

① わかりやすいフォーマットで事業場一覧の申請データが作成できる。
② 申請データの入力チェックを自動で行うため、申請不備がなくなる。
③ 過去の申請データを利用して事業場一覧を作成することができる。

一括届出事業場一覧作成ツールとは

１ 【時間外・休日労働に関する協定届及び就業規則（変更）届】
一括届出事業場一覧作成ツール

２ 【変形制等協定届（本社一括届出）】
一括届出事業場一覧作成ツール

３ 【企画・専門型裁量労働制（本社一括届出）】
一括届出事業場一覧作成ツール

※一括届出事業場一覧作成
ツールは、必ず各手続に対応し
たものを使用してください。
e-Govの各手続画面に、その
手続に対応したツールのURL
が掲載されています。

ツールの特徴

ツールのダウンロード先

1



①「コンテンツの有効化」
ツールはExcelファイルとなっています。ツールをご利用頂く場合は、まずダウンロー
ドしたExcelファイルを開いてください。ツールを開くと、「セキュリティの警告」が表
示される場合がありますが、その際は、「コンテンツの有効化」をクリックしてください。

②申請手続の選択（詳細は次頁以降でご確認ください。）
プルダウンから、電子申請する届出に適する申請手続を選択し、「入力シートを
作成する」をクリックしてください。昨年度に作成したCSVデータを一部引用する
場合は、「ファイルから読み込み」をクリックしてください。

1-1 ツールを開く

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
１. データの入力

作成する申請ファイルに対応するツールを開き、下記の手順に従って申請データを入力
していきます。

①

②

2



前頁②について、届出の種類をプルダウンで選択します。（例えば、本社一括
36協定（特別条項付き、医師）の場合、赤枠のとおり対象手続を選択してく
ださい。）

選択すると、その届出に不要な項目はグレーアウトされ、入力できなくなるので、
白く表示された欄に必要事項を記入してください。

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
１. データの入力

※過去の申請データがお手元に無い場合は「1-3.申請データ直接入力」、ある場合は「1-4.ファイル
から読み込み」へお進みください。

1-2.届出種類の選択

【就業規則（本社一括）】一括届出事業場一覧

① ②に該当しない労働者

自由入力 自由入力

入力形式 入力不要 全角文字 全角数字
（ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）

全角文字 半角数字
（xxxxx-xxxx-xxxx）

全角文字 半角数字 リスト選択 全角文字 全角文字 全角文字 リスト選択 全角文字 リスト選択 全角文字 半角数字

入力可能文字数 80 8 65 15 20 6 20 20 20 54 54 6
必須項目 必須入力 必須入力 必須入力

1（本社）

2

業務の種類

労働者1

通し番号

事業の種類

事業の名称

事業の所在地（電話番号）

事業の種類郵便番号 所在地 電話番号
自由入力

労働者数業種 事業の種類

業務の種類 業務の種類[事業場外]
労働者数

（満18歳以上の者）

当ツールは下記手続に添付する本社一括届出事業場一覧CSVファイルの作成に使用してください。

・「時間外労働・休日労働に関する協定届（本社一括届）（一般条項のみ）」

・「時間外労働・休日労働に関する協定届（本社一括届）（特別条項付き）」

・「時間外労働・休日労働に関する協定届（本社一括届）（研究開発）」

・「時間外労働・休日労働に関する協定届（本社一括届）」

・「時間外労働・休日労働に関する協定届（適用猶予）」

・「就業規則（変更）届（本社一括届）」

複数のXMLファイルを読み込ませる場合は『ファイルを開く』画面において、対象ファイルをすべて選択した状態で開くをクリックしてください。

入力項目 入力不要項目

ファイルから読込

ステップ3 ステップ4

入力チェック 申請ファイル作成

全角／半角自動文字変換

【就業規則（本社一括）】一括届出事業場一覧

ステップ1 ステップ2

下記の事業場の就業規則の内容は、本社の就業規則と同一内容である。

下記の事業場の変更前の就業規則の内容は、本社の就業規則と同一内容である。

プルダウン選択した届出の種類によ
り、記載する項目が変わります

就業規則の場合

本社一括36協定（特別条項付き・医師）の場合

3



入力不要 全角文字 全角数字
（ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）

全角文字 半角数字
（xxxxx-xxxx-xxxx）

全角文字 半角数字 リスト選択 全角文字

80 8 65 15 20 6 20
必須入力 必須入力

1（本社） 事業場の名称１ １２３－４５６７ 東京都千代田区霞が関１－１－１ ０１－２３４５－６７８９ 食料品製造業 肉製品、乳製品製造業

2 事業場の名称２ １２３－４５６８ 東京都千代田区霞が関１－１－２ ０１－２３４５－６７９０ 食料品製造業 肉製品、乳製品製造業

通し番号

事業の種類

事業の名称

事業の所在地（電話番号）

事業の種類郵便番号 所在地 電話番号
自由入力

労働者数業種

過去の申請データ（CSVまたはXMLファイル）がある場合は、以下の手順で申請
データの入力を行います。

1-4.ファイルから読み込み（過去の申請データがある場合）

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
１. データの入力

入力される

過去の申請データ（CSV）が無い場合、各セルに直接申請データの入力を行います。
白く表示された入力欄に対し、通し番号1に本社の情報、通し番号2以降に本社以
外の事業場の情報を入力してください。
各手続におけるデータ入力のやり方は、以下をご参照ください。
○ 36協定届 ⇒ 4.時間外・休日労働協定におけるデータ入力（P８、９）
○ 就業規則 ⇒ ５.就業規則におけるデータ入力（P10）
○ １年単位の変形労働時間制 ⇒ 6.１年単位の変形労働時間制に関する協

定におけるデータ入力（P11、12）

1-3.申請データ直接入力（過去の申請データが無い場合）

※「 1-2.届出種類の選
択」の画面においても「ファ
イルから読み込み」を押下し、
左記同様の手続を行うこと
ができます。

クリック
ファイル
選択

クリック
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2-1. 入力チェック

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
２. 入力チェック、エラー修正

ステップ2の「入力チェック」ボタンをクリックすると、エラーがあるかチェックできます。エラーが
ある場合、下記の「入力チェック結果」のように表示されるので、エラーが無くなるまで修
正と入力チェックを行います。

エラーメッセージシート︓入力チェックエラーが一覧表示されます。

事業場一覧シート︓入力チェックエラーの対応箇所が赤色で表示されます。
修正後、「入力チェック」ボタンを再クリックし、エラーが無くなると赤色が消えます。

2-2. 入力チェック結果確認

入力チェック完了

入力チェックでエラーとなった項目が「エラーメッセージ」シートに表示されるので、エラーの
内容に従い「事業場一覧」シートを修正します。

入力内容に不備がない旨が出力されます。

エラーが無くなるまで繰り返す

全角/半角自動変換ボタンで一括
修正が可能です。 （詳細はP6）

全角/半角エラー発生時

入力形式 入力不要 全角文字 全角数字
（ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）

全角文字 半角数字
（xxxxx-xxxx-xxxx）

全角文字 半角数字 リスト選択 全角文字

入力可能文字数 80 8 65 15 20 6 20
必須項目 必須入力 必須入力

1（本社） 2344444444444 東京都tiyodaく ０３－３２２

通し番号

事業の種類

事業の名称

事業の所在地（電話番号）

事業の種類郵便番号 所在地 電話番号
自由入力

労働者数業種

項番 項目名 エラー内容

1 通し番号1の事業の名称 未入力のままになっている必須入力項目があります。入力内容を再度確認してください。
2 通し番号1の事業の所在地（電話番号）/郵便番号 −（全角ハイフン）が入力されていない、または1つではありません。
3 通し番号1の事業の所在地（電話番号）/所在地 半角文字指定項目に全角文字が含まれています。または全角文字指定項目に半角文字が含まれています。

エラー項目の内容が事業場一
覧の隣の「エラーメッセージシー
ト」に表示されます

クリック
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全角/半角チェックエラーの自動補正を行う機能により、入力チェックで検出した全角
/半角チェックエラーを一括で修正することができます。

※「２-2 入力チェック結果確認」に
おいて、全角/半角入力に関するエ
ラーが検出されるとボタンが押せるよ
うになります。

自動変換

2-3全角/半角自動変換

押せない状態へ戻ります

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
２. 入力チェック、エラー修正

全角は半角に、半角は全角に正
しく修正（変換）されています

クリック

「２-2 入力チェック結果確認」において、全角/半角入力に関するエラーが
検出されるとボタンが押せるようになります。以下は、「全角／半角自動文字
変換」というボタンを押下し、「入力チェック」を再度押下したフローです。
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「保存」ボタンを押してCSVファイルを
保存します。

エラーの修正が完了したら、「申請ファイル作成」ボタンを押して、CSVファイルを
保存します。保存したCSVファイルは、e-Govにて申請書に添付します。

※保存したCSVファイルは、次回以
降「ファイルから読み込み」ボタンでご
利用いただけます。

3-1. 申請ファイル作成

※エラーが出た場合は2-1に戻って修正します。

3-2. 申請ファイル添付（e-Gov）
「本社一括届出事業場一覧ＣＳＶファ
イル」の「書類を添付」ボタンを押して、
保存したCSVファイルを添付します。

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
3.申請データ作成・保存

ファイルを
選択

添付

これでツールを利用した申請作業は終了です。

注意：作成ツールに入力した内容は、CSVファイルを直接修正して変更することはできません。
修正する場合は、作成ツールを起動して、CSVファイルを作成し直してください。

クリック

ク
リッ
ク

「保存」をクリック

「書類を添付」
クリック
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4-2. 労働者数・業務の種類

時間外・休日労働協定に関する一括届出事業場一覧のデータ入力について解説
します。最初に届出の種類を選択（１－２（P３）参照）した後、4-1〜4-4の
流れで右側にスクロールしながら入力していきます。

4-1.事業の名称・事業の所在地（電話番号）・事業の種類

時間外・休日労働を行わせる労働者の人数等の情報を次の順番で入力します。
①１年単位の変形労働時間制を適用しない時間外労働を行う労働者の情報

を業種別に入力
②１年単位の変形労働時間制を適用する時間外労働を行う労働者の情報を

業種別に入力
③ 休日労働を行う労働者の情報を業種別に入力

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
4.時間外・休日労働協定におけるデータ入力

１行目には本社の情報を入力します。
2行目には本社以外の事業場の情報を入力します。

セルを押して「業務の種類」を選択し、「自由入力」欄にそれぞれの職種を
入力します。労働者１〜４の記入欄では不足する場合、「自由入力」欄に
それぞれの職種を列記して、まとめて入力するか、次の通し番号欄に記入し
ます。
次の通し番号欄に記入する場合には「事業の種類」「事業の名称」「事業
の所在地」が前の通し番号欄と同一になるように記入します。

事業場外労働に関
する協定を付記して
届け出る場合、事業
場外労働の協定の
対象となる労働者の
情報を入力します。
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4-3.協定当事者・協定成立年月日

全ての事業場について同一の過半数労働組合と協定を結んでいる場合、協定当事者・
協定成立年月日について、本社の内容を一括して転記することができます。

時間外・休日労働協定は、「過半数労働組合」または事業場ごとに選出される「過
半数代表者」との間で労使協定を締結する必要があります。
ここでは締結した労使協定の情報を入力します。

協定当事者が過半数
労働者である場合、労
働組合の名称を入力し
ます。

協定当事者が事業場ごとに選出される「過半数代表者」である場合、「過半数代表者職名」「過半
数代表者氏名」「選出方法」を入力します。「選出方法」はセルを選択して入力します。
また、「労働者代表（自由入力）」を選択した場合、「選出方法」欄に直接入力することもできます。

協定当事者が労働基準法に適合する方法・要件で選
出された者であることを確認するチェック項目です。
→ 必ずチェックが必要ですので、ご注意ください

（過半数労働組合の場合は「チェック１」のみです。）

労使協定
の成立年
月日を入
力します。

4-4.管轄労働局・所轄労働基準監督署長名・労働保険番号

事業場が所在する都道府県を
選択してください。

「事業場を管轄する労働基準監督
署の名称を選択ください。
（労働局を選択すると、局内の労働
基準監督署が表示されます）

リスト選択 リスト選択 （コメン
ト参照）

（コメン
ト参照）

（コメン
ト参照）

（コメント
参照）

（コメン
ト参照）

（コメント
参照）

2 1 2 6 3 4
必須入力 必須入力

東京 中央 01 2 34 567890 123 4567

東京 品川 23 4 56 789012 345 6789

労働保険番号

府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号 被一括番号

管轄労働局 所轄労働基準監督署長名

労働保険番号は、この部分に記載され
た桁ごとに分けて記入ください。
※ 半角数字で入力ください

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
4.時間外・休日労働協定におけるデータ入力
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5-1.事業の名称・事業の所在地（電話番号）・事業の種類

１行目には本社の情報を入力します。
2行目には本社以外の事業場の情報を入力します。

入力形式 入力不要 全角文字 全角数字
（ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）

全角文字 半角数字
（xxxxx-xxxx-xxxx）

全角文字 半角数字

入力可能文字数 80 8 65 15 20 6
必須項目 必須入力 必須入力

1（本社） 事業場の名称１ 千代田区霞が関１－１－１ ０１２－３４５－６７８９ 食料品製造業 150

2 事業場の名称２ 千代田区霞が関１－１－２ ０１２－３４５－６７９０ 食料品製造業 200

通し番号 事業の名称

事業の所在地（電話番号）

郵便番号 所在地 電話番号

労働者数業種

5-2.管轄労働局・所轄労働基準監督署長名・労働保険番号

事業場が所在する都道府県を
選択してください。

「事業場を管轄する労働基準監督
署の名称を選択ください。
（労働局を選択すると、局内の労働
基準監督署が表示されます）
※ 管轄監督署長の氏名を記入する
必要はありません

リスト選択 リスト選択 （コメン
ト参照）

（コメン
ト参照）

（コメン
ト参照）

（コメント
参照）

（コメン
ト参照）

（コメント
参照）

2 1 2 6 3 4
必須入力 必須入力

東京 中央 01 2 34 567890 123 4567

東京 品川 23 4 56 789012 345 6789

労働保険番号

府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号 被一括番号

管轄労働局 所轄労働基準監督署長名

1-2(P3)における届出種類の選択の際に、選んだ届出種類により労働保険番号に入力する
数字の全角・半角は変わりますので、ご注意ください。

就業規則を選択した場合 ⇒ 全角数字
36協定を選択した場合 ⇒ 半角数字

労働保険番号は、この部分に記載され
た桁ごとに分けて記入ください。
※ 全角数字で入力ください

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
５.就業規則におけるデータ入力

就業規則に関する一括届出事業場一覧のデータ入力について解説します。最初に
届出の種類を選択（１－２（P３）参照）したのち、5-1・5-2の流れで右側に
スクロールしながら入力していきます。
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6-1.事業の種類・事業の名称・事業の所在地（電話番号）
・常時使用する労働者数・該当労働者数（該当労働者のうち満18歳未満の者）

入力不要 リスト選択 全角文字 全角文字
全角数字

（ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）
全角文字

半角数字
（xxxxx-xxxx-xxxx）

半角数字 半角数字 半角数字

20 80 8 65 15 6 6 6

必須入力
「その他の事業」
を選択した場合必

須
必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力

1（本社） 食料品製造業
肉製品・乳製品製
造業

事業場の名称１ １２３ー４５６７ 千代田区霞が関１－１－１ 012-345-6789 100 50 5

2 食料品製造業
肉製品・乳製品製
造業

事業場の名称２ １２３ー４５６８ 千代田区霞が関１－１－２ 012-345-6790 50 40 0

常時使用する
労働者数

該当労働者数
該当労働者のうち
満18歳未満の者

通し番号

事業の種類

事業の名称

事業の所在地（電話番号）

事業の種類 郵便番号 所在地 電話番号
自由入力

この電子申請で届け出る１年単位の変形
労働時間制の協定が適用される労働者の
数を記入してください。

その事業場で常時使用している労働者（１年単
位の変形労働時間制の対象外の労働者も含む）
の数を記入してください。

１年単位の変形労働時間制に関する一括届出事業場一覧のデータ入力について
解説します。最初に届出の種類を選択（１－２（P３）参照）したのち、6-1〜
6-3の流れで右側にスクロールしながら入力していきます。

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
6.１年単位の変形労働時間制に関する協定におけるデータ入力

１年単位の変形労働時間制の協定が適
用される労働者のうち、18歳未満の者の
数を記入してください

１行目には本社の情報を入力します。
2行目には本社以外の事業場の情報を入力します。
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リスト選択 リスト選択

必須入力 必須入力

東京 中央

神奈川 横浜南

管轄労働局
所轄労働基準
監督署長名

6-3.管轄労働局・所轄労働基準監督署長名

事業場が所在する都道府県を
選択してください。

「事業場を管轄する労働基準監督
署の名称を選択ください。
（労働局を選択すると、局内の労働
基準監督署が表示されます）

過半数労働組合の場合 チェック1 チェック2

半角文字 全角文字 全角文字 全角文字 リスト選択 リスト選択 リスト選択 リスト選択 リスト選択

10 80 30 30 100

必須入力
過半数代表者職名に
入力がない場合
必須入力

過半数労働組合の名称に
入力がない場合
必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力
必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力
必須入力 必須入力

2022/02/27 総務係長 労働太郎
労働者代表（労働者の話
合い）

○ 東京 中央

2022/02/27 ○○労働組合 ○ 神奈川 横浜南

協定成立年月日

管轄労働局
所轄労働基準
監督署長名

過半数代表の場合

過半数労働組合の名称 過半数代表者職名 過半数代表者氏名

選出方法
（選出方法に自由入力を
選択した場合は、（）内
に直接選出方法を入力し

てください）

上記協定の当事者である労働
組合が事業場の全ての労働者
の過半数で組織する労働組合
である又は上記協定の当事者
である労働者の過半数を代表
する者が事業場の全ての労働
者の過半数を代表する者であ
ること。

上記労働者の過半数を代表す
る者が、労働基準法第41条第
２号に規定する監督又は管理
の地位にある者でなく、か
つ、同法に規定する協定等を
する者を選出することを明ら
かにして実施される投票、挙
手等の方法による手続により
選出された者であつて使用者
の意向に基づき選出されたも
のでないこと。

協定当事者・協定成立年月日 本社の内容を転記する

6-2.協定当事者・協定成立年月日

全ての事業場について同一の過半数労働組合と協定を結んでいる場合、協定当事者・
協定成立年月日について、本社の内容を一括して転記することができます。

１年単位の変形労働時間制に関する協定は、「過半数労働組合」または事業場ご
とに選出される「過半数代表者」との間で労使協定を締結する必要があります。
ここでは締結した労使協定の情報を入力します。

協定当事者が過半数労働
者である場合、労働組合の
名称を入力します。

協定当事者が事業場ごとに選出される「過半数代表者」である場合、「過半数代表者職名」「過半
数代表者氏名」「選出方法」を入力します。「選出方法」はセルを選択して入力します。
また、「労働者代表（自由入力）」を選択した場合、( )の中に直接入力することもできます。

協定当事者が労働基準法に適合する方法・要
件で選出された者であることを確認するチェック
項目です。
→ 必ずチェックが必要ですので、ご注意ください

労使協定の
成立年月日
を入力します。

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
6.１年単位の変形労働時間制に関する協定におけるデータ入力
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7-1.事業の種類・事業の名称・事業の所在地（電話番号）
・常時使用する労働者数・該当労働者数（該当労働者のうち満18歳未満の者）

入力不要 リスト選択 全角文字 全角文字
全角数字

（ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）
全角文字

半角数字
（xxxxx-xxxx-xxxx）

半角数字 半角数字 半角数字

20 80 8 65 15 6 6 6

必須入力
「その他の事業」
を選択した場合必

須
必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力

1（本社） 食料品製造業
肉製品・乳製品製
造業

事業場の名称１ １２３ー４５６７ 千代田区霞が関１－１－１ 012-345-6789 100 50 5

2 食料品製造業
肉製品・乳製品製
造業

事業場の名称２ １２３ー４５６８ 千代田区霞が関１－１－２ 012-345-6790 50 40 0

常時使用する
労働者数

該当労働者数
該当労働者のうち
満18歳未満の者

通し番号

事業の種類

事業の名称

事業の所在地（電話番号）

事業の種類 郵便番号 所在地 電話番号
自由入力

この電子申請で届け出る１か月単位の変
形労働時間制の協定が適用される労働者
の数を記入してください。

その事業場で常時使用している労働者（１か月
単位の変形労働時間制の対象外の労働者も含
む）の数を記入してください。

１か月単位の変形労働時間制に関する一括届出事業場一覧のデータ入力につい
て解説します。最初に届出の種類を選択（１－２（P３）参照）したのち、7-1
〜7-3の流れで右側にスクロールしながら入力していきます。

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
7.１か月単位の変形労働時間制に関する協定におけるデータ入力

１か月単位の変形労働時間制の協定が
適用される労働者のうち、18歳未満の者
の数を記入してください

１行目には本社の情報を入力します。
2行目には本社以外の事業場の情報を入力します。
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リスト選択 リスト選択

必須入力 必須入力

東京 中央

神奈川 横浜南

管轄労働局
所轄労働基準
監督署長名

7-3.管轄労働局・所轄労働基準監督署長名

事業場が所在する都道府県を
選択してください。

「事業場を管轄する労働基準監督
署の名称を選択ください。
（労働局を選択すると、局内の労働
基準監督署が表示されます）

過半数労働組合の場合 チェック1 チェック2

半角文字 全角文字 全角文字 全角文字 リスト選択 リスト選択 リスト選択 リスト選択 リスト選択

10 80 30 30 100

必須入力
過半数代表者職名に
入力がない場合
必須入力

過半数労働組合の名称に
入力がない場合
必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力
必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力
必須入力 必須入力

2022/02/27 総務係長 労働太郎
労働者代表（労働者の話
合い）

○ 東京 中央

2022/02/27 ○○労働組合 ○ 神奈川 横浜南

協定成立年月日

管轄労働局
所轄労働基準
監督署長名

過半数代表の場合

過半数労働組合の名称 過半数代表者職名 過半数代表者氏名

選出方法
（選出方法に自由入力を
選択した場合は、（）内
に直接選出方法を入力し

てください）

上記協定の当事者である労働
組合が事業場の全ての労働者
の過半数で組織する労働組合
である又は上記協定の当事者
である労働者の過半数を代表
する者が事業場の全ての労働
者の過半数を代表する者であ
ること。

上記労働者の過半数を代表す
る者が、労働基準法第41条第
２号に規定する監督又は管理
の地位にある者でなく、か
つ、同法に規定する協定等を
する者を選出することを明ら
かにして実施される投票、挙
手等の方法による手続により
選出された者であつて使用者
の意向に基づき選出されたも
のでないこと。

協定当事者・協定成立年月日 本社の内容を転記する

7-2.協定当事者・協定成立年月日

全ての事業場について同一の過半数労働組合と協定を結んでいる場合、協定当事者・
協定成立年月日について、本社の内容を一括して転記することができます。

１か月単位の変形労働時間制に関する協定は、「過半数労働組合」または事業場
ごとに選出される「過半数代表者」との間で労使協定を締結する必要があります。
ここでは締結した労使協定の情報を入力します。

協定当事者が過半数労働
者である場合、労働組合の
名称を入力します。

協定当事者が事業場ごとに選出される「過半数代表者」である場合、「過半数代表者職名」「過半
数代表者氏名」「選出方法」を入力します。「選出方法」はセルを選択して入力します。
また、「労働者代表（自由入力）」を選択した場合、( )の中に直接入力することもできます。

協定当事者が労働基準法に適合する方法・要
件で選出された者であることを確認するチェック
項目です。
→ 必ずチェックが必要ですので、ご注意ください

労使協定の
成立年月日
を入力します。

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
7.１か月単位の変形労働時間制に関する協定におけるデータ入力
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8-1.事業の種類・事業の名称・事業の所在地（電話番号）
・常時使用する労働者数・該当労働者数

この電子申請で届け出る１週間単位の変形労働時間制
の協定が適用される労働者の数を記入してください。
なお、 １週間単位の変形労働時間制は18歳未満の年
少者については適用されませんので、該当労働者数は満
18歳以上の者に限られます。

その事業場で常時使用している労働者（１週間
単位の変形労働時間制の対象外の労働者も含
む）の数を記入してください。

１週間単位の変形労働時間制に関する一括届出事業場一覧のデータ入力につ
いて解説します。最初に届出の種類を選択（１－２（P３）参照）したのち、8-
1〜8-3の流れで右側にスクロールしながら入力していきます。

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
8.１週間単位の変形労働時間制に関する協定におけるデータ入力

１週間単位の変形労働時間制の協定では入力
不要の項目であるため、非活性となっています。

１行目には本社の情報を入力します。
2行目には本社以外の事業場の情報を入力します。
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リスト選択 リスト選択

必須入力 必須入力

東京 中央

神奈川 横浜南

管轄労働局
所轄労働基準
監督署長名

8-3.管轄労働局・所轄労働基準監督署長名

事業場が所在する都道府県を
選択してください。

「事業場を管轄する労働基準監督
署の名称を選択ください。
（労働局を選択すると、局内の労働
基準監督署が表示されます）

過半数労働組合の場合 チェック1 チェック2

半角文字 全角文字 全角文字 全角文字 リスト選択 リスト選択 リスト選択 リスト選択 リスト選択

10 80 30 30 100

必須入力
過半数代表者職名に
入力がない場合
必須入力

過半数労働組合の名称に
入力がない場合
必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力
必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力
必須入力 必須入力

2022/02/27 総務係長 労働太郎
労働者代表（労働者の話
合い）

○ 東京 中央

2022/02/27 ○○労働組合 ○ 神奈川 横浜南

協定成立年月日

管轄労働局
所轄労働基準
監督署長名

過半数代表の場合

過半数労働組合の名称 過半数代表者職名 過半数代表者氏名

選出方法
（選出方法に自由入力を
選択した場合は、（）内
に直接選出方法を入力し

てください）

上記協定の当事者である労働
組合が事業場の全ての労働者
の過半数で組織する労働組合
である又は上記協定の当事者
である労働者の過半数を代表
する者が事業場の全ての労働
者の過半数を代表する者であ
ること。

上記労働者の過半数を代表す
る者が、労働基準法第41条第
２号に規定する監督又は管理
の地位にある者でなく、か
つ、同法に規定する協定等を
する者を選出することを明ら
かにして実施される投票、挙
手等の方法による手続により
選出された者であつて使用者
の意向に基づき選出されたも
のでないこと。

協定当事者・協定成立年月日 本社の内容を転記する

8-2.協定当事者・協定成立年月日

全ての事業場について同一の過半数労働組合と協定を結んでいる場合、協定当事者・
協定成立年月日について、本社の内容を一括して転記することができます。

１週間単位の変形労働時間制に関する協定は、「過半数労働組合」または事業場
ごとに選出される「過半数代表者」との間で労使協定を締結する必要があります。
ここでは締結した労使協定の情報を入力します。

協定当事者が過半数労働
者である場合、労働組合の
名称を入力します。

協定当事者が事業場ごとに選出される「過半数代表者」である場合、「過半数代表者職名」「過半
数代表者氏名」「選出方法」を入力します。「選出方法」はセルを選択して入力します。
また、「労働者代表（自由入力）」を選択した場合、( )の中に直接入力することもできます。

協定当事者が労働基準法に適合する方法・要
件で選出された者であることを確認するチェック
項目です。
→ 必ずチェックが必要ですので、ご注意ください

労使協定の
成立年月日
を入力します。

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
8.１週間単位の変形労働時間制に関する協定におけるデータ入力
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9-1.事業の種類・事業の名称・事業の所在地（電話番号）
・常時使用する労働者数・該当労働者数（該当労働者のうち満18歳未満の者）

この電子申請で届け出る事業場外労働に関する
協定が適用される労働者の数を記入してください。

事業場外労働に関する一括届出事業場一覧のデータ入力について解説します。最
初に届出の種類を選択（１－２（P３）参照）したのち、9-1〜9-3の流れで
右側にスクロールしながら入力していきます。

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
9.事業場外労働に関する協定におけるデータ入力

事業場外労働に関する協定が適用される事業場
について、時間外・休日労働協定を届出した年月
日を記入してください。

１行目には本社の情報を入力します。
2行目には本社以外の事業場の情報を入力します。
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リスト選択 リスト選択

必須入力 必須入力

東京 中央

神奈川 横浜南

管轄労働局
所轄労働基準
監督署長名

9-3.管轄労働局・所轄労働基準監督署長名

事業場が所在する都道府県を
選択してください。

「事業場を管轄する労働基準監督
署の名称を選択ください。
（労働局を選択すると、局内の労働
基準監督署が表示されます）

過半数労働組合の場合 チェック1 チェック2

半角文字 全角文字 全角文字 全角文字 リスト選択 リスト選択 リスト選択 リスト選択 リスト選択

10 80 30 30 100

必須入力
過半数代表者職名に
入力がない場合
必須入力

過半数労働組合の名称に
入力がない場合
必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力
必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

必須入力
必須入力 必須入力

2022/02/27 総務係長 労働太郎
労働者代表（労働者の話
合い）

○ 東京 中央

2022/02/27 ○○労働組合 ○ 神奈川 横浜南

協定成立年月日

管轄労働局
所轄労働基準
監督署長名

過半数代表の場合

過半数労働組合の名称 過半数代表者職名 過半数代表者氏名

選出方法
（選出方法に自由入力を
選択した場合は、（）内
に直接選出方法を入力し

てください）

上記協定の当事者である労働
組合が事業場の全ての労働者
の過半数で組織する労働組合
である又は上記協定の当事者
である労働者の過半数を代表
する者が事業場の全ての労働
者の過半数を代表する者であ
ること。

上記労働者の過半数を代表す
る者が、労働基準法第41条第
２号に規定する監督又は管理
の地位にある者でなく、か
つ、同法に規定する協定等を
する者を選出することを明ら
かにして実施される投票、挙
手等の方法による手続により
選出された者であつて使用者
の意向に基づき選出されたも
のでないこと。

協定当事者・協定成立年月日 本社の内容を転記する

9-2.協定当事者・協定成立年月日

全ての事業場について同一の過半数労働組合と協定を結んでいる場合、協定当事者・
協定成立年月日について、本社の内容を一括して転記することができます。

事業場外労働に関する協定は、「過半数労働組合」または事業場ごとに選出される
「過半数代表者」との間で労使協定を締結する必要があります。
ここでは締結した労使協定の情報を入力します。

協定当事者が過半数労働
者である場合、労働組合の
名称を入力します。

協定当事者が事業場ごとに選出される「過半数代表者」である場合、「過半数代表者職名」「過半
数代表者氏名」「選出方法」を入力します。「選出方法」はセルを選択して入力します。
また、「労働者代表（自由入力）」を選択した場合、( )の中に直接入力することもできます。

協定当事者が労働基準法に適合する方法・要
件で選出された者であることを確認するチェック
項目です。
→ 必ずチェックが必要ですので、ご注意ください

労使協定の
成立年月日
を入力します。

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
9.事業場外労働に関する協定届におけるデータ入力
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10-1.事業の種類・事業の名称・事業の所在地（電話番号）
・該当労働者数・時間外労働に関する協定の届出年月日

この電子申請で届け出る専門業務型裁量労働制
の協定が適用される労働者の数を記入してください

専門業務型裁量労働制に関する協定一括届出事業場一覧のデータ入力について
解説します。最初に届出の種類を選択（１－２（P３）参照）したのち、10-1
〜10-3の流れで右側にスクロールしながら入力していきます。

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
10.専門業務型裁量労働制に関する協定におけるデータ入力

１行目には本社の情報を入力します。
2行目には本社以外の事業場の情報を入力します。

時間外労働に関する協定(３６協定)
の届出年月日を入力します。
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事業場が所在する都道府県を
選択してください。

「事業場を管轄する労働基準監督署の名称を選択ください。
（労働局を選択すると、局内の労働基準監督署が表示されます）

10-2.協定当事者・協定成立年月日

全ての事業場について同一の過半数労働組合と協定を結んでいる場合、協定当事者・
協定成立年月日について、本社の内容を一括して転記することができます。

専門業務型裁量労働制に関する協定は、「過半数労働組合」または事業場ごとに
選出される「過半数代表者」との間で労使協定を締結する必要があります。
ここでは締結した労使協定の情報を入力します。

協定当事者が過半数労働
者である場合、労働組合の
名称を入力します。

協定当事者が事業場ごとに選出される「過半数代表者」である場合、「過半数代表者職名」
「過半数代表者氏名」「選出方法」を入力します。「選出方法」はセルを選択して入力します。
また、「労働者代表（自由入力）」を選択した場合、( )の中に直接入力することもできます。

協定当事者が労働基準法に適合する方法・要
件で選出された者であることを確認するチェック項
目です。
→ 必ずチェックが必要ですので、ご注意ください

労使協定の
成立年月日
を入力します。

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
10.専門業務型裁量労働制に関する協定におけるデータ入力

10-3.管轄労働局・所轄労働基準監督署長名
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11-1.事業の種類・事業の名称・事業の所在地（電話番号）
・常時使用する労働者数・労働者数・時間外労働に関する協定の届出年月日

この電子申請で届け出る企画業務型裁量労働制の
決議の対象となり得る労働者の数を記入してください。

企画業務型裁量労働制に関する決議一括届出事業場一覧のデータ入力について
解説します。最初に届出の種類を選択（１－２（P３）参照）したのち、11-1
〜11-4の流れで右側にスクロールしながら入力していきます。

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
11.企画業務型裁量労働制に関する決議におけるデータ入力

１行目には本社の情報を入力します。
2行目には本社以外の事業場の情報を入力します。

時間外労働に関する協定(３６協定)
の届出年月日を入力します。事業場で常時使用している労働者(企

画業務型裁量労働制の対象外の労
働者も含む)の数を記入してください。
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11-2.委員会の決議（決議の成立年月日・委員会の委員数
・任期を定めて指名された労働者側委員・その他の委員）

企画業務型裁量労働制に関する決議は、労使委員会で決議する必要があります。
ここでは決議がなされた労使委員会の情報を入力します。

労使委員会の委員数
を入力します。

労使委員会における任期を定めて指名された労働者
側委員の氏名、それぞれの委員の任期を入力します。

決議の成立年月日
を入力します。

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
11.企画業務型裁量労働制に関する決議におけるデータ入力

労使委員会における任期を定めて指名された労働者側委員以外の委員の氏名
を入力します。
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事業場が所在する都道府県を
選択してください。

「事業場を管轄する労働基準監督署の名称を選択ください。
（労働局を選択すると、局内の労働基準監督署が表示されます）

11-3.委員会の決議（決議の当事者について）

当事者が過半数労働者で
ある場合、労働組合の名
称を入力します。

当事者が事業場ごとに選出される「過半数代表者」である場合、「過半数代表者職名」「過半
数代表者氏名」「選出方法」を入力します。「選出方法」はセルを選択して入力します。
また、「労働者代表（自由入力）」を選択した場合、( )の中に直接入力することもできます。

当事者が労働基準法に適合する方法・要件で選出
された者であることを確認するチェック項目です。
→ 必ずチェックが必要ですので、ご注意ください

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
11.企画業務型裁量労働制に関する決議におけるデータ入力

11-4.管轄労働局・所轄労働基準監督署長名
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12-1.事業の種類・事業の名称・事業の所在地(電話番号)・常時使用する労働者数
・制度の適用労働者数・同意した労働者数（同意を撤回した労働者数）

この電子申請で報告する企画業務型裁量労働制の
決議の対象となり得る労働者の数を入力してください。

企画業務型裁量労働制に関する報告一括届出事業場一覧のデータ入力について
解説します。最初に届出の種類を選択（１－２（P３）参照）したのち、12-1
〜12-3の流れで右側にスクロールしながら入力していきます。

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
12.企画業務型裁量労働制に関する報告におけるデータ入力

１行目には本社の情報を入力します。
2行目には本社以外の事業場の情報を入力します。

決議について同意をした労働者数、
及び同意を撤回した労働者数を入力してください。

事業場で常時使用している労働者(企
画業務型裁量労働制の対象外の労
働者も含む)の数を入力してください。
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12-2.労働者の１か月の労働時間の状況
・労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況

労働者の健康及び福祉を確保するたの措置の実施
状況について、対象となる番号と措置の実施状況を
入力してください。

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
12.企画業務型裁量労働制に関する報告におけるデータ入力

企画業務型裁量労働制の対象労働者の１か月の労働時
間のうち、最長の時間数と平均の時間数を入力してください。

事業場が所在する都道府県を
選択してください。

「事業場を管轄する労働基準監督署の名称を選択ください。
（労働局を選択すると、局内の労働基準監督署が表示されます）

12-3.管轄労働局・所轄労働基準監督署長名
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＜お問い合わせ先＞
一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法に関するお問い合

わせは、お届け先の労働基準監督署までお問い合わせください。

一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法
Q&A

CSVファイルを添付して電子申請したが、監督署からファイルが確認できないと
の説明を受けた。Q

セキュリティ上信頼できないマクロのためブロックする旨の表示がされ、マクロが
有効化できない場合どうすればよいか。Q
1．「ファイル」→「オプション」
2．オプションの「セキュリティセンター※」→「セキュリティセンターの設定」
3．「マクロの設定」→「警告を表示して全てのマクロを無効にする」→「ＯＫ」
4．エクセルを終了し、再び起動。セキュリティの警告が出るので「コンテンツの有効

化」をクリック。
※Excelのバージョンが古い場合はトラストセンターという名前です。

A

CASE１
ＣＳＶファイルを誤った方法で作成した可能性があります。

※一括届出事業場一覧作成ツール.xlsmに内容を入力後、保存する際にファイ
ルの種類をCSVとして保存した。
→ステップ３の「申請ファイル作成」ボタンを押して、CSVファイルを作成してください。
CASE２
ＣＳＶファイルを正しく出力したものの、出力後に編集した。

→基準システムで正しく受け付けるためには、出力されたＣＳＶファイルを編集して
はいけません。もう一度ステップ３の「申請ファイル作成」ボタンを押して、CSVファイ
ルを作成してください。

A

一括届出事業場一覧作成ツールに必要事項を記入したつもりだが、エラーに
なってしまう。Q

ハイフン「-」のところを伸ばし棒「ー」になっていないか、他の資料から記載内容をコ
ピー＆ペーストした際に、一括届出事業場一覧ツールのExcelで、セルの範囲を間
違えて貼り付けしていないか、誤って、該当行でないところに、文字や数字を入力し
てしまっていないか等ご確認頂ければと思います

A
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労働条件ポ ータ ルサイト 「確かめよ う 労働条件」から

電子申請ができ る よ う にな り ま し た ! !

都道府県労働局・労働基準監督署

確かめよ う 労働条件 検索

以下のと おり 検索いた だき 、
ウ ェブサイト にアク セス し て
ご 利用く ださ い。

1 内容の 異な る 協定等の 一括届出機能

２ 本社一括届出のＣ ＳＶフ ァ イル自動作成機能

３ 届出先の 労働基準監督署の自動選択機能

４ 次回届出時の リ マイン ド ・複写機能

「 確 か め よ う 労 働 条 件 」 を 使 う と

4 つ の 機 能 で 電 子 申 請 が 便 利 に ！ ！
◇ 詳細は裏面へ

→ 作 業 負 担 を 軽 減 ！

→ファイル作成が不要！

→ 検 索 作 業 が 不 要 ！

→次回届出を 効率化！

◇3 6 協定届

様式第9 号( 一般条項)

9 号の2 ( 特別条項)

9 号の3 ( 研究・開発)

◇1年単位の変形労働時間制

に関する 協定届

◇就業規則（変更）届

対 象 手 続



（Ｒ７.３）

内容の異なる協定等の一括届出機能ポイント 1

お 問 い 合 わ せ 先

具体的な使い方は、ウェブサイトに掲載の利用案内をご確認ください

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support_1.html

法令・制度に関する
お問い合わせ先

ツ ールの操作方法に関する
お問い合わせ先

e-Gov電子申請では、協定等の内容が本社と異なる場合、事業場の数だけ別々に届出作業を行う

必要がありますが、このポータルサイトを使えば、協定等の内容が同一の事業場ごとにまとめて届出

作業を行うことができ、また、作成した数種類の内容の異なる届出を一括して届け出ることができ

ます。

本社一括届出のＣＳＶファイル自動作成機能ポイント 2

e-Gov電子申請では、本社一括届出を行う際は「対象事業場一覧作成ツール」を用いて作成したＣ

ＳＶファイルを添付いただく必要がありますが、このポータルサイトを使えば、ポータルサイト上で入

力した内容をもとに自動的にCSVファイルが作成・添付されます。

届出先の労働基準監督署の自動選択機能ポイント 3

e-Gov電子申請では、事業場の所轄労働基準監督署を検索して、届出先を確認する必要がありまし

たが、このポータルサイトを使えば、事業場の所在地情報を入力するだけで、所轄労働基準監督署が

自動選択されますので、届出先誤りを防止することができます。

次回届出時のリマインド・複写機能ポイント 4

36協定届と1年変形届については、協定の有効期間が満了する30日前に、登録されたメールアド

レスあてにリマインドメールを送信します。

また、e-Gov電子申請では、次回届出時には一から届出作業を行う必要がありますが、このポータ

ルサイトを使えば、前回届出時の内容を複写して初期表示し、変更点のみ修正して届け出ることが

できます。

Q. 届出等の記載内容や法令・制度について
教えて欲しい

Q. 本社一括届出について教えて欲しい

Q. アカウント の作成方法がわから ない

Q. ツールを 操作していたら エラ ーが表示さ れた

最寄り の労働基準監督署

https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/koyou
_roudou/roudoukijun/locatio
n.html

以下リ ンク 先の
お問い合わせ窓口

https://www.startup-

roudou.mhlw.go.jp/suppo

rt.html

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support_1.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/
https://www.startup-


９月８月７月６月５月4月

（R６.5）福島労働局・労働基準監督署

STOP︕熱中症

重点取組

準備 キャンペーン期間

キャンペーン
実施要綱

●令和６年、福島県内では熱中症による死亡災害は発生していませんが、休業４日以上の災害が
19件発生しています。

●厚生労働省では、「STOP︕熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、職場での熱中症
予防のための重点的な取組を進めています。

●熱中症を予防するため、
①初期症状の把握から緊急時の対応までの体制整備
②暑熱順化が不足していると考えられる者の事前把握及びきめ細やかな対応の実施
③WBGT値の把握及び測定結果に応じた適切な対策の実施
などに取り組みましょう。

●熱中症対策について労働安全衛生規則が改正されます（令和7年6月1日施行）。
詳細は裏面を参照してください。
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休業４日以上の死傷者数（人） 内、死亡者数（人） ７・８月の最高気温の平均値（℃）

福島県における熱中症による労働災害発生状況

発生状況被災者業種発生
月

番
号

気温30度を超える中での屋外作業中、手の硬
直を感じた。その後、日陰で休んでいたが周囲
からの声掛けに対する応答が曖昧になった。

男
60歳代建設業7月１

冷房のない工場内において、スポットクーラー
のみを使用して作業を行っていたが、体温が上
昇し、手の震え・めまい・頭痛を感じた。

男
30歳代製造業７月２

建屋内で軽作業中、途中からシャッターを開け
る、扇風機を稼働させる等の対策をとったもの
の、立ちくらみ・嘔吐・異常発汗の症状がでた。

男
50歳代

保健
衛生業８月３

令和６年 熱中症災害発生事例の抜粋 熱中症予防サイト

熱中症対策について労働安全衛生規則が改正されます



① 発見体制の整備

本人からの報告を受けるだけではなく、熱中症の症状
がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。

「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告す
るための体制を整備してください。
例︓職場巡視やバディ制の採用、 ウェアラブルデバイス等の活用等

職場における熱中症対策の強化について
〜令和７年６月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます〜

対象作業

連続１時間以上
又は

１日４時間を超えて

熱中症による死亡災害の多くが「初期症状の放置、対応の遅れ」を原因としていることを受け、熱中症
の発生リスクが高い作業を行わせる場合の措置が新たに事業者に義務付けられました

WBGT値28度以上
又は

気温31度以上
の環境下で 実施が見込まれる作業

熱中症のおそれがある作業者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう必要な措置の
実施手順を作成してください。

② 実施手順の作成

③ 関係者への周知
上記①②について、あらかじめ関係者に周知してください。
※関係者には労働者以外にも、一人親方など熱中症のおそれのある作業に従事する者が幅広く含まれます。

実施事項

【朝礼やミーティングで周知】

【メールやイントラネットで周知】

医療機関まで
の搬送の間や
経過観察中は、
一人にしない。
（単独作業の
場合は常に連
絡できる状態
を維持する）

回復

作業離脱、身体冷却

医療機関への搬送

熱中症のおそれのある者を発見
熱中症が疑われる症状例
【他覚症状】
ふらつき、生あくび、失
神、大量の発汗、痙攣
等
【自覚症状】
めまい、筋肉痛、筋肉の
硬直（こむら返り）、頭
痛、不快感、吐き気、倦
怠感、高体温 等
①返事がおかしい
②ぼーっとしている 等

医療機関への搬送に際し
ては、必要に応じて、救
急隊を要請すること。
判断に迷う場合は
【＃7119】等を活用し、
専門家の指示を仰ぐこと。

＜熱中症のおそれのある者に対する処置（②実施手順）の例フロー図＞
※これはあくまでも参考例であり、現場の実情にあった内容にしましょう

＜周知方法の例＞



福島労働局 第14次労働災害防止計画 （2023年度〜2027年度）
労働災害防止計画とは
〇労働安全衛生法第６条の規定に基づき、労働災害を減少させるために、国、事業者、労働者等の関係者が重点的に取り組むべき事項を定めた中期計画です。
〇「福島労働局第14次労働災害防止計画」は国が策定した「第14次労働災害防止計画」を推進するため、福島労働局、管内の事業者、労働者等が取り組むべき事項を定めた計画です。

○ 誰もが安全で健康に働くために、事業者、注文者、労働者等が安全衛生対策について自身の責任を認識し、真摯に取り組むこと
が重要である。

○ 労働者の安全衛生対策に積極的に取り組む事業者が社会的に評価される環境を醸成し、事業場の規模、雇用形態や年齢等によら
ず、どのような働き方においても、労働者の安全と健康が確保されていることを前提として、多様な形態で働く一人一人が潜在
力を十分に発揮できる社会を実現しなければならない。

○ 原発事故からの復興工事に伴う労働者の安全確保対策、放射性物質による健康障害防止対策、安全確保対策等の推進を図る。

計
画
の
ね
ら
い

目

標

以下を目標とし、アウトカム指標の達成を目指して取り組む。
◎ 死亡災害 死亡者数を2022年と比較して5％以上減少する。
◎ 死傷災害 死傷者数（休業4日以上）を2022年と比較して2027年までに減少に転ずる。

アウトカム指標（期待される結果）

アウトプット指標
事業者が、計画の重点事項の取組成果として、
労働者の協力の下、達成を目指す指標

アウトカム指標
アウトプット指標を実施した結果として、期待
される事項、効果検証を行うための指標

1．労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

3．高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

5．業種別の労働災害防止対策の推進

6．労働者の健康確保対策の推進

7．化学物質等による健康障害防止対策の推進

・転倒の年齢層別死傷年千人率（年間の千人当たりの災害発生件数）を2027年まで
に男女ともその増加に歯止めをかける。

・転倒による平均休業見込日数を2027年までに40日以下とする。
・社会福祉施設における腰痛の死傷年千人率を2022年と比較して2027年までに減
少させる。

・陸上貨物運送事業における死傷者数を2022年と比較して2027年までに５％以上
減少させる。

・建設業における死亡者数を2022年と比較して2027年までに15％以上減少させる。
・製造業における機械による「はさまれ・巻き込まれ」の死傷者数を2022年と比較
して2027年までに5％以上減少させる。

・林業について、伐木作業の災害防止を重点としつつ、労働災害の大幅な削減に向
けて取り組み、死亡者数を2022年と比較して2027年までに15％以上減少させる。

・週労働時間40時間以上である雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割
合を2025年までに5％以下とする。

・自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする
労働者の割合を2027年までに50％未満とする。

2．東日本大震災からの復興に係る安全衛生確保対策の推進
・福島第一原子力発電所の廃炉作業及び除染等業務等における安全衛生確保対策の
徹底を図る。

・60歳以上の死傷年千人率を2027年までに男女とも増加に歯止めをかける。

4．多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
・外国人労働者の死傷年千人率を2027年までに労働者全体の平均以下とする。

お問い合わせは、福島労働局・各労働基準監督署へ 福島労働局 検索

・化学物質の性状に関連の強い死傷災害（有害物等との接触、爆発、火災によるも
の）の件数を第13次労働災害防止期間と比較して、５％以上減少させる。

・熱中症による死亡者数の増加率を第13次労働災害防止計画期間と比較して減少さ
せる。
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〇労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進及び高年齢労働者の労働災害防止対策の推進
・転倒災害対策（ハード・ソフト両面からの対策）に取り組む事業場の割合を2027年までに50％以上
とする。

・卸売業・小売業及び医療・福祉の事業場における正社員以外の労働者への安全衛生教育の実施率を
2027年までに80％以上とする。

・介護・看護作業において、ノーリフトケアを導入している事業場の割合を2023年と比較して2027年
までに増加させる。

・「エイジフレンドリーガイドライン」に基づく高年齢労働者の安全衛生確保の取組を実施する事業場
の割合を2027年までに50％以上とする。

〇東日本大震災からの復興に係る安全衛生確保対策の推進
・福島第一原子力発電所の廃炉作業並びに帰還困難区域等で行われる除染等業務、特定線量下業務及び
事故由来廃棄物等処分業務（以下「除染等業務等」という。）に従事する労働者に対する安全衛生管
理、被ばく線量管理、被ばく低減対策、健康管理等を徹底する。

・「荷役作業における安全対策ガイドライン」に基づく措置を実施する陸上貨物運送業等の事業場（荷主
となる事業場を含む。）の割合を2027年までに45％以上とする。

・墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業場の割合を2027年までに
85％以上とする。

・機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業の事業場の割合を2027年までに60％
以上とする。

・「伐木等作業の安全ガイドライン」に基づく措置を実施する林業の事業場の割合を2027年までに50％
以上とする。

・年次有給休暇の取得率を2025年までに70％以上とする。
・勤務インターバル制度を導入している企業の割合を2025年までに15%以上とする。
・メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を2027年までに80％以上とする。
・50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を2027年までに50％以上とする。
・必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を2027年までに80％以上とする。

・労働安全衛生法に基づくラベル表示・ＳＤＳ交付の義務対象外で、危険性・有害性が把握されている
化学物質について、ラベル表示、ＳＤＳ交付を行っている事業場の割合を2025年までにそれぞれ80
％以上とする。

・リスクアセスメントの実施の義務対象外で、危険性又は有害性が把握されている化学物質について、
リスクアセスメントの実施事業場の割合を2025年までに80％以上とするとともに、リスクアセスメ
ント結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するための必要な措置を実施している事業場
の割合を2027年までに80％以上とする。

・熱中症災害防止のために暑さ指数を把握し活用している事業場の割合を2023年と比較して2027年ま
でに増加させる。

・転倒災害の発生状況や第三次産業の業界の実態に即した基本的労働災害防止対策の啓発ツール等の周知
を行うとともに、アプリ・動画等を活用した効率的・効果的な安全衛生教育ツールの普及を図る。

・「福島冬季転倒災害防止運動（転ばないでね︕）」実施要綱の周知を図る。
・「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛予防対策の促進を図る。
・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術（ノーリフトケア）や介護機器等の導入など腰痛予防対策
の普及を図る。

・「エイジフレンドリーガイドライン」の周知啓発を図る。
・事業者が実施する健康診断の情報を活用した労働者の健康保持増進の取組を推進するため、「事業場に
おける労働者の健康保持増進のための指針」（ＴＨＰ指針）の周知を図る。

・福島第一原子力発電所について、放射線防護措置等の作業計画の作成及び同計画に基づく作業を実施す
るよう徹底を図る。

・除染等業務等について、被ばく線量管理、保護具の着用、特別教育、健康診断及びその結果に基づく事
後措置等を実施するよう徹底を図る。

・トラックからの荷の積み卸し作業における墜落・転落防止対策の充実強化を内容とする改正労働安全衛
生規則の周知・指導を行う。

・「荷役作業における安全対策ガイドライン」の周知徹底を図るとともに、荷主事業者対策に取り組む。
・足場の点検の確実な実施、一側足場の使用範囲の明確化等、墜落・転落災害防止の充実強化を内容とす
る改正労働安全衛生規則の周知・指導を行う。

・機能安全を有する機械の活用により、現場の作業者が被災するリスクを低減させる取組を推進する。
・立木の伐倒時の措置、かかり木処理の禁止事項の徹底を図るとともに、下肢を保護する保護衣の着用や
木材伐出機械等の安全対策の徹底を図る。

・「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づく長時間労働の削減のための取組等を進める。
・健康経営の視点を含めたメンタルヘルス対策や産業保健活動に取り組む意義やメリットについて、経営
層に対する意識啓発の強化を図る。

・福島産業保健総合支援センター及び各地域産業保健センターを通じて、小規模事業場を中心とするメン
タルヘルス対策の取組を支援する。

・「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の周知啓発を図る。

・新たな化学物質規制に係る労働安全衛生関係法令について、円滑な実施のための周知を図るとともに、
ＳＤＳ等に基づくリスクアセスメント等の実施及びその結果に基づくばく露低減措置が適切に実施され
るよう丁寧な指導を行う。

・「石綿ばく露防止対策5か年計画」等に基づき、石綿ばく露防止対策の周知・指導を行う。
・「第10次粉じん障害防止総合対策」に基づき、呼吸用保護具の使用の徹底及び
適正な使用の推進等に取り組む。

・日本工業規格に適合した暑さ指数計や熱中症予防に効果的な機器・用品の普及を
図るとともに、「職場における熱中症予防基本対策要綱」の周知・指導を行う。

〇多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
・母国語に翻訳された教材や視聴覚教材を用いる等外国人労働者に分かりやすい方法で労働災害防止の
教育を行っている事業場の割合を2027年までに50％以上とする。

・外国人労働者への効率的・効果的な安全衛生教育のための手法の提示や、イメージしやすいデザインと
母国語表記を併せた標識を掲示する等、危険の「見える化」の促進を図る。

〇業種別の労働災害防止対策の推進

〇労働者の健康確保対策の推進

〇化学物質等による健康障害防止対策の推進

14次防の全文はこちら ↓
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社会福祉施設で働くみなさま

労働災害の現状

○高年齢ほど発生率が高い
○とくに女性で顕著
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社会福祉施設における
転倒災害千人率（性別・年齢別）

○他産業と比較して全世代で高い
○19歳以下では他の産業の約５倍！

災害の原因は「転倒」「動作の反動・無理な動作（腰痛等）」が半数以上！
その他は「墜落・転落」、「交通事故（道路）」、「激突」等も

近年、労働災害全体の件数は減少傾向にありますが、
社会福祉施設においては未だ増加傾向にあります

＜過去４年間の５月時点での死傷災害者数の推移＞

・令和元年の死傷者数は、
前年比５.２％増加

・令和２年５月の死傷者数は、
前年同期比８.８％増加

みなさんの職場は安全でしょうか？

社会福祉施設で昨年10,000人以上が労働災害にあっています
今一度、安全衛生対策を見直しましょう！（裏面へ）

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

動作の反動・無理な動作（腰痛等）
災害千人率（年齢別）

動作の反動・
無理な動作
（腰痛等）

転倒

（人）

（人）

過去４年間の死傷災害者数（休業４日以上）
及び死傷年千人率の推移

急増！
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労働災害の危険性は、日々の作業に潜んでいます
新規入職者はもちろん、経験年数が多い方も日頃の作業方法を見直しましょう

無理な体勢をしていませんか？
スライディングボードや

リフトの使用

腰に負担が
かからない姿勢

歩き方を工夫する
・前を向く

・斜め後ろから支える

床が濡れていたら
すぐに拭き取る

転倒の危険性はありませんか？

腰痛予防

気づかない間に
腰に負担が・・ 改善！

転倒予防

「職場の危険の見える化（小売業、飲食業、社会福祉施設）実践マニュアル」
（https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/mieruka.pdf）

「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
（エイジフレンドリーガイドライン）

（https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000623027.pdf）

改善！
思わぬところに

リスクが潜んでいます

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/mieruka.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000623027.pdf


 職場での腰痛により４日以上休業する方は年間4000人以上で、うち社会福祉施設では約1000人、 
医療保健業では約350人で合わせて３割を占めます。特に、社会福祉施設での腰痛発生件数は大きく  
増加しています。 
 看護･介護作業を行う者（以下「看護・介護者」）の腰痛予防に施設全体として取組むことは、 
看護･介護者の健康のみならず、看護・介護の対象となる人（以下「対象者」）の安全確保、看護・
介護の質の向上、人材確保にもつながるものです。  
 厚生労働省では「職場における腰痛予防対策指針」において、福祉・医療分野等における看護・ 
介護作業※も対象として、腰に負担の少ない介助方法などを示しています。 
 その概要を示しますので、各施設で組織的な腰痛予防対策の取組みをお願いします。 
   
   ※福祉・医療分野等における看護・介護作業には、高齢者介護施設、障害児者施設、保育所等の社会福祉施設、 
    医療機関、訪問看護・介護、特別支援学校での教育等における看護・介護作業等が含まれます。 
 
 
        
 ① 施設長等のトップが､腰痛予防対策に取組む方針を表明し、対策実施 
   組織を作りましょう。（→ポイント３） 
  
 ② 対象者ごとの具体的な看護・介護作業について、作業姿勢、重量などの 
       観点から、腰痛発生リスクを評価しましょう。（→ポイント１） 
  
 ③ 腰痛発生リスクが高い作業から優先的に、リスクの回避・低減措置を 
   検討し実施しましょう。健康管理、教育にも取組みましょう。 
   （→ポイント２） 
 
 
  ポイント１．腰痛発生に関与する要因の把握及びリスクの評価・見積り 
 
 腰痛の発生に関与する要因を把握し、看護・介護におけるそれぞれの介助作業について腰痛発生  
 のリスクを見積もる。 
 
（１） 腰痛発生に関与する要因として、対象者の要因、看護・介護者の個人的要因、福祉用具の 
   状況、作業姿勢・動作の要因（抱上げ、不自然・不安定な姿勢）、作業環境の要因（温湿度、 
   照明、段差、作業空間）などがある。 
    このうち、対象者の要因については、各施設で作成している日常生活動作（ADL）、介助 
   の程度などについての評価（アセスメント）シートを活用することができる。 
 
（２） 対象者ごとの一つ一つの看護・介護作業について、上記の腰痛発生要因を考慮しながら、 
   腰痛発生のリスクを「高い」「中程度」「低い」などと見積もる。 
      腰痛発生リスクの見積りは、できるだけ多くの作業について行うのがよいが、少なくとも、  
   重い腰痛の発生した作業や多くの労働者が腰痛を訴える作業については、もれなく対象とす 
       ること。   
    この際、腰痛予防対策チェックリスト（表1）を活用するとよい。 
    対象者それぞれについて、ADL・介助の程度などが異なるので、チェックリストは対象者 
   一人一人について作成する。 

社会福祉施設、医療施設を運営する事業主の皆さまへ 

看護・介護作業による腰痛を予防しましょう 

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 

腰痛予防対策のポイント 



                                              
  ポイント２．リスクの回避･低減措置の検討・実施  
 
ポイント１で評価したリスクの大きさや緊急性を考慮し、リスクの回避・低減の優先度を判断して、 
腰痛の発生要因に的確に対処するための次のような対策を検討・実施する。 

(1) 対象者の日常生活動作能力を把握し、介助への協力を得る 
   対象者が看護・介護者の手や手すりをつかむ、身体を近づけてくれるなど、可能な範囲で協力 
  してくれることにより、看護・介護者の負担は軽減される。 
(2) 福祉用具（機器・道具）を積極的に利用すること 
   スライディングシート、スライディングボード、リフト、スタンディングマシ－ン等を対象者 
  の状態に合わせて活用すること。 
(3) 作業姿勢・動作の見直し
   イ 抱上げ 
    原則として、人力による人の抱上げは行わず、介助が必要な場合にはリフトやスライディン 
     グボードなどを使用し、対象者に適した方法で移乗・移動介助を行うこと。 
   ロ 不自然な姿勢 
   不自然な姿勢による腰への負担を回避・改善するため、次のような改善方法をとること。 
  (ｲ) 対象者に体を近づけて作業する。 
  (ﾛ) ベッドや作業台等の高さを調節する。 
  (ﾊ) 靴を履かせるなどの低いところでの作業は、膝を曲げてしゃがむか片膝をつく。 
  (ﾆ) 対象者に対して看護・介護者が正面を向いて作業できるよう体の向きを変える。 
(4) 作業の実施体制 
  看護・介護者の数は適正に配置し、負担の大きい業務が特定の看護・介護者に集中しないよう 
 配慮すること。 
(5) 作業標準の策定 
   作業負担が小さく効率良く作業するための作業手順等をまとめた作業標準を作成すること。 
  作業標準は、介助の種類ごとに作成し、対象者の状態別に、作業手順、利用する福祉用具、人数、 
  役割分担などを明記する。ベッドから車いすへの移乗介助の手順例を第４面に示す。 
(6) 休憩、作業の組合せ 
   適宜、休憩時間を設け、その時間にはストレッチングや安楽な姿勢が取れるようにすること。 
  また、作業時間中にも、小休止・休息が取れるようにすること。 
(7) 作業環境の整備 
   イ 寒さや看護・介護者の体が濡れた場合の冷え等が腰痛の発生リスクを高めるため、作業に 
    適した温湿度に調節すること。また、作業場所等の形状が明瞭にわかるように、適切な照度 
    を保つこと。  

 
表1  「介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト」の記入例 



  
   ロ 通路及び各部屋には車いすやストレッチャー等の移動の障害となるような段差等を設けない 
        こと。 
       また、それらの移動を妨げないように、機器や設備の配置を考えること。 
   ハ 部屋や通路は、介助動作に支障がないように十分な広さを確保すること。また、介助に必要 
        な福祉用具は、出し入れしやすく使用しやすい場所に収納すること。 
   ニ 疲労からの回復を図れるよう、快適な休憩室や仮眠室を設けること。 
   ホ 対象者の家庭が職場となる訪問看護・介護では、腰痛予防の対応策への理解を得られるよう、 
    事業者が家族等に説明すること。 
(8) 健康管理 
   イ 健康診断 
     看護・介護者全員に対し、配置時及び定期的（６か月以内に１回）に腰痛の健康診断を行う 
    こと。 
       医師の意見を聴き、作業者の腰痛の状況・程度に応じて、作業体制・方法の改善、作業時間 
        の短縮などを検討する。特に長時間労働や夜勤に従事し、腰部に著しく負担を感じている者に 
        は、勤務形態の見直しなど就労上の措置を検討すること。 
   ロ 腰痛予防体操 
    筋疲労回復、柔軟性向上を目的として、ストレッチを中心とした腰痛予防体操を行うこと。 
(9) 労働衛生教育等 
   イ 腰痛予防のための教育・訓練 
       看護・介護者に対して、腰痛の発生要因と回避・低減措置（腰部への負担の少ない看護・介 
        護技術、福祉用具の使用方法等）について定期的に教育･訓練を行うこと。 
   ロ 協力体制 
       腰痛を有する看護・介護者及び腰痛による休業から職場復帰する者に対して、組織的に支援 
        できるようにすること。 
 
   ポイント３．腰痛予防対策実施組織 
  
 組織内に腰痛予防対策チームを設置し、腰痛予防のためのリスクの評価と低減、看護・介護者 
 への教育活動などを行う。    
               
   社会福祉施設・医療施設で腰痛予防の取組みを進めるためには、院長・施設長等のトップが腰痛 
  予防対策に取り組む方針を表明し、看護部門、介護部門等が腰痛予防に取り組む明確な意志を持ち、
継続した活動と活動経験の蓄積が必要である。そのため、衛生委員会の下に腰痛予防対策チームを
編成して、リスクアセスメントの実施、リスク低減策の立案とその評価、福祉用具の使用に関する
研修その他全員に対する教育などの活動に取り組むこと。（下図参照）  

 
  
 
  

腰痛予防対策実施組織図の例 

院長・施設長 

衛生委員会 産業医 

腰痛予防対策チーム 

○腰痛予防リーダー 
  フロア・病棟（ユニット）リーダー 
  衛生管理者等産業保健スタッフ 



介護腰痛　チェックリスト 検索

腰痛予防指針 検索

無料　腰痛予防 検索

もっと詳しく 
 
介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト 
  
職場における腰痛予防対策指針          
 
看護・介護従事者の腰痛予防対策講習会（中災防︓無料）          

作成︓ 中央労働災害防止協会 
   平成26年度厚生労働省委託事業「第三次産業労働災害防止対策支援事業(保健衛生業)」受託事業者 

 
 
 
 
 
まず、対象者に車椅子移乗を説明し、同意を得るとともに協力を依頼する。協力を得る

ことで、看護・介護者の負担が軽減できる。 
 

１ 床頭台等のベッド周りの備品をベッドから離したり、ベッドをずらしたりして、必要な作業空間 
 を確保する。 

２ 車椅子の移乗方向の足台を取り外し、ベッドサイドにぴったりと横付けし、ブレーキをかける。 

３ ベッドの高さ調節を行い、移乗先の方が数cm低くなるようにする。ベッドから車椅子の場合はベ 

 ッドを上げ、逆に車椅子からベッドの場合はベッドを下げる。 

４ 車椅子の肘掛を跳ね上げる。 

５ 看護・介護者は、対象者の前方に向かい合い、移乗方向側の対象者の臀部の下にボードの一端を 

 座骨結節が乗るまで差し込む。対象者の上体を移乗方向と反対側に傾けると、臀部が浮き差し込み 

 やすくなる。必ず、対象者の、傾ける側の身体を支えながら行うようにする。 

６ ボードの反対側を移乗先に置く（15cm程度はかかるように）。 

７ 看護・介護者は、対象者の前方で、車椅子とベッドにかかったボードに向き合うようにして、腰 

 を落として低い姿勢をとる。このとき、移乗先側の片膝をつくと、腰の負担が減る。 

８ 看護・介護者は、対象者の体幹が前方に軽く屈曲するように誘導する。対象者が腕や上体を軽く 

 看護・介護者に預けるようにすると、身体が前に傾く。対象者の座位保持が不安定な場合は、移乗 

 先の手すりまたは肘掛けを片手で持つように誘導してもよい。 

９ 看護・介護者は、移乗先と反対側の手で、被介助者の横臀部を進行方向に軽く押して、臀部を移 

 乗先に移らせる。 

10 対象者の臀部が完全に移乗先に乗ったら、ボードを外し、体幹がまっすぐ立つように誘導する。 

 移乗先が車椅子の場合は、肘掛けを定位置に下げるのを忘れないこと。 

11 車椅子シートに深く座るための介助 

  対象者の体幹をやや前傾した状態で、左右交互に傾けて荷重を片側の臀部にかけ、次に荷重がか 

 かっていない臀部の膝を車椅子背もたれ方向へ押すことで深く座ることができる。滑りにくい座面 

 の場合は、片側のみスライディングシートを座面に敷き、同様に膝を押すことで滑りやすくなり深 

 く座ることができる。  

 
 
 
 
 

 

作業標準の例 
スライディングボードを用いたベッドから車椅子への移乗 
（自力での横移動が困難な対象者を移乗介助する場合の手順例） 

 



60歳以上

女性

43%
50代女性

28%

40代女性

10%

60歳以上男性

5%

30代女性

4%

20代女性

3%

介護の現場における転倒災害の発生時点

移動中
70.4%

作業中
29.6%

凍結した通路等で滑って転倒（24％）
 従業員用通路の除雪・融雪。凍結しやすい箇所には融雪マットを設置する（★）

こぼれていた水、洗剤、油等（人為的なもの）により滑って転倒（21％）
 水、洗剤、油等がこぼれていることのない状態を維持する。
（清掃中エリアの立入禁止、清掃後乾いた状態を確認してからの開放）

浴室等の水場で滑って転倒（23％）
 防滑床材の導入、摩耗している場合は施工し直す（★）
 滑りにくい履き物を使用させる
 脱衣所等隣接エリアまで濡れないよう処置

雨で濡れた通路等で滑って転倒（11％）
 雨天時に滑りやすい敷地内の場所を確認し、防滑処置等の対策を行う
 送迎・訪問先での濡れた場所での転倒防止の注意喚起

利用者の車椅子、シルバーカー、杖などにつまずいて転倒（８％）
 介助の周辺動作のときも焦らせない
介助のあとは“一呼吸置いて”から別の作業へ

通路の段差につまずいて転倒（15％）
 事業場内の通路の段差の解消（★）、「見える化」
 送迎先・訪問先での段差等による転倒防止の注意喚起

作業場や通路以外の障害物（車止めなど）につまずいて転倒（７％）
 適切な通路の設定
 敷地内駐車場の車止めの「見える化」

設備、家具などに足を引っかけて転倒（12％）
 設備、家具等の角の「見える化」

何もないところでつまずいて転倒、足がもつれて転倒（33％）
 転倒や怪我をしにくい身体づくりのための運動プログラム等の導入（★）
 走らせない、急がせない仕組みづくり

転倒時の類型

主な原因と対策

 一般に加齢とともに身体機能が低下し、転倒しやすくなります
→「転びの予防 体力チェック」「ロコチェック」をご覧ください

 特に女性は加齢とともに骨折のリスクも著しく増大します
→対象者に市町村が実施する「骨粗鬆症検診」を受診させましょう

 現役の方でも、たった一度の転倒で寝たきりになることも
→「たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こりやすい
箇所は︖」（内閣府ウェブサイト）

中央労働災害
防止協会

転倒予防セミナー

社会福祉施設の転倒災害による平均休業
日数（※労働者死傷病報告による休業見込日数）

44日
職場３分

エクササイズ

コードなどにつまずいて転倒（５％）
 労働者や利用者の転倒原因とならないよう、電気コード等の引き回しのルールを設定し、
労働者に徹底させる

社会福祉施設における転倒災害の態様

• 骨折（約70％）
• 打撲
• じん帯損傷
• 捻挫
• 外傷性くも膜下出血

つまずき
40%

歩行中バランス崩し・もつれ
5%

滑り
31%

他人とぶつかった、
他人に押された

（被介助者の転倒含む）
5%

荷物や介助作業によってバランスを崩した
4%

踏み外し
1%

車椅子、台車の操作を失敗
2%

立ち上がり時バランス崩し
1%

貧血、意識消失等
1%

物・他人・動物をよけようとして
バランスを崩した

1%

障害物を乗り越えるのを失敗した
1% 環境によるバランス崩し

1%

その他の転び方
4% 転倒モード不明

3%

社会福祉施設における転倒災害発生件数の推移

社会福祉施設における転倒災害被災者の
性別・年齢別内訳

4,336

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
（なし）

「つまずき」等による転倒災害の原因と対策

「滑り」による転倒災害の原因と対策

（★）については、高年齢労働者の転倒災害防止のため、中小企業事業者は
「エイジフレンドリー補助金」（補助率１/２、上限100万円）を利用できます

介護労働者の転倒災害（業務中の転倒による重傷）を
防止しましょう

50歳以上を中心に、転倒による骨折等の労働災害が増加し続けています
事業者は労働者の転倒災害防止のための措置を講じなければなりません

転倒災害（休業４日以上）の発生状況（令和３年）

（R５)厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

転倒リスク・骨折リスク

転倒災害が起きているのは
移動のときだけではありません

転びの予防
体力チェック

ロコチェック

内閣府ウェブサイト

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

中小事業者は、無料で安全衛生の専門家のアドバイスが受けられます
エイジフレンドリー補助金 中小規模事業場

安全衛生サポート事業



1. 何もないところでつまずく、足がもつれて転倒
• 人は加齢とともに転びやすくなります。自分は大丈夫だろうと思わず、転んで
骨折するかもしれないという意識を持って歩行や作業をしてください。

• 走らないようにしましょう。
2. 段差、家具等につまずいて転倒（見えていない）

• 前をよく見て歩行、作業しましょう。
• 事業場内の危ない箇所は「見える化」等の対策をしましょう。

3. 浴室、脱衣所等の水場で滑って転倒
4. こぼれていた水、洗剤等で滑って転倒（見えていない）

• よく見て歩行、作業しましょう。
• 見つけたらほかの労働者の転倒防止のためにもすぐに拭きとりましょう。
• 水拭き等の後は、乾くまで他の労働者が入らないようにしましょう。

5. 雪、雨で滑って転倒
• 送迎や訪問介護時も含め、積雪・降雨時の歩行や作業に注意しましょう。

これらは介助中の転倒より多く、単独作業や移動中の油断や焦りが
転倒による大怪我と長期休業につながっています。

移動中

70.4%
作業中

29.6%

社会福祉施設における転倒災害発生件数の推移

60歳以上

女性

43%50代女性

28%40代女性

10%

60歳以上男性

5%

30代女性

4%

20代女性

3%

社会福祉施設における転倒災害被災者の性別・年齢別内訳

4,336

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

転倒災害（業務中の転倒による重傷、休業４日以上）の発生状況（令和３年）

転倒災害（業務中の転倒による大怪我）に注意しましょう
介護の現場で働く皆さまへ

加齢等による転倒リスク・骨折リスク

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 （R５)

介護労働者の転倒災害 ※の主な要因（労働者死傷病報告より）
※訪問介護や送迎先での転倒災害も含む

ロコチェック 内閣府
ウェブサイト

社会福祉施設における
転倒による怪我の態様
• 骨折（約70％）
• 打撲
• じん帯損傷
• 捻挫
• 外傷性くも膜下出血

社会福祉施設の
転倒災害による
平均休業日数
44日
※ 労働者死傷病報告

（休業４日以上）に
よる休業見込日数

介護の現場における転倒災害の発生時点

転倒災害が起きているのは
移動の時だけではありません

 一般に加齢とともに身体機能が低下し、転倒しやすくなります →「ロコチェック」
 現役の方でも、たった一度の転倒で寝たきりになることも→「たった一度の転倒で寝
たきりになることも。転倒事故の起こりやすい箇所は︖」（内閣府ウェブサイト）

 特に女性は加齢とともに骨折のリスクも著しく増大します
→対象者は市町村が実施している「骨粗鬆症健診」を受診しましょう

50歳以上を中心に、転倒による骨折等の労働災害が増加し続けています。
転倒災害は、被災しないよう労働者自身が注意することも必要です。



厚生労働省では「STOP︕転倒災害プロジェクト」を推進しています。
具体的な対策はこちらをチェック︕

転倒によるケガの約６割が休業１か月以上のケガです︕︕

▶ 転倒災害は、大きく３種類に分けられます。
皆さまの職場にも似たような危険はありませんか︖

STOP︕ 転倒 検 索

滑り つまずき 踏み外し

作業場所の
整理整頓
1 作業場所の

清掃
2 毎日の

運動
3

転倒による労働災害は最も多く、全体の約25％

ＳＴ Ｐ︕転倒災害

つの！



あなたの職場は大丈夫︖

チェック項目

１ 通路、階段、出口に物を放置していませんか

２
床の水たまりや氷、油、粉類などは放置せず、
その都度取り除いていますか

３
通路や階段を安全に移動できるように十分な明る
さ（照度）が確保されていますか

４
靴は、すべりにくくちょうど良いサイズのものを
選んでいますか

５
転倒しやすい場所の危険マップを作成し、周知し
ていますか

６
段差のある箇所や滑りやすい場所などに、注意を
促す標識をつけていますか

７
ポケットに手を入れたまま歩くことを
禁止していますか

８
ストレッチや転倒予防のための運動を取り入れて
いますか

９ 転倒を予防するための教育を行っていますか

チェックの結果は、いかがでしたか︖
問題のあったポイントが改善されれば、きっと作業効率も上がって働きやすい職
場になります。どのように改善するか「安全委員会」などで、全員でアイディア
を出し合いましょう︕

転倒の危険をチェックしてみましょう︕



日本プロテクティブスニーカー協会

転倒予防のために
適切な「靴」を選びましょう

職場での にご注意ください︕

甲部の締まり
つま先の余裕

前後左右の
ずれなし

踵の当た
りなし

靴と足はフィットして
いますか︖
足に合った靴は疲労の
軽減、事故の防止に
つながります。

屈曲しやすい 屈曲しにくい

親指から小指の
付け根を適度に
曲げられますか︖
靴の屈曲性が悪いと、疲労の蓄積、擦り足になり
やすく、つまずきの原因となります。

靴の前後の重さの
バランスは
とれていますか︖
靴の重量がつま先部に偏っていると、歩行時につ
ま先部が上がりにくく、つまずきやすくなります。

サイズ 屈曲性

つま先から床面
まで一定の高さ
がありますか︖
つま先の高さが低いと、ちょっとした段差につま
ずきやすくなります。

つま先部の高さ つま先が高い つま先が低い

靴底がすり減って
いませんか︖
靴底の減りが大きい
靴は、滑りやすくなります

靴底の減り具合 靴底の凹凸あり 靴底の凹凸が減少

靴の滑りにくさを確認していますか︖
耐滑性を有する靴は、以下の箇所で確認できます。

■安全靴の場合
個装箱のJISマーク
表示の近くに「F1」
または「F2」の表示
があるか確認してください。

■プロスニーカーの場合
靴のべろ裏面の表示に、
耐滑性のピクト表示が
あるかを確認してださい。

耐滑性の有無

その他の性能 ■かかと部の衝撃
エネルギー吸収性
かかとのクッション
性に関係し、かかと部の
疲労防止性能

■耐踏抜き性
釘などの鋭利なもの
から足裏を防護する
性能

■静電気帯電防止性
静電気帯電による放電着火
の防止と低電圧で
の靴底からの感電
防止性能

ＳＴＯＰ︕転倒災害プロジェクト
厚生労働省と労働災害防止団体は、労働災害のうちで最も件数が多い
「転倒災害」を減少させるため、「ＳＴＯＰ︕転倒災害プロジェクト」
を推進しています。

検 索

重量バランス つま先が重い



先芯がいらない作業環境で使用する耐滑靴の探し方

会社名 電話番号 関連商品URL
弘進ゴム株式会社 022-214-3021 https://www.kohshin-grp.co.jp/FormMail/shoes/
株式会社シモン 0120-345-092 https://www.simon.co.jp/contact/
日進ゴム株式会社 086-243-2456 http://www.nisshinrubber.co.jp/contact/index.html
株式会社ノサックス 082-425-3241 www.nosacks.co.jp
株式会社丸五 086-428-0232 https://www.marugo.ne.jp
ミズノ株式会社 0120-320-799 https://sports-service.mizuno.jp/btob_service
ミドリ安全株式会社 03-3442-8293 https://midori-fw.jp/

作業時に着用する靴の安全性は、作業環境の状況に応じて決められています。
先芯（安全性を確保するために靴のつま先部分に入れる）を履く必要がない作業環境の場合
でも、耐滑靴を着用しなければならないことがあります。
その場合、先芯入りの安全靴やプロスニーカーであれば、靴の表示で耐滑性を確認できます
が、先芯入りでない靴は表示で耐滑性を確認することができません。
その場合は下記のメーカーへご相談ください。
職場の状況に適合する靴を紹介できるよう、以下の項目を参考に職場の作業環境等もご説明ください。

詳しくはメーカーや販売店にご相談ください
耐滑靴取り扱い店・メーカー

■作業中や作業後に水を取り扱うこと
ことがあるか
水を取り扱う場合、靴の表面素材は
人工皮革製・ゴム製が最適です

■作業中に重量物を取り扱うことが
あるか
重量物を取り扱う場合、安全靴を着用
してください

■滑りが発生する場合の状況
滑りが起きた状況によって
対策が変わります
（例）
･物につまづいた
→運搬と通路改善

･濡れた床で滑った
→水･油用耐滑靴検討

･凍結路面で滑った
→氷用耐滑靴検討

■床の材質
塗り床／タイル／カーペット等
床の材質で適合する靴底が変わります

https://www.kohshin-grp.co.jp/FormMail/shoes/
https://www.simon.co.jp/contact/
http://www.nisshinrubber.co.jp/contact/index.html
https://www.marugo.ne.jp
https://sports-service.mizuno.jp/btob_service
https://midori-fw.jp/


厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

エイジフレンドリーガイドライン
（高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン）

体力に自信がない人や仕事に慣れていない人
を含めすべての働く人の労働災害防止を図る
ためにも、職場環境改善の取組が重要です。

厚生労働省では、令和2年3月に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
（エイジフレンドリーガイドライン。以下「ガイドライン」）を策定しました。

働く高齢者の特性に配慮したエイジフレンドリーな職場を目指しましょう。

＜年齢別死傷災害発生状況（休業４日以上）＞
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＜年齢別・男女別の労働災害発生率 2018年＞

出典︓労働力調査、労働者死傷病報告
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■男性、 女性

働く高齢者が増えています。60歳以上の雇用者数は過去10年間で1.5倍に増加。特に商業や保健衛生業
をはじめとする第三次産業で増加しています。
こうした中、労働災害による死傷者数では60歳以上の労働者が占める割合は26％（2018年）で増加傾

向にあります。労働災害発生率は、若年層に比べ高年齢層で相対的に高くなり、中でも、転倒災害、墜
落・転落災害の発生率が若年層に比べ高く、女性で顕著です。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19歳以下
20~29歳
30~39歳
40~49歳
50~59歳
60~69歳
70歳以上

１週間未満 １週間以上 ２週間以上 １か月以上 ２か月以上

＜年齢別の休業見込み期間の長さ＞

このガイドラインは、雇用される高齢者を対象としたものですが、請負契約により高齢者を就業させることの
ある事業者においても、請負契約により就業する高齢者に対し、このガイドラインを参考として取組を行って
ください。

高齢者は身体機能が低下すること等により、
若年層に比べ労働災害の発生率が高く、休業も
長期化しやすいことが分かっています。

※労働者1000人当たりの死傷災害（休業４日以上）の発生件数



経営トップ
方針表明
経営トップ
方針表明

労働者の意見を聴く機会や
労使で話し合う機会

労働者の意見を聴く機会や
労使で話し合う機会

担当者・組織
の指定

担当者・組織
の指定

体制

危険源の特定等のリスクアセスメントと対策の検討

身体機能を補う 設備・装置の導入
（災害の頻度や重篤度を低減させるもの）

働く高齢者の特性を考慮した作業管理

健康診断

健診後の就業上の措置（労働時間短縮、
配置転換、療養のための休業等）

安
全
衛
生
教
育

安全で健康に働く
ための体力チェック

体力づくりの
自発的な取組の促進

措置予防 把握・気づき

体力や健康状況に適合する業務の提供

運動習慣、食習慣等の
生活習慣の見直し

メンタルへルス対策
(セルフケア・ラインケア等)

具体的取組

ストレスチェック
①個人、②集団分析

作業前の体調チェック

健診後の面接指導、保健指導

身体機能を補う 設備・装置の導入
（本質的に安全なもの）

危険箇所、危険作業
の洗い出し

職場環境の改善等のメンタルへルス対策

低体力者への体力維持・向上に向けた指導

健康維持と体調管理

ガイドラインの概要

このガイドラインは、高齢者を現に使用している事業場やこれから使用する予定の事業場で、
事業者と労働者に求められる取組を具体的に示したものです。全文はこちら→

事業者に求められる事項

事業者は、以下の１〜５について、高年齢労働者の就労状況や業務の内容等の実情に応じ、
国や関係団体等による支援も活用して、実施可能な労働災害防止対策に積極的に取り組むよ
うに努めてください。

場
の
リ
ス
ク

人
の
リ
ス
ク

事業場における安全衛生管理の基本的体制と具体的取組の体系を図解すると次のようになります。

考慮事項
・高年齢労働者が、職場で気付いた労働安全衛生に関するリスクや働く上で負担に感じてい
ること、自身の不調等を相談できるよう、社内に相談窓口を設置したり、孤立することな
くチームに溶け込んで何でも話せる風通しの良い職場風土づくりが効果的です

１ 安全衛生管理体制の確立

ア 経営トップによる方針表明と体制整備
・企業の経営トップが高齢者労働災害防止対策に取り組む方針を表明します
・対策の担当者や組織を指定して体制を明確化します
・対策について労働者の意見を聴く機会や、労使で話し合う機会を設けます

令和2年3月16日付け基安発0316第１号
「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインの策定について」

イ 危険源の特定等のリスクアセスメントの実施
・高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害発生リスクについて、災害事例やヒヤリ
ハット事例から洗い出し、対策の優先順位を検討します

・リスクアセスメントの結果を踏まえ、２以降の具体的事項を参考に取組事項を決定します

考慮事項
・職場改善ツール「エイジアクション100」のチェックリストの活用も有効です→
・必要に応じフレイルやロコモティブシンドロームについても考慮します

※フレイル︓加齢とともに、筋力や認知機能等の心身の活力が低下し、生活機能障害や要介護状態等の危険性が高くなった状態
※ロコモティブシンドローム︓年齢とともに骨や関節、筋肉等運動器の衰えが原因で「立つ」、「歩く」といった機能（移動機能）が低下している状態

・社会福祉施設、飲食店等での家庭生活と同様の作業にもリスクが潜んでいます



２ 職場環境の改善

(1) 身体機能の低下を補う設備・装置の導入（主としてハード面の対策）
・高齢者でも安全に働き続けることができるよう、施設、設備、装置等の改善を検討し、
必要な対策を講じます

・以下の例を参考に、事業場の実情に応じた優先順位をつけて改善に取り組みます

その他の例
・床や通路の滑りやすい箇所に防滑素材（床材や階段用シー
ト）を採用する
・熱中症の初期症状を把握できるウェアラブルデバイス等の
IoT機器を利用する
・パワーアシストスーツ等を導入する
・パソコンを用いた情報機器作業では、照明、文字サイズの
調整、必要な眼鏡の使用等により作業姿勢を確保する 等

通路を含め作業場所の
照度を確保する

対策の例

階段には手すりを設け、可能
な限り通路の段差を解消する

防滑靴を利用させる

水分・油分を放置せず、
こまめに清掃する

解消できない危険箇所
に標識等で注意喚起

警報音等は聞き取りやすい
中低音域の音、パトライト
等は有効視野を考慮

涼しい休憩場所を整備し、通気
性の良い服装を準備する

不自然な作業姿勢をなくすよう作業台の高さや作業
対象物の配置を改善する

リフト、スライディングシート等
を導入し、抱え上げ作業を抑制

例えば
戸口に
段差が
ある時

ガイドラインの概要



３ 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

(1) 健康状況の把握
・労働安全衛生法で定める雇入時および定期の健康診断を確実に実施します
・その他、以下に掲げる例を参考に、高年齢労働者が自らの健康状況を把握できるような
取組を実施するよう努めます

取組の例
・労働安全衛生法で定める健康診断の対象になら
ない者が、地域の健康診断等（特定健康診査
等）の受診を希望する場合、勤務時間の変更や
休暇の取得について柔軟に対応します

・労働安全衛生法で定める健康診断の対象になら
ない者に対して、事業場の実情に応じて、健康
診断を実施するよう努めます

(2) 高年齢労働者の特性を考慮した作業管理（主としてソフト面の対策）
・敏捷性や持久性、筋力の低下等の高年齢労働者の特性を考慮して、作業内容等の見直し
を検討し、実施します

・以下の例を参考に、事業場の実情に応じた優先順位をつけて改善に取り組みます

対策の例
＜共通的な事項＞
・事業場の状況に応じて、勤務形態や勤務時間を工夫
することで高年齢労働者が就労しやすくします
（短時間勤務、隔日勤務、交替制勤務等）

マニュアル

○○○
○○○
○○○

・ゆとりのある作業スピード、無理のない作業姿勢等に
配慮した作業マニュアルを策定します

・注意力や集中力を必要とする作業について作業時間を考慮します
・身体的な負担の大きな作業では、定期的な休憩の導入や作業休止時間
の運用を図ります

＜暑熱な環境への対応＞
・一般に年齢とともに暑い環境に対処しにくくなるので、意識的な水分補給を推奨します
・始業時の体調確認を行い、体調不良時に速やかに申し出るよう日常的に指導します
＜情報機器作業への対応＞
・データ入力作業等相当程度拘束性がある作業では、個々の労働者の特性に配慮した無理の
ない業務量とします

夜勤の勤務時間見直しによる業務分散の例

見直し

夜勤日勤 日勤見直し前

夜勤日勤 日勤見直し後 夕勤

夕食介助 体位変換 朝食介助夜間排泄介助

16:30 21：00 9：30

離床介助 離床介助臥床介助

ガイドラインの概要



体力チェックの一例 詳しい内容は→体力チェックの一例 詳しい内容は→

(2) 体力の状況の把握
・高年齢労働者の労働災害を防止する観点から、事業者、高年齢労働者双方が体力の状
況を客観的に把握し、事業者はその体力にあった作業に従事させるとともに、高年齢
労働者が自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、主に高年齢労働者を対象とした
体力チェックを継続的に行うよう努めます

・体力チェックの対象となる労働者から理解が得られるよう、わかりやすく丁寧に体力
チェックの目的を説明するとともに、事業場における方針を示し、運用の途中で適宜
その方針を見直します

対策の例
・加齢による心身の衰えのチェック項目（フレイルチェック）等を導入します
・厚生労働省作成の「転倒等リスク評価セルフチェック票」等を活用します
・事業場の働き方や作業ルールにあわせた体力チェックを実施します。この場合、安全作業
に必要な体力について定量的に測定する手法と評価基準は、安全衛生委員会等の審議を踏
まえてルール化するようにします

考慮事項
・体力チェックの評価基準を設ける場合は、合理的な水準に設定し、安全に行うために必要
な体力の水準に満たない労働者がいる場合は、その労働者の体力でも安全に作業できるよ
う職場環境の改善に取り組むとともに、労働者も必要な体力の維持向上の取組が必要です。

(3) 健康や体力の状況に関する情報の取扱い
健康情報等を取り扱う際には、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者

が講ずべき措置に関する指針」を踏まえた対応が必要です。
また、労働者の体力の状況の把握に当たっては、個々の労働者に対する不利益な取扱いを防ぐため、

労働者自身の同意の取得方法や情報の取扱方法等の事業場内手続について安全衛生委員会等の場を活
用して定める必要があります。

ガイドラインの概要



(1) 高年齢労働者に対する教育
・高齢者対象の教育では、作業内容とリスクについて理解させるため、時間をかけ、写
真や図、映像等の文字以外の情報も活用します

・再雇用や再就職等により経験のない業種、業務に従事する場合、特に丁寧な教育訓練を
行います

４ 高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

(1) 個々の高年齢労働者の健康や体力の状況を踏まえた措置
脳・心臓疾患が起こる確率は加齢にしたがって徐々に増加するとされ
ており、高年齢労働者については基礎疾患の罹患状況を踏まえ、労働
時間の短縮や深夜業の回数の減少、作業の転換等の措置を講じます

考慮事項
・業務の軽減等の就業上の措置を実施する場合は、高年齢労働者に状況を確認して、十分な
話合いを通じて本人の了解が得られるよう努めます

(2) 高年齢労働者の状況に応じた業務の提供
健康や体力の状況は高齢になるほど個人差が拡大するとされており、個々の労働者の状況
に応じ、安全と健康の点で適合する業務をマッチングさせるよう努めます

考慮事項
・疾病を抱えながら働き続けることを希望する高齢者の治療と仕事の両立を考慮します
・ワークシェアリングで健康や体力の状況や働き方のニーズに対応することも考えられます

(3) 心身両面にわたる健康保持増進措置
・「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」や「労働者の心の健康の保持増
進のための指針」に基づく取組に努めます

・集団と個々の高年齢労働者を対象として身体機能の維持向上に取組むよう努めます
・以下の例を参考に、事業場の実情に応じた優先順位をつけて取り組みます

対策の例
・フレイルやロコモティブシンドロームの予防を意識した健康づくり活動を実施します
・体力等の低下した高年齢労働者に、身体機能の維持向上の支援を行うよう努めます
例えば、運動する時間や場所への配慮、トレーニング機器の配置等の支援を考えます

・健康経営の観点や、コラボヘルスの観点から健康づくりに取り組みます

５ 安全衛生教育

(2) 管理監督者等に対する教育
・教育を行う者や管理監督者、共に働く労働者に対しても、高年齢労働者に特有の特徴と
対策についての教育を行うよう努めます

考慮事項
・身体機能の低下によるリスクを自覚し、体力維持や生活習慣の改善の必要性を理解するこ
とが重要です
・サービス業に多い軽作業や危険と感じられない作業でも、災害に至る可能性があります
・勤務シフト等から集合研修が困難な事業場では、視聴覚教材を活用した教育も有効です

転倒・腰痛防止視聴覚教材
～転倒・腰痛予防！「いきいき健康体操」～（動画）

他

ガイドラインの概要



国による支援等（令和５年度）

労働者に求められる事項
生涯にわたり健康で長く活躍できるようにするために、一人ひとりの労働者は、事業者が実施する取り
組みに協力するとともに、自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、自らの健康づくりに積極的
に取り組むことが必要です。
個々の労働者が、自らの身体機能の変化が労働災害リスクにつながり得ることを理解し、労使の協力の
下、以下の取り組みを実情に応じて進めてください。

ストレッチの例
「介護業務で働く人のための腰痛予防の
ポイントとエクササイズ」より

ガイドラインの概要

高齢者が安心して安全に働くための職場環境の整備等に要する費用を補助します。ぜひご活用ください。
エイジフレンドリー補助金 申請受付期間（令和５年６月12日〜令和５年11月20日）

・自らの身体機能や健康状況を客観的に把握し、健康や体力の維
持管理に努めます

・法定の定期健康診断を必ず受けるとともに、法定の健康診断の
対象とならない場合には、地域保健や保険者が行う特定健康診
査等を受けるようにします

・体力チェック等に参加し、自身の体力の水準を確認します
・日ごろからストレッチや軽いスクワット運動等を取り入れ、基
礎的体力の維持に取り組みます

・適正体重の維持、栄養バランスの良い食事等、食習慣や食行動
の改善に取り組みます

高年齢労働者の労働災害防止対策コース コラボヘルスコース

対
象
事
業
者

（１）労災保険加入している
（２）中小企業事業者（定義は次頁参照）
（３）高年齢労働者（６０歳以上）を常時

１名以上雇用し、対象の高年齢労働者
が対策を実施する業務に就いている

（１）労災保険加入している
（２）中小企業事業者（定義は次頁参照）
（３）労働者を常時１名以上雇用している

補
助
対
象

高年齢労働者にとって危険な場所や負担の大きい
作業を解消する取組に要した経費（機器の購入・
工事の施工等）

コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取
組に要した経費

補
助
率

１／２ ３／４

上
限
額

１００万円
（消費税を除く）

３０万円
（消費税を除く）

注
意
事
項

※２コース併せての上限額は１００万円です。２コース併せた申請の場合は、必ず２コース
同時に申請してください （月を変えて別々の申請はできません）。

※この補助金は、事業場規模、高年齢労働者の雇用状況等を審査の上、交付を決定します。
全ての申請者に交付されるものではありません。

※補助の具体的な条件、応募手続き等の詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

好事例を参考にしましょう
取り組み事例を参考にして、自らの事業場の課題と対策を検討してください。
■厚生労働省ホームページ
（先進企業）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000156041.html
（製造業） https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/1003-2.html

■独立行政法人高齢・ 障害・求職者雇用支援機構ホームページ
http://www.jeed.go.jp/elderly/data/statistics.html

先進企業 製造業

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000156041.html
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/1003-2.html
http://www.jeed.go.jp/elderly/data/statistics.html


高齢者の安全衛生対策について個別に相談したいときは

労働災害防止団体が中小規模事業場に対して、安全衛生に関する知識・経験豊富な専門職員を派遣して、
高年齢労働者対策を含めた安全衛生活動支援を無料で行います。

現場確認
専門職員が２時間程度で現場確認とヒアリングを行い、
事業場の安全衛生管理状況の現状を把握します。

結果報告
専門職員が現場確認の結果を踏まえたアドバイスを行います。
転倒、腰痛、墜落・転落災害の予防のアドバイスを行います。
現場巡視における目の付け所のアドバイスを行います。
災害の芽となる「危険源」を見つけ、リスク低減の具体的方法をお伝えします。

中小規模事業場 安全衛生サポート事業 個別支援

労働災害防止団体 問い合わせ先
・中央労働災害防止協会
・建設業労働災害防止協会
・陸上貨物運送事業労働災害防止協会
・林業・木材製造業労働災害防止協会
・港湾貨物運送事業労働災害防止協会

技術支援部業務調整課
技術管理部指導課
技術管理部
教育支援課
技術管理部

03-3452-6366 （製造業等関係）
03-3453-0464 （建設業関係）
03-3455-3857 （陸上貨物運送事業関係）
03-3452-4981 （林業・木材製造業関係）
03-3452-7201 （港湾貨物運送事業関係）

労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントは、厚生労働大臣が認めた労働安全・労働
衛生のスペシャリストです。事業者の求めに応じて事業場の安全衛生診断等を行います。

【問い合わせ先】 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
電話︓03-3453-7935 ホームページ︓https://www.jashcon.or.jp/contents/

労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントによる安全衛生診断

有料

高年齢労働者の労働災害防止対策についての情報は
厚生労働省ホームページに掲載しています

（Ｒ５．１０）

業種 常時使用する
労働者数

資本金又は
出資の総額

小売業 小売業、飲食店、持ち帰り配達飲食サービス業 ５０人以下 ５,０００万円以下

サービス業 医療・福祉、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、情報サービ
ス業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など １００人以下 ５,０００万円以下

卸売業 卸売業 １００人以下 １億円以下

その他の業種 製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業
など ３００人以下 ３億円以下

※ 労働者数または資本金等のいずれか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。
※ 医療・福祉法人は原則資本金がありません。労働者の人数のみでの判断となります。

中小企業事業者の範囲
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　「エイジアクション 100」は、高年齢労働者の安全と健康確保のための 100 の取組（エ

イジアクション）を盛り込んだチェックリストを活用して、職場の課題を洗い出し、改善

に向けての取組を進めるための「職場改善ツール」です。

「エイジアクション 100」の特設サイト

（アドレス：http://www.jisha.or.jp/research/ageaction100/index.html）

　中央労働災害防止協会では、「エイジアクション 100」の特設サイトを設けています。

　高年齢労働者の安全と健康確保のための職場改善を効果的に進めるための参考情報（下

記の資料等）を掲載（平成 30 年６月現在）していますので、ご活用ください。

１　高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト（エクセルシート）

２　高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリストの解説（ＰＤＦ）

３　高年齢労働者の労働災害の発生状況（ＰＤＦ）

４　加齢に伴う身体・精神機能の状況（ＰＤＦ）

５　高年齢労働者の安全と健康確保のための職場改善計画（エクセルシート）

６　高年齢労働者の安全と健康確保に役立つパンフレット等のリスト（ＷＥＢとリンク）

７　「生涯現役社会の実現につながる高年齢労働者の安全と健康確保のための職場改善に

向けて」の報告書（ＰＤＦ）

1
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Ⅰ　はじめに

１　現在、我が国においては、少子・高齢化の進展に伴って、生涯現役社会の実現が求めら

れており、高年齢労働者（50 歳以上、以下同じ。）のこれまでに蓄積した知識や経験等を

活かし、積極的に活躍できる機会を提供して、戦力として活用できるようにすることが必

要な時代になっています。

２　このような中で、高年齢労働者の労働災害は、全体の約半数を占め、年千人率（労働者

1,000 人当たり１年間に発生する死傷者数を示すもの）でみても、若年者に比べて、労働

災害の発生率が高くなっているなど、高年齢労働者の労働災害の防止に向けての取組が喫

緊の課題となっています。

　　具体的な対策の実施に当たっては、高年齢労働者の労働災害の発生には、加齢に伴う身

体・精神機能の低下が影響を与えていることから、それによる労働災害発生リスクの低減

の視点を踏まえて対策を進めていくことがポイントとなります。

　　また、高年齢労働者が、いきいきと働くことができ、その能力を最大限に発揮できるよ

うにするためには、高年齢労働者が働きやすい職場環境の整備や働き方の見直しを行うと

いう視点も重要です。
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（資料出所）総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成2 9年 

 

 

15～ 64 歳比率  推計値実績値

15～ 64 歳人口

65 歳以上人口  

0～ 14 歳人口

65 歳以上比率

推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年 10 月 1 日現在人口）

日本の人口の推移
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３　このような視点を踏まえて、企業における高年齢労働者の安全と健康確保のための職場

改善の取組を促していくために、今般、「高年齢労働者の安全と健康確保のための職場改

善ツール」として、「エイジアクション 100」を開発しました。

（注）「高年齢労働者」の用語について

　　　「エイジアクション 100」においては、「50 歳以上の労働者の労働災害防止」の取組を進めるための便宜上、50 歳以

上の労働者を「高年齢労働者」という用語を用いて表現しています。

（資料出所）「労働者死傷病報告」（厚生労働省）  
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（注）年千人率＝１年間の死傷者数（a）／１年間の平均労働者数（b）×1,000 

   （a）は「労働者死傷病報告」（厚生労働省）、（b）は「労働力調査」（総務省）の「雇用者数」（役員を含む。）

の数値を基に算出している。 

（資料出所）「労働者死傷病報告」（厚生労働省）、「労働力調査」（総務省） 

年齢別の年千人率の推移

年齢別の死傷災害の発生件数（2016 年）

（資料出所）「労働者死傷病報告」（厚生労働省）  
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（注）年千人率＝１年間の死傷者数（a）／１年間の平均労働者数（b）×1,000 

   （a）は「労働者死傷病報告」（厚生労働省）、（b）は「労働力調査」（総務省）の「雇用者数」（役員を含む。）

の数値を基に算出している。 

（資料出所）「労働者死傷病報告」（厚生労働省）、「労働力調査」（総務省） 
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Ⅱ　「エイジアクション 100」の概要

１　特色

　　　「エイジアクション 100」の特色は、次の３点です。

（１）高年齢労働者の安全と健康確保のための取組（エイジアクション）として、100 の取

組を推奨しており、これを盛り込んだチェックリストを活用して、現在の取組状況の

チェックを行うことにより、職場の課題を洗い出すことができます。

（２）チェックリストの解説等の参考資料を付しており、加齢に伴う身体・精神機能の低下

による労働災害の発生リスクの低減のための対策、高年齢労働者が働きやすい職場環境

の整備や働き方の見直し等のポイントを理解していただけるようにしています。

　　

（３）チェックの結果を基に、労働災害に直結する可能性の高い事項を優先して取り上げて、

職場改善の検討を進めることができるようにするとともに、検討を進める際に役立つ国

等のパンフレットのリストも併せて盛り込んでおり、ＰＤＣＡサイクルの下で、取組を

継続することにより、着実にスパイラルアップできるようにしています。

２　構成

　　　「エイジアクション 100」は、次の６点を中心に構成されています。

（１）「高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト」（以下「チェックリスト」、

Ｐ８～参照、エクセルシートは特設サイト参照）

　　　高年齢労働者の安全と健康確保のための取組（エイジアクション）として、100 の取

組を推奨しており、これを盛り込んだチェックリストを活用して、現在の取組状況の

チェックを行うことにより、職場の課題を洗い出すことができるように設定しています。

（２）「高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリストの解説」（以下「チェックリ

ストの解説」、特設サイト参照）

　　　チェックリストの解説においては、加齢に伴う身体・精神機能の低下による労働災害

の発生リスクを低減するための対策、高年齢労働者が働きやすい職場環境の整備や働き

方の見直し等のポイントを解説しています。

　　　また、「取組の具体例」を併せて盛り込んでおり、今後、どのような具体的な取組を

行う必要があるのかを検討する際のヒントとして活用できるようにしています。

（３）「高年齢労働者の労働災害の発生状況」（特設サイト参照）

　　　高年齢労働者には、どのような労働災害が多いのかなど、高年齢労働者の労働災害の

発生状況を踏まえた職場改善の検討を行う際の参考として活用できるようにしていま

す。

4

概
要

Ⅱ



（４）「加齢に伴う身体・精神機能の状況」（特設サイト参照）

　　　「加齢に伴う身体・精神機能の低下」による「労働災害の発生リスク」の理解を補う

とともに、職場改善に向けての検討を行う際の参考として活用できるようにしています。

（５）「高年齢労働者の安全と健康確保のための職場改善計画」（以下「職場改善計画」、Ｐ

14 参照、エクセルシートは特設サイト参照）

　　　現在の取組状況のチェックを行った上で、職場改善に向けての検討を行う際の便宜を

図るため、職場改善計画の様式を盛り込んでいます。

（６）「高年齢労働者の安全と健康確保に役立つパンフレット等のリスト」（Ｐ 15 参照）

　　　今後の職場改善に向けての検討を行うに当たっての標準的な取組手法を理解していた

だくために、国等において示されている転倒防止や腰痛予防等をはじめとする各種の労

働災害防止や健康確保に関する指針やパンフレット等のリストを参考に付しています。

３　「エイジアクション 100」を活用した職場改善の流れ

　　「エイジアクション 100」を活用した職場改善は、主として、①事業所単位で、②安全（衛

生）管理者（推進者）等が、③安全衛生委員会等で検討を行って、職場改善を進めていく

ことを想定しています。

　　また、「エイジアクション 100」を活用した職場改善においては、労働災害に直結する可

能性の高い事項や法令上の事業者の義務となっている事項等について優先的に改善を行っ

た上で、高年齢労働者の働きやすい職場環境の整備や働き方の見直しの取組へとつなげる

など、企業の取組レベルに応じて、順次、スパイラルアップさせながら、継続的に取り組

んでいけるようにしています。
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「エイジアクション 100」を活用した職場改善の流れ

（１）現状把握（Ⅵの１（Ｐ 19）参照）

事業所における過去の労働災害の発生状況、高年齢労働者の作業負荷の程度や健康状況

等の現状把握を行います。

（２）チェックの実施（Ⅵの２（Ｐ 19）参照）

①　実施体制の決定

　ア　事業所規模 50 人以上：安全（衛生）管理者

　イ　事業所規模 10 人以上 50 人未満：安全（衛生）推進者

　ウ　事業所規模 10 人未満：事業主が指名した者等

②　チェックの実施

　　チェックリストを活用して、チェックリストの解説やその他の参考資料を参照しつつ、

チェックを行います。

　　その際、チェックの結果については、次の方法により記入します。

　ア　「○」：取組を既に行っており現行のままでよい。

　イ　「×」：取組を行っていない、又は行っているがさらに改善が必要。

　ウ　「－」：対象業務なし、又は検討の必要なし。

　☞　チェックリストは、特設サイトにエクセルシートが掲載されていますので、ダウ

ンロードしてご活用ください。

③　優先度のマーク

　　「×」が付された項目のうち、優先度が高いと考える項目に、チェックの際に、マー

クを付しておきます。
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（３）職場改善の実施

①　取組事項の選定（Ⅵの３の（１）（Ｐ 21）参照）

　ア　「×」が付された項目のうち優先度が高いものについて、職場改善計画を作成し、

安全衛生委員会等において検討を行い、事業所としての方針を決定した上で、取組を

進めます。

　☞　職場改善計画は、特設サイトにエクセルシートを掲載していますので、ダウン

ロードしてご活用ください。

　イ　チェックリストの「３　高年齢労働者に多発する労働災害の防止のための対策」の

「主な業種別の最優先取組事項」（Ｐ 21 参照）の中で「×」が付された項目については、

そのまま放置した場合には、労働災害に直結する可能性が高いことから、できる限り

優先して取組を進めます。

②　職場改善策の検討（Ⅵの３の（２）（Ｐ 21）参照）

　ア　職場改善策を検討するに当たっては、国等において示されている各種の労働災害防

止や健康確保に関するパンフレット等のリスト（Ｐ 15 ～参照）を参考にしてください。

　イ　効果的な職場改善策とするためには、高年齢労働者等の職場関係者等の意見やアイ

デア等も参考に聴取しつつ、検討を進めることが望ましいです。

③　ＰＤＣＡサイクルの仕組みによる着実なレベルアップ（Ⅵの４（Ｐ 22）参照）

　ア　ＰＤＣＡサイクルの仕組みで取組を進めることにより、中長期的・継続的な取組と

して、着実にレベルアップしていけるようにします。

　イ　職場改善の取組の１サイクルは、主に６か月～１年くらいのサイクルで継続実施す

ることを想定しています。
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番　号 チ　ェ　ッ　ク　項　目　　（　100　の　「エイジアクション」　）
結  果

優先度

１ 　 高年齢労働者の戦力と し ての活用

1 高年齢労働者のこれまでの知識と経験を活かして、戦力として活用している。

２ 　 高年齢労働者の安全衛生の総括管理

（ １ ） 基本方針の表明

2 高年齢労働者の対策も盛り込んで、安全衛生対策の基本方針の表明を行っている。

（ ２ ） 高年齢労働者の安全衛生対策の推進体制の整備等

3 高年齢労働者の対策も盛り込んで、安全衛生対策を推進する計画を策定している。

4
加齢に伴う身体・精神機能の低下による労働災害発生リスクに対応する観点から、高年齢労働
者の安全衛生対策の検討を行っている。

5
高年齢労働者による労働災害の発生リスクがあると考える場合に、相談しやすい体制を整備し、
必要に応じて、作業内容や作業方法の変更、作業時間の短縮等を行っている。

３ 　 高年齢労働者に多発する労働災害の防止のための対策

（ １ ） 転倒防止

　 ①　 つまずき、 踏み外し 、 滑り の防止措置

6
通路の十分な幅を確保し、整理・整頓により通路、階段、出入口には物を放置せず、足元の電
気配線やケーブルはまとめている。

7 床面の水たまり、氷、油、粉類等は放置せず、その都度取り除いている。

8 階段・通路の移動が安全にできるように十分な明るさ（照度）を確保している。

9
階段には手すりを設けるほか、通路の段差を解消し、滑りやすい箇所にはすべり止めを設ける
等の設備改善を行っている。

10
通路の段差を解消できない箇所や滑りやすい箇所が残る場合は、表示等により注意喚起を行っ
ている。

　 ②　 安全な作業靴の着用

11 作業現場の環境に合った耐滑性があり、つまずきにくい作業靴を着用させている。

　 ③　 歩行時の禁止事項

12
書類や携帯電話を見ながらの「ながら歩き」、ポケットに手を入れた「ポケットハンド」での
歩行や「廊下を走ること」は禁止している。

　 ④　 危険マッ プ等の作成・ 周知

13 ヒヤリ・ハット情報を活用して、転倒しやすい箇所の危険マップ等を作成して周知している。

（ ２ ） 墜落・ 転落防止

　 ①　 高所作業の回避

14 高所作業をできる限り避け、地上での作業に代えている。

　 ②　 作業床・ 手すり 等の設置

15
高所で作業をさせる場合には、安全に作業を行うことができる広さの作業床を設けて、その端
や開口部等には、バランスを崩しても安全な高さの囲い、手すり、覆い等を設けている。

　 ③　 保護具の使用

16
高所で作業をさせる場合には、ヘルメット（「飛来・落下物用」と「墜落時保護用」の規格を
ともに満たすもの。以下同じ。）を着用させた上で、安全帯を使用させている。

Ⅲ　高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト
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番　号 チ　ェ　ッ　ク　項　目　　（　100　の　「エイジアクション」　）
結  果

優先度

　 ④　 墜落・ 転落防止設備の作業前確認

17
高所で作業をさせる場合には、その作業開始前に、作業床や手すり、安全帯を安全に取り付け
る設備等の安全性の確認を行っている。

　 ⑤　 はし ご・ 脚立の使用の回避

18 はしごや脚立の使用をできる限り避け、移動式足場や作業台等を使用させている。

　 ⑥　 はし ご・ 脚立の安全使用

19
はしごや脚立を使用させる場合には、ヘルメットを着用させた上で、安全な方法で使用させて
いる。

（ ３ ） 腰痛予防

　 ①　 作業姿勢

20 ひねり、前かがみ、中腰等の不自然な作業姿勢を取らせないようにしている。

21 肘（ひじ）の曲げ角度が 90 度になるように、作業台の高さを調節している。

22 同一作業姿勢を長時間取らせないようにしている。

23
不自然な姿勢を取らざるを得ない場合や反復作業を行わせる場合には、休憩・休止をはさんだ
り、他の作業と組み合わせることにより、できる限り連続しないようにしている。

　 ②　 重量物の取扱い

24 重量物の取扱作業を、できる限り少なくしている。

25
重量物を取り扱う場合には、機械（台車・昇降装置・バランサー等）による自動化・省力化、
腰痛予防ベルト・アシストスーツ等の活用による負担の軽減を行っている。

26 重量物の重量や外観から判断できない偏った重心の位置を、できる限り明示している。

　 ③　 介護・ 看護作業

27
要介護者のベッドから車いす等への移乗介助等には、介護用リフト、スライディングボード・
シート等を活用している。

（ ４ ） はさ まれ・ 巻き 込まれ防止

　 ①　 ガード の設置

28
機械の危険な部分には、バランスを崩しても、接触することがない高さのガード（囲い、柵、扉、
カバー等）を設けて防護するとともに、そのガードには、ぶつかっても怪我をしないようにクッ
ションをつけている。

　 ②　 安全装置の設置

29 身体の一部が機械と接触する前に、機械が安全側に停止する安全装置を設けている。

　 ③　 標識・ 表示等

30 機械の危険な部分には、見やすい標識・表示等により注意喚起を行っている。

　 ④　 機械の保守・ 点検時の停止

31 機械を停止させて、点検中等の表示をした上で、機械の清掃・修理等の保守・点検を行っている。

　 ⑤　 服装の確認

32
上着やズボンの裾は巻き込まれるおそれがないか、袖のボタンはかけているか等について、作
業開始前に確認している。

　 ⑥　 安全装置の確認

33 安全カバー・安全囲い等を取り外した場合には、機械が停止することを確認している。

（ ５ ） 交通労働災害防止

　 ①　 適正な労働時間管理・ 走行管理

34
長時間走行、深夜・早朝時間帯や悪天候時の走行を避け、走行計画は十分な休憩時間・仮眠時
間を確保した余裕のあるものにしている。
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番　号 チ　ェ　ッ　ク　項　目　　（　100　の　「エイジアクション」　）
結  果

優先度

　 ②　 安全健康問いかけ等

35
疲労、飲酒、睡眠不足等で安全な運転ができないおそれがないかについて、運転開始前に、問
いかけやアルコールチェッカー等により確認している。

　 ③　 運転適性の検査

36 運転適性検査や睡眠時無呼吸症候群の検査を定期的に行っている。

　 ④　 交通安全教育の実施

37
睡眠不足、飲酒や薬剤等による運転への影響のほか、長年の「慣れ」等によって、安全確認や
運転操作がおろそかにならないように、交通安全教育を行っている。

38
自動車運転を専門とする運転手については、ドライブ・レコーダーの記録や添乗チェック等に
より運転技能を確認して、運転指導を行っている。

　 ⑤　 交通安全情報マッ プの作成・ 周知

39
交通事故発生状況、デジタル・タコグラフ、ヒヤリ・ハット事例等に基づき、危険な箇所、注
意事項等を記載した交通安全情報マップを作成して周知している。

　 ⑥　 先進安全技術を搭載し た車両の導入

40
自動ブレーキ、ペダル踏み間違い時加速抑制装置等の先進安全技術を搭載した車両を導入して
いる。

　 ⑦　 異常気象時等の対応

41
急な天候の悪化や異常気象の場合には、安全の確保のための走行中止、徐行運転や一時待機等
の必要な指示を行っている。

　 ⑧　 点検・ 整備

42
定期点検整備のほかに、乗車・走行前に、必要に応じて、日常点検整備を行って、車両の保守
管理を適切に行っている。

（ ６ ） 熱中症予防

　 ①　 作業計画の策定等

43
天気予報や熱中症予報で把握した熱中症発生の危険度に応じて、作業の中止、作業時間の短縮
等ができるように、余裕を持った作業計画を立てている。

　 ②　 暑さ 指数（ ＷＢ Ｇ Ｔ 値） の把握

44
暑さ指数（ＷＢＧＴ値）を測定して、基準値を超える（おそれのある）作業場所（高温多湿作
業場所）については、必要な熱中症予防対策を行っている。

　 ③　 暑さ 指数を下げるための設備の整備

45
簡易な屋根、通風・冷房設備や、ミストシャワー等の暑さ指数を下げるための設備を整備して
いる。

　 ④　 休憩場所の整備

46 作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所や日陰等の涼しい休憩場所を整備している。

　 ⑤　 涼し い服装

47
クールジャケット等の透湿性・通気性のよい服を着用させるとともに、直射日光下では、通気
性の良い帽子（クールヘルメット等）を着用させている。

　 ⑥　 作業時間の短縮等

48
暑さ指数が高いときは、作業の中止、作業時間の短縮、こまめな休憩、身体作業強度の低い作
業への変更、作業場所の変更等を行っている。

　 ⑦　 熱への順化

49
暑さに慣れるまでの間（梅雨明け直後、長期の休み明け等）は十分な休憩を取り、１週間程度
以上かけて除々に身体を慣らすようにしている。

　 ⑧　 水分・ 塩分の摂取

50 自覚症状の有無に関わらず、定期的に水分・塩分を摂取させている。

　 ⑨　 健康診断の有所見者への対応

51
健康診断結果に所見のある高年齢労働者に、高温多湿作業場所で作業をさせる場合には、医師
の意見を聴いて、適切な就業上の措置（作業時間の短縮、就業場所や作業内容の変更等）を行っ
ている。
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番　号 チ　ェ　ッ　ク　項　目　　（　100　の　「エイジアクション」　）
結  果

優先度

　 ⑩　 健康問いかけ

52 作業開始前に、睡眠不足や体調不良の有無等の問いかけを行って、健康状態を確認している。

　 ⑪　 作業中の巡視

53 高温多湿作業場所での作業中は、巡視を頻繁に行って、暑熱環境や健康状態等を確認している。

４ 　 高年齢労働者の作業管理

（ １ ） 作業内容の調整や作業開始前の準備体操

54
高年齢労働者の身体・精神機能には個人差が大きいことを踏まえて、個々人の状況に応じて、
作業負荷が大きすぎないように、作業内容をきめ細かく調整している。

55
作業開始前に、準備体操やストレッチ体操を行い、体を十分にほぐしてから作業に着手できる
ようにしている。

（ ２ ） 作業負荷の軽減

56 強い筋力を要する作業や長時間にわたって筋力を使用する作業は減らしている。

57
呼吸が乱れるような速い動作を伴う作業や瞬時の判断を必要とする作業をなくすとともに、緊
急の場合でも、過度な作業負荷がかからないようにしている。

（ ３ ） 作業ペースや作業量のコ ント ロール

58
担当する作業の量や到達点を事前に明示するほか、自らの作業の進捗状況を確認できるように
している。

59
作業負荷が大きくなりすぎないように、作業ペースや作業量を個々人に合ったものとなるよう
に調整している。

（ ４ ） 休憩・ 休止

60
休憩時間のほかに、トイレに行くための時間や作業の休止時間を取ることができるようにして
いる。

61 高度な注意の集中を必要とする作業の継続時間が、長くなりすぎないようにしている。

62
疲労やストレスを効果的に癒すことができる休憩室、シャワー室、相談室、運動施設等を設置
している。

５ 　 高年齢労働者の作業環境管理

（ １ ） 視覚環境の整備

63
書面・ディスプレイ（表示画面）、掲示物等の文字の大きさや色合いは、見やすくなるように
工夫している。

64 手元や文字が見やすくなるように、職場の明るさを確保している。

65
近い距離での細かい作業を避けて、見やすくなるように、作業者と作業対象物との距離を調整
している。

（ ２ ） 聴覚環境の整備

66 会話を妨げる背景騒音の音量を小さくし、警報音を聞き取りやすくしている。

67
会話を聞き取りやすくなるように工夫するほか、聞き取りが難しい場合には、見て分かる方法

（書面、回転灯、タワーランプ等）によっている。

（ ３ ） 寒冷環境への対応

68 寒冷環境に長時間さらされないように作業計画を立てている。

69
寒冷環境下での作業を開始する前に、体を温めるための準備運動を行うとともに、作業時は、
保温性のある防寒具（服装、手袋、帽子、靴等）を着用させている。
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番　号 チ　ェ　ッ　ク　項　目　　（　100　の　「エイジアクション」　）
結  果

優先度

６ 　 高年齢労働者の健康管理

（ １ ） 健康診断と 事後措置の確実な実施等

　 ①　 健康診断の確実な実施等

70
病気であったり、体調が不良であったりする高年齢労働者も見られること等を踏まえて、きめ
細かな健康管理を行っている。

71
法令に基づく健康診断の対象外となる場合もある定年退職後に再雇用された短時間勤務者や隔
日勤務者等についても、健康診断を実施している。

　 ②　 健康診断の事後措置

72
健康診断結果に所見がある場合には、医師等の意見を勘案して、就業上の措置（作業時間の短縮、
作業内容の変更等）を確実に行っている。

73
所見のある健康診断結果を踏まえて、医師等から意見を聴取する際には、医師等が判断を行う
に当たって必要となる本人の就業状況に関する情報（作業時間、作業内容等）を的確に提供し
ている。

　 ③　 保健指導、 健康相談等

74
保健指導や健康相談等においては、健康診断の有所見の状況やその経年的な変化に応じて、必
要となる具体的な取組内容（運動、休養・睡眠、食事、節度ある飲酒、禁煙、口腔衛生等）を
指示している。

　 ④　 精密検査や医療機関への受診の勧奨

75
健康診断において生活習慣病が把握された場合には、保健指導による進行の抑制に加えて、精
密検査や医療機関への受診の勧奨を行っている。

76
健康診断において職務遂行能力に大きな影響を及ぼす視力や聴力等に所見がある場合には、精
密検査や医療機関への受診の勧奨を行っている。

　 ⑤　 病気休職後の職場復帰

77
医療機関への受診終了後においても、休職前の体調にまでには未回復であったり、体力が低下
していたりする場合も見られること等を踏まえて、病気休職後の職場復帰が円滑にできるよう
に就業上の配慮を行っている。

　 ⑥　 体調不良時等に対応でき る体制の整備

78
体調不良等の場合に、職場で休養できる部屋を確保するとともに、すぐに医療機関等を受診で
きる体制を整備している。

（ ２ ） メ ンタ ルヘルスケア

　 ①　 高年齢労働者の特性への配慮

79
高年齢労働者の特性（職場における役割の変化、病気・体調不良、睡眠の質の低下等に伴うス
トレスの増加やストレス耐性の低下等）を踏まえたメンタルヘルスケアを行っている。

　 ②　 研修・ 情報提供

80
高年齢労働者や管理監督者に対して、メンタルヘルスケアについての研修や情報提供を行って
いる。

　 ③　 相談窓口の設置

81 メンタルヘルスケアについての相談窓口の設置等により相談しやすい環境を整備している。

　 ④　 スト レスチェ ッ ク

82
ストレスチェック（ストレスの状況を把握するための検査）を実施して、作業時間の短縮、作
業内容の変更等の就業上の措置や職場環境の改善を行っている。

　 ⑤　 職場復帰の支援

83
メンタルヘルス不調により休職した場合に、円滑に職場復帰できるようにするためのプログラ
ムを定めている。

（ ３ ） 転倒・ 腰痛等の予防のための体力測定・ 運動指導

84
転倒・腰痛等に関連する体力測定やその予防のための筋トレ・ストレッチ体操等の運動指導を
行っている。

（ ４ ） がんの教育と 検診

85
がんについての理解を促す健康教育を行うとともに、がん予防につながる生活習慣の改善（禁
煙等）の指導を行っている。

86 がん検診を実施したり、健康保険組合等や市町村が実施するがん検診の受診勧奨を行っている。

12

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅲ



番　号 チ　ェ　ッ　ク　項　目　　（　100　の　「エイジアクション」　）
結  果

優先度

７ 　 高年齢労働者に対する安全衛生教育

（ １ ） 安全衛生教育の確実な実施

87 法令で定められた安全衛生教育を確実に実施している。

（ ２ ） 加齢に伴う 身体・ 精神機能の低下に対応するための安全衛生教育

88
加齢に伴う身体・精神機能の低下による労働災害発生リスクを低減させるための安全衛生教育
を行っている。

（ ３ ） 教育・ 指導の実施に当たっ ての高年齢労働者の特性への配慮

89
「ベテランだから大丈夫」という先入観は持たないで、十分な時間をかけて、教育・指導を行っ
ている。

８ 　 高年齢労働者の勤労条件

（ １ ） 勤務形態・ 労働時間

90
定年退職・再雇用後は、希望すれば、働きやすい柔軟な勤務制度・休暇制度を利用できるよう
にしている。

（ ２ ） 夜勤

91
できる限り夜勤を避けるとともに、夜勤をさせる場合には、心身の負担を軽減するように夜勤
シフトや休日を調整している。

（ ３ ） 安全や健康の確保に配慮し た職務配置

92
高年齢労働者の健康状態、身体・精神機能の状態等を踏まえて、安全や健康の確保に支障がな
いように職務配置を行っている。

（ ４ ） 高年齢労働者の円滑な職場適応

93
高年齢労働者の職場における役割を明確にするとともに、円滑に職場に適応できるように、き
め細かな目配りを行っている。

（ ５ ） 治療と 仕事と の両立支援

94 治療と仕事との両立を図りながら、安心して働けるように必要な支援や環境整備を行っている。

９ 　 高齢期に健康で安全に働く こ と ができるよう にするための若年時から の準備（ エイ ジ・ マネジメ ント ）

（ １ ） 健康づく り の支援

95
高齢期になっても元気に働くことができるように、若年時から、運動指導、生活習慣指導（休養・
睡眠、食事、節度ある飲酒、禁煙等）等の健康教育、口腔衛生等の健康づくりの支援を行っている。

（ ２ ） 女性特有の健康上の課題（ 母性健康管理、 乳がん・ 子宮がん、 更年期障害、 骨粗し ょ う 症等） についての支援

96
妊娠・出産に伴う体調不良や更年期障害の症状が強い場合には、就業上の配慮や産婦人科の受
診勧奨を行っている。

97
乳がんや子宮がんについて、女性労働者に対する健康教育を行うとともに、がん検診の実施、
健康保険組合等や市町村が実施するがん検診の受診勧奨を行っている。

98
若年時から、更年期以降の骨粗しょう症についての健康教育を行うとともに、極端なダイエッ
トの防止等の食事指導や運動習慣づくりの支援を行っている。

（ ３ ） 長時間労働の抑制やワーク ・ ラ イ フ ・ バラ ンスの確保

99
仕事により心身の健康を害することのないように、若年時から、長時間労働の抑制やワーク・
ライフ・バランスの確保を行っている。

（ ４ ） キャ リ ア形成の支援

100
若年時から、高齢期までを見据えたキャリア形成の支援を行うとともに、高齢期を迎える前に、
今後のキャリアについて考える機会を提供している。

（注１）「結果」欄の記入方法は、以下のとおりです。
　　　　・「○」：取組を既に行っており、現行のままでよい。
　　　　・「×」：取組を行っていない、又は行っているが、さらに改善が必要。
　　　　・「－」：対象業務なし、又は検討の必要なし。

（注２）「優先度」欄は、優先して改善の取組を行う必要があると考える項目にチェックを入れます。
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Ⅳ　高年齢労働者の安全と健康確保のための職場改善計画
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名　　称 機　関　名 U　R　L

１ 　 高年齢労働者の戦力と し ての活用

65 歳超雇用推進マニュアル～高齢者の戦力
化のすすめ～

独立行政法人高
齢・障害・求職
者雇用支援機構

http://www.jeed.or.jp/elderly/data/
q2k4vk000000tf3f-att/q2k4vk000000tf5r.pdf

65 歳超雇用推進マニュアル～高齢者の戦力
化のすすめ～（その２）

独立行政法人高
齢・障害・求職
者雇用支援機構

http://www.jeed.or.jp/elderly/data/
q2k4vk000000tf3f-att/q2k4vk000001c9rh.pdf

65 歳希望者全員雇用時代高齢従業員戦力化
に向けて－「『企業における高齢者雇用の
推進』に係る検討委員会」報告書－

独立行政法人高
齢・障害・求職
者雇用支援機構

https://www.jeed.or.jp/elderly/data/pamphlet_
company70/om5ru80000007pa7-att/om5ru80000007pg9.
pdf

産業別高齢者雇用推進ガイドラインのご紹
介～高齢従業員がいきいきと働くためのヒ
ント集～

独立行政法人高
齢・障害・求職
者雇用支援機構

http://www.jeed.or.jp/elderly/research/
enterprise/hints.html

２ 　 高年齢労働者の安全衛生の総括管理

（ １ ） 基本方針の表明

（ ２ ） 高年齢労働者の安全衛生対策の推進体制の整備等

第 13 次労働災害防止計画 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000197308.html

職場のあんぜんサイト 厚生労働省 http://anzeninfo.mhlw.go.jp/

「安全衛生情報センター」のＷＥＢサイト
中央労働災害防
止協会

https://www.jaish.gr.jp/

労働安全衛生マネジメントシステムに関す
る指針（平成 11 年労働省告示第 53 号）

厚生労働省
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/
hor1-2-58-1-0.htm

危険性又は有害性等の調査等に関する指針
（平成18年3月10日厚生労働省公示第１号）

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/fi le/06-Seisakujouhou-
11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000077404.
pdf

高年齢労働者の活躍促進のための安全衛生
対策～先進企業の取組事例集～

中央労働災害防
止協会

http://www.jisha.or.jp/research/report/201703_01.
html

「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり
推進運動」のＷＥＢサイト

厚生労働省
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/
sanjisangyo.html

３ 　 高年齢労働者に多発する労働災害の防止のための対策

（ １ ） 転倒防止

「STOP ！転倒災害プロジェクト」のＷＥＢ
サイト

厚生労働省
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/
tentou1501.html

「STOP ！転倒災害プロジェクト」のリーフ
レット

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/fi le/06-Seisakujouhou-
11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000111161.
pdf

（ ２ ） 墜落・ 転落防止

足場からの墜落・転落災害防止総合対策推
進要綱（平成 27 年５月 20 日付け基発第
0520 号第１号）

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/fi le/06-Seisakujouhou-
11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000088456.
pdf

「足場からの総合的な墜落・転落災害防止
対策について」のパンフレット

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/
gyousei/anzen/120309-1.html

Ⅴ　高年齢労働者の安全と健康確保に役立つパンフレット等のリスト
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名　　称 機　関　名 U　R　L

「足場からの墜落防止のための措置を強化
します」のパンフレット

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/
gyousei/anzen/dl/150618-2.pdf

「正しく使おうフルハーネス」のパンフレッ
ト

建設業労働災害
防止協会

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/
gyousei/anzen/dl/170131-1.pdf

（ ３ ） 腰痛予防

職場における腰痛予防対策指針（平成 25
年６月 18 日付け基発第 0618 号第１号）

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/youtsuushishin.
html

「職場での腰痛を予防しましょう！「腰痛
予防指針」による予防のポイント」のパン
フレット

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/
gyousei/anzen/dl/131114-01.pdf

「看護・介護作業における腰痛を予防しま
しょう」のパンフレット

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/
gyousei/anzen/dl/131025-01.pdf

高齢者介護施設における雇入れ時の安全衛
生教育マニュアル

中央労働災害防
止協会

http://www.jisha.or.jp/research/report/index.html

（ ４ ） はさ まれ・ 巻き 込まれ防止

機械の包括的な安全基準に関する指針（平
成 19 年７月 31 日付け基発第 0731001 号）

厚生労働省
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-48/hor1-48-36-
1-4.html

「機械の包括的な安全基準に関する指針」
が改正されました～機械を安全化し、安全
に使用するために～」のパンフレット

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/
anzeneisei14/dl/ks04.pdf

機械の安全規格を活用して災害防止を進め
るためのガイドブック

中央労働災害防
止協会

http://www.mhlw.go.jp/fi le/06-Seisakujouhou-
11200000-Roudoukijunkyoku/kikai_kikaku_2.pdf

（ ５ ） 交通労働災害防止

交通労働災害防止のためのガイドライン
（平成 25 年５月 28 日）

厚生労働省
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/koutsuu-
guideline_2505.pdf

「交通労働災害を防止しましょう「交通労
働災害防止のためのガイドライン」のポイ
ント」のパンフレット

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/
gyousei/anzen/130912-01.html

「交通労働災害を防止するために」のパン
フレット

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/fi le/06-Seisakujouhou-
11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000102734.
pdf

高年齢者に配慮した交通労働災害防止の手
引き（平成 24 年度）

陸上貨物運送事
業労働災害防止
協会

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/
gyousei/anzen/121129.html

「交通労働災害の現状と防止対策」のＷＥ
Ｂサイト

厚生労働省
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/
kotsutaisaku1505.html

サポカー／サポカーＳ（安全運転サポート
車）のＷＥＢサイト

経済産業省 https://www.safety-support-car.go.jp/

（ ６ ） 熱中症予防

「熱中症を防ごう！」のパンフレット（厚
生労働省）

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0616-1b.
pdf

職場における熱中症の予防について（平成
21 年６月 19 日付け基発第 0619001 号）

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/fi le/06-Seisakujouhou-
11200000-Roudoukijunkyoku/0000085000_1.pdf

熱中症予防対策のためのリスクアセスメン
トマニュアル

中央労働災害防
止協会

http://www.jisha.or.jp/research/report/201503_02.
html

「STOP ！熱中症クールワークキャンペーン
（職場における熱中症予防対策）」のＷＥＢ
サイト

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000116133.html
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名　　称 機　関　名 U　R　L

４ 　 高年齢労働者の作業管理

（ １ ） 作業内容の調整や作業開始前の準備体操

（ ２ ） 作業負荷の軽減

（ ３ ） 作業ペースや作業量のコ ント ロール

（ ４ ） 休憩・ 休止

５ 　 高年齢労働者の作業環境管理

（ １ ） 視覚環境の整備

（ ２ ） 聴覚環境の整備

（ ３ ） 寒冷環境への対応

６ 　 高年齢労働者の健康管理

（ １ ） 健康診断と 事後措置の確実な実施等

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措
置に関する指針（平成８年 10 月１日付け
健康診断結果措置指針公示第１号）

厚生労働省
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/
K151130K0030.pdf

「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施
しましょう～労働者の健康確保のために
～」のパンフレット

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/
gyousei/anzen/dl/130422-01.pdf

「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後
の措置について」のパンフレット

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/
gyousei/anzen/dl/100331-1a.pdf

「労働安全衛生法に基づく定期健康診断に
おける有所見率の改善に向けた取組の推進
について」のパンフレット

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/
houdou/2r985200000055uh.html

（ ２ ） メ ンタ ルヘルスケア

労働者の心の健康の保持増進のための指針
（平成 18 年３月 31 日付け健康保持増進の
ための指針公示第３号）

厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0331-1.html

「職場における心の健康づくり（労働者の
心の健康の保持増進のための指針）」のパ
ンフレット

独立行政法人労
働者健康安全機
構

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/
gyousei/anzen/dl/101004-3.pdf

心の健康問題により休業した労働者の職場
復帰支援の手引き

厚生労働省、中
央労働災害防止
協会

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/
gyousei/anzen/dl/101004-1.pdf

こころの耳（働く人のメンタルヘルス・ポー
タルサイト）のＷＥＢサイト

厚生労働省 http://kokoro.mhlw.go.jp/

「あかるい職場応援団」のＷＥＢサイト 厚生労働省 http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/

（ ３ ） 転倒・ 腰痛等の予防のための体力測定・ 運動指導

転倒等災害リスク評価セルフ実施マニュア
ル

中央労働災害防
止協会

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/
gyousei/anzen/dl/101006-1a_07.pdf

（ ４ ） がんの教育と 検診

がん対策推進基本計画（第３期） 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000183313.html

「がん対策推進企業アクション（がん対策
推進企業等連携事業）」のＷＥＢサイト

厚生労働省 http://www.gankenshin50.mhlw.go.jp/
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名　　称 機　関　名 U　R　L

７ 　 高年齢労働者に対する安全衛生教育

（ １ ） 安全衛生教育の確実な実施

「安全衛生教育及び研修の推進について」
（平成３年１月 21 日付け基発第 39 号）

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/fi le/06-Seisakujouhou-
11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000156077.
pdf

（ ２ ） 加齢に伴う 身体・ 精神機能の低下に対応するための安全衛生教育

（ ３ ） 教育・ 指導の実施に当たっ ての高年齢労働者の特性への配慮

８ 　 高年齢労働者の勤労条件

（ １ ） 勤務形態・ 労働時間

（ ２ ） 夜勤

看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイド
ライン

公益社団法人日
本看護協会

https://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/
yakinkotai/guideline/pdf/guideline.pdf

（ ３ ） 安全や健康の確保に配慮し た職務配置

（ ４ ） 高年齢労働者の円滑な職場適応

（ ５ ） 治療と 仕事と の両立支援

事業場における治療と職業生活の両立支援
のためのガイドライン

厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113365.html

「治療と仕事の両立支援ナビ」のＷＥＢサ
イト

厚生労働省 https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/

９ 　 高齢期に健康で安全に働く こ と ができるよう にするための若年時から の準備（ エイ ジ・ マネジメ ント ）

（ １ ） 健康づく り の支援

健康日本 21（第２次） 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21.html/

「Smart Life Project」（スマート・ライフ・
プロジェクト）のＷＥＢサイト

スマート・ライ
フ・プロジェク
トの事務局

http://www.smartlife.go.jp/

（ ２ ） 女性特有の健康上の課題（ 母性健康管理、 乳がん・ 子宮がん、 更年期障害、 骨粗し ょ う 症等） についての支援

「妊娠・出産をサポートする女性にやさし
い職場づくりナビ」のＷＥＢサイト

厚生労働省 http://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/

「女性の健康推進室ヘルスケアラボ」のＷ
ＥＢサイト

厚生労働省の研
究班

http://w-health.jp/

（ ３ ） 長時間労働の抑制やワーク ・ ラ イ フ ・ バラ ンスの確保

労働時間等見直しガイドライン（労働時間
等設定改善指針）

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html

過重労働による健康障害防止のための総
合対策（平成 18 年３月 17 日付け基発第
0317008 号）

厚生労働省
www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/
ka060317008a.pdf

「過重労働による健康障害を防ぐために」
のパンフレット

厚生労働省、中
央労働災害防止
協会

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/
gyousei/anzen/101104-1.html

働き方・休み方改善ポータルサイト 厚生労働省 http://work-holiday.mhlw.go.jp/

（ ４ ） キャ リ ア形成の支援
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Ⅵ　「エイジアクション 100」の活用方法

１　現状の把握

　　「エイジアクション100」を活用した職場改善の取組を行うに当たっては、安全（衛生）

管理者（推進者）等は、事業所における高年齢労働者の安全と健康確保に関連する現状

（下記（１）～（７）参照）を把握した上で、これらを総合的に考慮しつつ、事業所とし

ての取組事項の選定、職場改善策の検討、実施時期（期限）等の検討を行います。

（１）事業所の高年齢労働者の雇用状況（どのような作業に従事している高年齢労働者がど

れくらいいるか。）

（２）過去の労働災害の発生状況（高年齢労働者には、どのようなタイプの労働災害が多い

のか、どのような原因で発生しているのか。）

（３）リスクアセスメントや労働安全衛生マネジメントシステムを実施している場合にはそ

の実施結果（リスクの高い業務としてはどのようなものがあるのか、その改善状況はど

うか。）

（４）事業所における高年齢労働者の作業負荷の程度（大きくて重い、スピードが速いなど

の負荷の大きい作業としては、どのようなものがあるか。）

（５）高年齢労働者の健康状況（生活習慣病、がん等の疾病への罹患状況等）

（６）高年齢労働者の体力の状況

（７）高年齢労働者の安全と健康確保の取組に当てることができる予算・人員・時間等

２　チェックの実施

（１）チェックリストによる現在の取組状況のチェックは、主に安全（衛生）管理者（推進

者）等が、事業所全体について行うことを想定しています。

　　　なお、作業環境、作業環境管理等のように、同一事業所内でも職場ごとに状況が異な

る項目については、職場ごとに、当該職場の管理監督者がチェックを行った上で、その

結果を安全（衛生）管理者（推進者）等が事業所全体として集約するやり方も効果的で

す。

（２）また、大規模な事業所において、「エイジアクション 100」を活用した職場改善の取組

を実施する場合には、安全衛生委員会等の下に、エイジアクションチームを設けて、チー

ムメンバーが分担して、取組を行うやり方も効果的です。

（３）さらに、小売業、社会福祉施設及び飲食店のうち、複数の店舗・施設を展開している

会社においては、各事業所の「エイジアクション 100」を活用した職場改善の取組への

本社・本部の参画も効果的です。

☞　チェックに当たっては、「チェックリストの解説」、「高年齢労働者の労働災害の発生

状況」、「加齢に伴う身体・精神機能の状況」等の参考資料を特設サイトに掲載していま

すので、ご覧ください。
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（参考）

「エイジアクション 100」を活用した職場改善の実施体制（具体例）

（１）50 人以上の事業所の場合

　　　50人以上の安全衛生管理体制が整備されている事業所においては、①事業所単位で、

安全（衛生）管理者がチェックする方法、②事業所の職場ごとに管理監督者がチェッ

クした上で、これを安全（衛生）管理者が事業所全体として集約する方法、③①と②

とを組み合わせる方法等があります。

　　　その上で、チェック結果を踏まえて、外部専門家に相談したり、他事業所の取組事

例を参照したりすること等により、職場改善計画を作成して、安全衛生委員会におい

て検討を行って、事業所としての取組方針を決めて実施していくやり方等が主に想定

されます。

　　　なお、大規模な事業所においては、取組の機動性を確保するために、安全衛生委員

会の下に、エイジアクションチームを設けて、チームメンバーが分担して、取組を行

うやり方も効果的です。

（２）10 人以上 50 人未満の事業所の場合

　　　10 人以上 50 人未満の事業所においては、①事業所単位で、安全（衛生）推進者が

チェックする方法、②事業所の職場ごとに管理監督者がチェックした上で、これを安

全（衛生）推進者が事業所全体として集約する方法、③①と②とを組み合わせる方法

等があります。

　　　その上で、チェック結果を踏まえて、外部専門家に相談したり、他事業所の取組事

例を参照したりすること等により、職場改善計画を作成した上で、安全衛生懇談会の

実施等により、労働者の意見を聴きつつ、事業所としての取組方針を決めて実施して

いくやり方等が主に想定されます。

（３）10 人未満の事業所の場合

　　　10 人未満の事業所においては、事業主が担当者を指名して、チェックを行わせ、

チェックした結果に基づいて、その担当者が、外部専門家に相談したり、他事業所の

取組事例を参照したりすること等により、職場改善計画を作成して、安全衛生懇談会

の実施等により、労働者の意見を聴きつつ、事業所としての取組方針を決めて実施し

ていくやり方等が主に想定されます。
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３　チェック結果を踏まえた職場改善の実施

安全（衛生）管理者（推進者）等は、チェック結果を基に、「×」が付された項目の中

から、職場改善に向けての取組を進める項目を選定して、職場改善計画を作成した上で、

安全衛生委員会等で検討を行うこと等により、事業所としての方針を決定する流れで、検

討を進めることが効果的です。

（１）取組事項の選定

「エイジアクション 100」を活用した職場改善の取組は、チェックの結果、「×」が付

された項目のうち優先度が高いものについて、可能なところから、順次、具体的な取組

内容を検討した上で、職場改善計画に盛り込んで、取り組んでいきます。

その際、職場改善の対象とする取組を選定するに当たっては、チェックリストの「３

高年齢労働者に多発する労働災害の防止のための対策」の「主な業種別の最優先取組

事項」（下記参照）の中で「×」が付されたものについては、そのまま放置した場合には、

労働災害に直結する可能性が高いことから、優先的に検討することが必要です。

（２）職場改善策の検討

チェックの結果、「×」が付された項目の職場改善策を検討するに当たっては、国等

において、転倒防止や腰痛予防等をはじめとする各種の労働災害防止や健康確保に関す

るパンフレット等が示されている（Ｐ 15 ～のリスト参照）ことから、これらを参考に

しつつ、加齢に伴う身体・精神機能の低下による労働災害発生リスクの低減を図ったり、

高年齢労働者が働きやすい職場環境の整備や働き方の見直しを行うためには、どのよう

な対策を講ずることが効果的なのかという視点等から、検討を行うことが必要です。　　

（３）高年齢労働者等の職場関係者の意見聴取

各職場の具体的な業務実態等を踏まえた上で、優先度が高く、かつ効果的な職場改善

の取組にするためには、高年齢労働者等の職場関係者等の意見やアイデア等も参考に聴

取しつつ、取組事項の選定、職場改善策の検討を進めることが望ましいです。

　 転倒防止
（３－（１））

墜落・転落
防止

（３－（２））

腰痛予防
（３－（３））

はさまれ・
巻き込まれ
防止
（３－（４））

交通労働災
害防止

（３－（５））

熱中症予防
（３－（６））

①　製造業 ○ ○ ○ ○ 　 　

②　建設業 ○ ○ ○ 　 　 ○

③　交通運輸業 ○ 　 ○ 　 ○ 　

④　陸上貨物運送事業 ○ ○ ○ 　 ○ 　

⑤　小売業 ○ ○ ○ 　 　 　

⑥　社会福祉施設 ○ 　 ○ 　 　 　

⑦　飲食店 ○ 　 　 　 　 　

⑧　ビルメンテナンス ○ ○ 　 　 　 　

⑨　警備業 ○ 　 　 　 ○ ○

主な業種別の最優先取組事項
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４　ＰＤＣＡサイクルの仕組みによる着実なレベルアップ

「エイジアクション100」を活用した職場改善の取組は、ＰＤＣＡサイクルの仕組みに

より、中長期的・継続的な取組として、着実にスパイラルアップできるようにすることが

現実的です。

（１）職場改善の取組の１サイクルは、主に６か月～１年程度のサイクルで継続実施するこ

とを想定しています。

（２）２回目以降の職場改善の取組を実施する際には、まず、前回までの取組による改善状

況のフォローアップを行って、現時点までの改善状況を確認することが必要です。

　　　特に、チェックリストの「３　高年齢労働者に多発する労働災害の防止のための対策」

の「主な業種別の最優先取組事項」（Ｐ 21 参照）の中で、「×」が付された項目につい

ては、そのまま放置した場合には、労働災害に直結する可能性もあることから、確実に

改善した上で、次の職場改善のサイクルに着手することが必要です。
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厚生労働省と中央労働災害防止協会では、小売業、社会福祉施設、飲食店に
おいて増加している労働災害の減少を図るため、「働く人に安全で安心な店
舗・施設づくり推進運動」を展開しています。
これらの業種で効果的な労働災害防止対策を進めるためには、２･３ページ

に掲載の「チェックリストⅠ･Ⅱ」を活用し、多くの店舗を展開する企業本
社、複数の社会福祉施設を展開する法人本部が主導して、店舗、施設の労働安
全衛生活動について全社的に取り組むことが重要です。
３･４ページには、下図のような取組事項の具体例のうち、主なものをまと

めていますので、ご参照ください。

転倒 急な動き・無理な動き 墜落・転落 その他
「急いでいるときや、両
手で荷物を抱えていると
きなどに、放置された荷
物や台車につまずく」
「濡れた床で滑る」など

「重いものを無理な姿勢で
持ち上げたり、移動させた
りするとき、介護で利用者
を持ち上げるときなどに、
ぎっくり腰になる、筋を痛
める、くじく｣ など

「脚立や、はしごなど
の上でバランスを崩
す」「階段で足が滑
る」など

「やけどをした」、
「刃物で手を切った」、
「交通事故にあった」、
「通路でぶつかった」
など

(H28.12）厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

小売業、社会福祉施設、飲食店で多い労働災害

働く人に安全で安心な
店舗･施設づくり推進運動

〜 小売業・社会福祉施設・飲食店の労働災害の減少に向けて 〜
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飲食店

増加する小売業、社会福祉施設、飲食店での労働災害

※休業４日以上の死傷労働災害件数（11月末現在速報値）、点線は第１２次労働災害防止計画における目標値

本社・本部

店舗･施設 店舗･施設 店舗･施設

●全社的な労働災害発生状況の把握・分析
●安全衛生方針の表明
●作業マニュアルの作成
●店舗・施設の安全衛生活動の推進
●店舗・施設への安全衛生担当者の配置確認

など
●４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）活動
●ＫＹ（危険予知）活動
●危険の「見える化」
●従業員への安全衛生教育 など



本社・本部実施事項

チェック項目 ☑
１ 全店舗・施設の労働災害の発生状況を把握し、分析を行っていますか。 □
２ 企業・法人の経営トップの意向を踏まえた安全衛生方針を作成し、掲示や小冊子

の配布などの方法により店舗・施設に周知していますか。 □

３ 店舗・施設の作業について、過去の労働災害発生状況を踏まえ、安全に配慮した
作業マニュアルを作成して店舗・施設に周知していますか。 □

４ 次の①〜⑪の項目のうちから、店舗・施設で実施すべき安全衛生活動を定め、店
舗・施設での取組を行わせるとともに、必要な資料の提供、教育の実施等の支援
を行っていますか。

－

① ４Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔）の徹底による床面の水濡れ、油汚れ等の小
まめな清掃、台車等の障害物の除去、介護、保育等の作業ができるスペー
ス・通路の確保等による転倒・腰痛災害の防止

□

② 作業マニュアルの店舗・施設の従業員への周知・教育 □
③ ＫＹ（危険予知）活動による危険予知能力、注意力の向上 □
④ ヒヤリハット活動による危険箇所の共有、除去 □
⑤ 危険箇所の表示による危険の「見える化」の実施 □
⑥ 店長・施設長、安全衛生担当者による定期的な職場点検の実施 □
⑦ 朝礼時等での安全意識の啓発 □
⑧ 転倒防止に有効な靴、切創防止手袋等の着用の推進、介護機器・用具等の導

入と、使用の推進、熱中症予防のための透湿性・通気性の良い服装の活用 □

⑨ 腰痛予防対策指針に基づく健康診断の実施 □
⑩ 腰痛・転倒予防体操の励行 □
⑪ 熱中症予防のための休憩場所・時間の確保 □

５ 店舗・施設における安全衛生担当者（衛生管理者、衛生推進者、安全推進者等）
の配置状況を確認していますか。 □

６ 店舗・施設の安全衛生担当者に対する教育を実施していますか。 □
７ 本社・本部、エリアマネージャーから店舗・施設に対する危険箇所や安全衛生活

動の取組状況の点検、災害防止指導を実施していますか。（店舗・施設の監査
チェックリストに安全衛生に関する項目を明記することなどがあります）

□

８ 安全対策の取組や注意喚起を分かりやすく従業員へ周知するための掲示や小冊子
の配布を実施していますか。 □

９ リスクアセスメント（職場の危険･有害要因を特定し、リスクの大きさを評価す
ること）を実施してその結果に基づく対策を講じていますか。 □

10 店舗・施設におけるメンタルヘルス対策について指導および実施状況の把握を
行っていますか。 □

11 店舗・施設における健康診断および事後措置、長時間労働者への面接指導など、
健康確保措置の実施状況を把握していますか。 □

次の事項のうち、労働災害の発生状況等を踏まえ、必要性の高いものから取組を始め、順次、
取組事項を拡げてください。なお、法定の義務事項に該当する重要な取組もありますので（衛
生管理者の選任等）、その場合は特に速やかに実施する必要があります。

チェックリスト Ⅰ
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② ４Ｓ活動 ＝ 災害の原因を取り除く

① 経営トップによる安全衛生方針の表明

チェック項目 ☑
１ ４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）の徹底による床面の水濡れ、油汚れ等の小

まめな清掃、台車等の障害物の除去、介護、保育等の作業ができるスペース・通
路の確保等による転倒・腰痛災害の防止を実施していますか。

□

２ 作業マニュアルを店舗・施設の従業員に周知、教育していますか。 □
３ ＫＹ（危険予知）活動による危険予知能力、注意力の向上に取り組んでいますか。 □
４ ヒヤリハット活動による危険箇所の共有、除去を実施していますか。 □
５ 危険箇所の表示による危険の「見える化」を実施していますか。 □
６ 店長・施設長、安全担当者による定期的な職場点検を実施していますか。 □
７ 朝礼時等での安全意識の啓発を実施していますか。 □
８ 転倒防止に有効な靴、切創防止手袋等の着用の推進、介護機器・用具等の導入、

使用の推進、熱中症予防のための透湿性・通気性の良い服装の活用などを行って
いますか。

□

９ 腰痛予防対策指針に基づく健康診断を実施していますか。 □
10 腰痛・転倒予防体操を励行していますか。 □
11 熱中症予防のための休憩場所・時間の確保を実施していますか。 □

本社・本部が定めた安全衛生活動を実施するほか、店舗・施設独自の取組を順次広げてく
ださい。

主な取組事項の概要

◆「４Ｓ」とは「整理｣、｢整頓｣、｢清掃｣、｢清潔｣
のことで、これらを日常的な活動として行うのが
「４Ｓ活動」です。

◆ ４Ｓ活動は、労働災害の防止だけではなく、作
業のしやすさ、作業の効率化も期待できます。

◆お客様の目に触れにくいバックヤードも整頓を忘
れないようにしましょう。

◆荷物やゴミなど、
物が散らかって
いる職場や、水
や油で床が滑り
やすい職場は、
災害の危険が高
くなります。

策定日 平成●●年 月 日
掲示日 平成●●年 月 日

安全衛生方針

当社は、「『従業員の安全』は『お客様の安全』
の礎である」との理念に基づき、安全衛生の基本方
針を以下のとおり定め、経営者、従業員一丸となっ
て労働災害防止活動の推進に努めます。

① 安全衛生活動の推進を可能とするための
組織体制の整備、責任の所在の明確化を
図る

② 労使のコミュニケーションにより、職場
の実情に応じた合理的な対策を講じる

③ すべての社員、パート、アルバイトに安
全衛生確保に必要かつ十分な教育・訓練
を実施する

④ 上記の実行に当たっては適切な経営資源
を投入し、効果的な改善を継続的に実施
する

安全衛生の基本方針

会社名 株式会社●●スーパーマーケット
代表者 代表取締役 安全太郎

（自筆で署名しましょう）

策定例
◆経営トップによる安全衛生方針を策定し、掲示や
従業員への小冊子の配布などにより周知します。

店舗・施設実施事項チェックリスト Ⅱ

片付け︕ 分別︕

お掃除︕床ふき︕
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⑦ 安全推進者の配置

◆ＫＹとは「危険（K）・予知（Ｙ）」のことです。
ＫＹ活動では、業務を開始する前に職場で「その作
業では、どんな危険が潜んでいるか」を話し合って
「これは危ない」というポイントに対する対策を決
め、作業のときは、一人ひとりが「指差し呼称」を
して行動を確認します。

◆「うっかり」、「勘違い」、「思い込み」などは安
全ではない行動を招き、災害の原因となります。

◆危険の「見える化」とは、職場の危険を可視化（＝見える
化）し、従業員全員で共有することをいいます。ＫＹ活動
で見つけた危険のポイントに、右のようなステッカーなど
を貼りつけることで、注意を喚起します。

◆墜落や衝突などのおそれのある箇所が事前に分かっていれ
ば、そこでは特に慎重に行動することができます。

◆安全活動は、経営者や責任者の責務であるとともに、正社員、パート、アルバイト、派遣な
どの雇用形態にかかわらず、従業員は全員参加することが重要です。

◆従業員一人ひとりの安全意識を高めるために、朝礼などの場を活用して、店長・施設長から
安全の話をすることや、従業員からヒヤリハット事例を報告してもらい、みんなで安全につ
いて話し合ったりすることなどが効果的です。

◆ 「脚立の正しい使い方」、「腰痛を防ぐ方法」、「器具の正しい操作方法」などを知ってい
れば、労働災害を防ぐことができます。

◆組織の本社や本部では、「どんな災害が起こっているか」、「どうしたら災害は防げるか」
を踏まえ、「正しい作業手順（マニュアル）」を作成します。そして店舗・施設では、この
内容を従業員に伝え、教えます。

◆朝礼など皆が集まる機会を活用して教育・研修を行う方法もあります。特に、はじめて職務
に就いた従業員には、雇い入れ時に安全教育を行う必要があります。

◆店舗・施設ごとに安全の担当者である安全推進者を配置し、安全衛生活動、安全衛生教育・
啓発の推進などの旗振り役を担わせます。

（労働安全衛生法施行令第２条第３号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン）

職場の安全活動についてのご不明点などは、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、最寄りの都道府県労働局、
労働基準監督署にお問い合わせ下さい。

安全・衛生 検 索 安全 パンフ 検 索

③ ＫＹ活動 ＝ 潜んでいる危険を見つける

➃ 危険の「見える化」＝ 危険を周知する

⑤ 安全教育・研修 ＝ 正しい作業方法を学ぶ

⑥ 安全意識の啓発 ＝ 全員参加により安全意識を高める

「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」特設サイト
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/sanjisangyo.html

業務開始前
の話し合い

作業のときは、
一人ひとりが
｢指差し呼称」
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●安全・衛生に関する主な制度・施策紹介 ●安全衛生関係のパンフレット一覧こちらも
ご覧ください

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/sanjisangyo.html


※2022年の数値は速報値

全国的に労働災害は長期的に見て減少傾向にありますが、介護施設に注目してみると、労働
災害の減少傾向は見られません。介護施設における労働災害の特徴や対策を知り、効果的に労
働災害を防いでいきましょう。
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◎事故の型別では転倒災害が約4割を占めています。
◎年齢別では60代以上が4割以上を占めています。
◎転倒災害の原因は、「凍結・滑り・もつれ」が約7
割を占めています。
◎転倒災害発生場所は施設内外、訪問先等多岐にわた
っています。
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福島県介護施設SAFE協議会・ （R7.4）
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♦居室
＜災害事例＞
〇入所者の車椅子の前輪
に左足を引っ掛け転倒し、
右膝を床に強打した。
〇居室にて作業中、コード
が足に絡まり倒れた。
〇利用者を車椅子から移動させるため車椅子
を所定の場所から引き出そうとしたところ、近くに
置いてあった別の車椅子のフットレストにサンダル
を引っ掛け体のバランスを崩し転倒した。

＜対策＞
□電気機器やナースコールのコードは、作業前に
、足が引っ掛からないように片付ける。
□つまづく事が多い人は、以下の歩きやすい靴を
履くようにする。
①軽い
②コンパクト
③足にフィットする
④踵がある
⑤つま先部分と踵部分の重量バランスが取れ
ている
⑥つま先が少し上がっている
⑦靴底が柔らかく曲がりやすい

＜対策＞
□凍結防止剤を撒いたり、雪かきをする。
□必要な照度を確保する。人感センサーによる照
明を設置する。
□滑りにくい外履き用の靴を用意して使用する。

♦階段、段差のあるところ、スロープ
（室内・室外）
＜災害事例＞
〇棚の整理中、段差を踏み外し
、足首をくじいた。
〇螺旋階段で段差につまづいて
前のめりに倒れた。
〇屋内階段で、電気をつけよう
としたら段差につまづいて転
倒した。

＜対策＞
□階段や段差には、滑り止め、滑り止めマット、
手すりなどを設置し、滑りやすいスロープには
防滑用塗料を塗ったり、摩擦の大きなマットを
敷く。
□階段や段差のあるところでは、足下が確認でき
るように照明を確保する。

♦食堂・浴室等
＜災害事例＞
〇食堂で、床が濡れていたため足を
滑らせ転倒した。
〇浴室の脱衣所で介助作業をしてい
た際、足を滑らせ転倒した。
＜対策＞
□床等が濡れた場合は、完全に拭く。
□脱衣所の出入口は、段差をなくし、床が濡れた
状態にならないように、防滑用シートの上にタ
オルを敷き詰め、タオルが濡れてきたら、随時
交換する。
〈好事例〉
脱衣所出入口にコルクや珪藻土を床に埋め込ん
で段差を無くし、床が濡れた状態にならないよ
う工夫している。

♦室外
＜災害事例＞
〇敷地内のゴミ集積所にゴミを捨
てに行く途中、凍結している所で
足を滑らせ転倒した。

♦駐車場
＜災害事例＞
〇敷地内の駐車場に駐車して降車した際、地面が凍結し
ていたため足を滑らせ転倒した。

＜対策＞
□履物は滑りにくく、雪や氷の上でも歩きやすい
ものを履く。
□凍結防止剤を撒いたり、雪かきをする。
□職場を巡視して、夜間照明の状態、冬季の雪の
状態などを日時を変えて確認する。
確認した結果、問題のある箇所は職員に注意し
た上で、看板などを置いて注意喚起するか、通
行禁止とする。

福島県内の転倒災害発生事例と対策



♦事業主向け転倒災害防止リーフレット
●転倒災害防止対策を実施するときに活用してください。

労働災害防止対策の参考資料
♦労働者向け転倒災害防止リーフレット
●労働者に配布して注意喚起してください。

♦労働者向け労働災害防止教育用動画
●安全衛生教育を行うときに視聴する等して活用してください。

【腰痛予防対策（保健衛生業）】

※日本語の他に、英語、中国語、ベトナム語、フィリピノ語注１、カンボ
ジア語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語、モン
ゴル語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語の動画があります。
（右は英語、カンボジア語の例）

注1︓表記は職場のあんぜんサイトに合わせた。

【労働災害防止対策（介護業）】

労働者向け労働災害防止教育用動画は、
「職場のあんぜんサイト」の各種教材・ツ
ールから視聴出来ます。

【転倒・腰痛予防︕「いきいき
健康体操」】

【社会福祉施設向け転倒・腰痛
防止用視聴覚教材】

詳細はこちら
⇩

詳細はこちら
⇩

詳細はこちら ⇨

詳細はこちら
⇨

◆エイジフレンドリーガイドライン
●福島県内の小売業における労働災害は、60歳以上の被災者が
4割以上を占めることから、高年齢労働者の安全と健康確保の
ためのガイドライン（エイジフレンドリーガイドライン）に
基づく措置を実施してください。

◆効果的な転倒災害防止対策（ソフト面）
●ロコモ度は、ロコモ度２、ロコモ度１、無しの３段階で、移動機能の
低下状態を見える化して労働者の自覚を促すことができます。
●ロコモ度テストは、①立ち上がりテスト（下肢筋力確認）、②２ステ
ップテスト（歩幅確認）、③ロコモ25(からだの状態や生活状況確認)
があり、身体能力（移動機能）の度合いを確認できますので、その結
果を配布して労働者に自覚を促すことで、効果的な転倒災害防止対策
（ソフト面）になります。

詳細はこちら
⇩



・社会福祉法人創世福祉事業団 ・社会福祉法人南相馬福祉会
・医療法人社団ときわ会 ・一般社団法人福島県老人保健施設協会
・一般社団法人福島県老人福祉施設協議会 ・福島産業保健総合支援センター
・中央労働災害防止協会東北安全衛生サービスセンター
・福島県 ・一般社団法人福島県理学療法士会
・公益財団法人介護労働安定センター福島支部 ・福島労働局（事務局）

ＳＡＦＥコンソーシアムの一環として、都道府県労働局ごとに介護施設について、令和4年度より協議会
を設置して運営をしています。福島県内の介護施設のリーディングカンパニー、地方公共団体、関係団体等
を構成員とする「福島県介護施設ＳＡＦＥ協議会」を設置し、構成員による連携した取組を展開し、構成員
の安全衛生管理の好事例を管内事業場へ水平展開を行うこと等により、福島県内全体の安全衛生に対する機
運醸成を図ることを目的に活動しています。

福島県介護施設ＳＡＦＥ協議会

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

◎中小規模事業場安全衛生サポート事業（中央労働災害防止協会）
中小事業者（1事業場につき、概ね100人未満で、労働保険加入の製造業、第
三次産業、鉱業）は、無料で安全衛生の専門家のアドバイスが受けられます。

利用可能なサービスなど

詳細はこちら
⇨

厚生労働省は、全ての
ステークホルダーが一丸
となり、安全で健康に働
くことのできる職場環境
の実現を目指す「従業員
の幸せのためのSAFEコ
ンソーシアム」を設立し
ました。
趣旨に賛同した企業、

団体でコンソーシアムを
構成し労働災害問題の協
議や、加盟者間の取組の
共有、マッチング、労働
安全衛生に取り組む加盟
メンバーの認知度向上な
どをサポートしていきま
す。
加盟は無料で、ロゴマ

ークの使用やアワードに
よる労働安全衛生への取
組のＰＲ、加盟メンバー
間での取組事例の共有に
よる企業内等での労働安
全衛生水準の向上等のメ
リットがありますので、
趣旨に賛同いただければ
是非加盟してください。

ＳＡＦＥコンソーシアム ＳＡＦＥアワード応募の勧め
ＳＡＦＥコンソーシアムでは、

「ＳＡＦＥアワード」という表彰
制度を設けています。これは、企
業、団体、事業場等に対して取り
組み実例を募り、優良と認められ
る取組を進める企業、団体事業場
等を顕彰する制度です。取り組ま
れている事例があれば、積極的に
応募してください。

ＳＡＦＥコンソーシアムポータルサイト
（加盟申請、アワード応募）

⇩

令和４年度に福島県内の社会福
祉施設が腰痛予防対策について応
募し、北海道・東北ブロックのブ
ロック賞を受賞しました。


